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規 則 
 

 亀岡市文書取扱規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第２０号 

 

亀岡市文書取扱規則の一部を改正

する規則 

 

 亀岡市文書取扱規則（平成１３年亀岡市規則

第２７号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第５号を次のように改める。 

⑸ 電子メール等 総合行政ネットワーク等

のネットワークを通じて電磁的記録文書を

伝達するための通信システム及びファクシ

ミリ等をいう。 

 第２条中第６号を削り、第７号から第１０号

までを１号ずつ繰り上げ、同条第１１号中「又

は文書管理システムにより完結した電子文書」

を削り、同号を同条第１０号とし、同条第１２

号中「引き継いだ文書」の次に「又は公文書管

理システムにより完結した電子文書」を加え、

「書庫に格納し、」を削り、同号を同条第１１

号とする。 

 第１０条第３号ア中「収発件名簿」の次に 

「、収発簿」を加える。 

 第１４条第１項第３号を次のように改める。 

⑶ 公文書管理システム又は収発簿による文

書番号 

 第１４条第２項中「のシステム番号により」

を削る。 

 第１６条第１項第３号中「電子メール」を

「電子メール等」に改める。 

 第１６条の２中「電子メール又はファクシミ

リ」を「電子メール等」に、「申請書、指令書、

請求書及び個人のプライバシーに係る文書」を

「指令書及び請求書」に改める。 

 第１６条の３を削る。 

 第２２条第２項から第５項までの規定中「収

発簿等」を「収発件名簿等」に改める。 

 第２２条の３（見出しを含む。）中「電子 

メール」を「電子メール等」に改め、「、速や

かに紙に出力し」を削り、同条ただし書を次の

ように改める。 

 ただし、簡易なもので公文書管理システム

を利用し処理するものは、出力を省略するこ

とができる。 

 第２７条第１項中「事案の処理は、文書によ

る」を「事案は、文書等により処理するものと

する」に改め、同項ただし書中「庁内間文書の

うち」を削り、同条第３項中「伺書」を「伺書

用紙」に改める。 

 第２９条第１項中「要領を伺書の所定欄に表

示し」を「要領」に、「伺書」を「伺書用紙」

に、「表示しなければならない」を「表示し、

公文書管理システムによる起案にあっては、そ

の旨を記録しなければならない」に改める。 

 第３０条中「伺書に表示しなければならな

い」を「伺書用紙に表示し、公文書管理システ

ムによる起案にあっては、その旨を記録するも

のとする」に改める。 

 第３２条第３項中「伺書」を「伺書用紙」に、

「表示しなければならない」を「表示し、公文

書管理システムによる起案にあっては、その旨

を記録するものとする」に改める。 

 第３７条第３項中「伺書」を「伺書用紙」に、

「押印するものとする」を「押印し、公文書管

理システムによる起案にあっては、浄書者及び

校合者を記録しなければならない」に改める。 
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 第４０条の２第１項中「総合行政ネットワー

クの文書交換システムにより発信する」を「電

子署名を付さなければならない」に改め、同条

第４項中「伺書」を「伺書用紙」に改める。 

 第４１条第１項中「収発簿等」を「収発件名

簿等」に改める。 

 第４２条第４項及び第５項中「電子メール又

はファクシミリ」を「電子メール等」に改め、

同条第６項を削る。 

 第４５条中「伺書の発送欄に押印し」を「伺

書用紙を用いる起案にあっては、当該用紙の発

送欄に押印し、公文書管理システムによる起案

にあっては、その旨を記録し」に改める。 

 第５３条に次の１項を加える。 

４ 調査書類、図面等で保存箱へ収納すること

ができないものは、別冊として、又は図面用

ファイル等により別に整理する。 

 第５８条に次のただし書を加える。 

 ただし、図面等特殊な文書で引き継ぐこと

ができないものは、主管課長が責任をもって

保存するものとする。 

 第６１条の次に次の１条を加える。 

 （保存電子文書の利用） 

第６１条の２ 所管課の職員以外の職員が総務

課において保存している電子文書を利用しよ

うとするときは、総務課長の承認を受けなけ

ればならない。 

２ 総務課長は、特に必要があると認められる

ときは、保存文書の利用を拒否することがで

きる。 

 第６６条中「細断」の次に「、溶解」を加え

る。 

 第６８条第１項中「明記するものとする」を

「明記し、公文書管理システムによる起案に 

あっては、その旨を記録するものとする」に改

める。 

 別表第１を次のように改める。 
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 別表第２中 

「 

ア 文書取扱主任は、収発件名簿への記録を省略し、事務連絡簿に当該文書

等に係る所要事項を記録する。 

イ 主管課長は、起案、供覧処理の指示を行い処理方針を示す。 

                                      」 

を 

「 

ア 文書取扱主任は、収発件名簿等に当該文書等に係る所要事項を記録す

る。 

イ 主管課長は、起案、供覧処理の指示を行い処理方針を示す。 

                                      」 

に改める。 

別表第１（第１４条関係） 

 所管課を表す記号 

部課名 記号 部課名 記号 

議会事務局 議 まちづくり推進部  

市長公室  都市計画課 都計 

秘書広報課 秘 都市整備課 都整 

人事課 人 まちづくり交通課 ま交 

ふるさと創生課 ふる 桂川・道路整備課 桂 

企画管理部  土木管理課 土 

企画調整課 企 建築住宅課 建 

財政課 財 会計管理室  

契約検査課 契 財産管理課 財管 

生涯学習部  会計課 会 

文化・スポーツ課 文ス 上下水道部  

市民力推進課 市推 総務・経営課 総経 

人権啓発課 人権 お客様サービス課 客サ 

総務部  水道課 水 

総務課 総 下水道課 下 

自治防災課 自 教育委員会事務局  

税務課 税 教育委員会教育部  

環境市民部  教育総務課 教総 

環境政策課 環政 学校教育課 教学 

環境クリーン推進課 環推 社会教育課 教社 

市民課 市 学校給食センター 教給 

消費生活センター 消 図書館 教図 

保険医療課 保 文化資料館 教文 

健康福祉部  教育研究所 教研 

地域福祉課 地福 監査委員事務局 監査 

障害福祉課 障福 選挙管理委員会事務局 選管 

高齢福祉課 高福 公平委員会事務局 公平 

健康増進課 健増 農業委員会事務局 農委 

こども未来課 こ未   

保育課 保育   

産業観光部    

商工観光課 商観   

農林振興課 農林   

農地整備課 農地   
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 別記第７号様式中 

「 

 

 

 

 

                          」 

を 

「 

 

 

 

 

                                」 

に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市簡易水道事業を亀岡市水道事業に統合することに伴う関係規則の整理に関する規則をここ

に公布する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第２１号 

 

亀岡市簡易水道事業を亀岡市水道事業に統合することに伴う関係規則の整理に関する

規則 

 

 （亀岡市災害対策本部条例施行規則の一部改正） 

第１条 亀岡市災害対策本部条例施行規則（昭和４８年亀岡市規則第１４号）の一部を次のように

総務課 業務主管課 

文書管理係長 係 長 文書取扱主任 担当者 

／ ／ ／ ／ 

    

総務課 業務主管課 

総務課長 文書管理係長 係 長 文書取扱主任 担当者 

／ ／ ／ ／ ／ 

 

    

 



 
亀 岡 市 公 報 

 9

第８８０号平成３０年５月１５日発行 

改正する。 

 第７条第２項中「上下水道事業管理者、」を削る。 

 （亀岡市職員互助会規則の一部改正） 

第２条 亀岡市職員互助会規則（昭和３４年亀岡市規則第６号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項中「一に」を「いずれかに」に改める。 

 第９条第１項中「、上下水道事業管理者」を削る。 

（亀岡市職員に対する児童手当の支給に関する事務取扱規則の一部改正） 

第３条 亀岡市職員に対する児童手当の支給に関する事務取扱規則（平成２４年亀岡市規則第２４

号）の一部を次のように改正する。 

 別表中
「                

を
 

                    」 

「                             
に改める。 

                             」 

 （亀岡市湯の花温泉供給条例施行規則の一部改正） 

第４条 亀岡市湯の花温泉供給条例施行規則（平成１９年亀岡市規則第２５号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別記第５号様式中「亀岡市上水道事業給水条例」を「亀岡市水道事業給水条例」に改める。 

 （都市計画法施行細則の一部改正） 

第５条 都市計画法施行細則（平成２８年亀岡市規則第３９号）の一部を次のように改正する。 

 別記第４号様式中「上水道施設」を「水道施設」に改める。 

（市長の権限に属する事務の一部を上下水道事業管理者に委任する規則の一部改正） 

第６条 市長の権限に属する事務の一部を上下水道事業管理者に委任する規則（昭和４２年亀岡市

規則第１７号）の一部を次のように改正する。 

 題名中「上下水道事業管理者」を「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」に改

める。 

 第１条中「規則は、」の次に「別に定めるものを除き、」を加え、「上下水道事業管理者」を

「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「管理者」という。）」に改める。 

 第２条第１項中「亀岡市上下水道事業の組織等に関する条例（平成１２年亀岡市条例第２号）

第３条第２項」を「別表」に、「上下水道事業管理者」を「管理者」に改め、同条第２項を削る。 

 第２条の次に次の別表を加える。 

別表（第２条関係） 

委任事務 

⑴ 専用水道及び簡易専用水道に関すること。 

⑵ 飲用井戸等に関すること。 

⑶ 水道未普及地域対策に関すること。 

⑷ 地域下水道事業に関すること。 

 

亀岡市上下水道事業管理者 

亀岡市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長
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（亀岡市上下水道事業の主要職員を定める規

則の一部改正） 

第７条 亀岡市上下水道事業の主要職員を定め

る規則（昭和４２年亀岡市規則第４号）の一

部を次のように改正する。 

 第１条中「亀岡市上下水道事業に従事する

職員のうち」を「上下水道事業（亀岡市上下

水道事業の設置等に関する条例（平成２９年

亀岡市条例第３１号）第１条に規定する上下

水道事業をいう。）において」に改め、「第

１５条第１項」の次に「ただし書」を加える。 

（亀岡市上下水道事業における地方公営企業

法第３９条第２項の規定に基づき市長が定め

る職に関する規則の一部改正） 

第８条 亀岡市上下水道事業における地方公営

企業法第３９条第２項の規定に基づき市長が

定める職に関する規則（昭和４２年亀岡市規

則第５号）の一部を次のように改正する。 

 本則中「亀岡市上下水道事業に従事する職

員（管理者を除く。）の職のうち」を「上下

水道事業（亀岡市上下水道事業の設置等に関

する条例（平成２９年亀岡市条例第３１号）

第１条に規定する上下水道事業をいう。）に

おいて」に改める。 

 本則第６号中「経理係長及び経営係長」を

「水道経営係長及び下水道経営係長」に改め

る。 

（漏水等に伴う簡易水道料金及び地域下水道

使用料の減額に関する規則の一部改正） 

第９条 漏水等に伴う簡易水道料金及び地域下

水道使用料の減額に関する規則（平成２４年

亀岡市規則第４１号）の一部を次のように改

正する。 

 題名中「簡易水道料金及び」を削る。 

 第１条中「亀岡市簡易水道事業給水条例

（昭和３３年亀岡市条例第２９号）第２３条

に規定する簡易水道料金の減免及び」を削る。 

 第２条中「簡易水道料金及び」及び「亀岡

市の上水道料金及び」を削る。 

（亀岡市地域下水道条例施行規則の一部改正） 

第１０条 亀岡市地域下水道条例施行規則（平

成１３年亀岡市規則第１６号）の一部を次の

ように改正する。 

 第１２条中「亀岡市上水道事業給水条例

（昭和３３年亀岡市条例第２８号）第２条第

２号」を「亀岡市水道事業給水条例（平成 

２９年亀岡市条例第３２号）第３条第２号」

に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第２２号 

 

亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則の一部を改正する

規則 

 

 亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則（平成２８年亀岡市規則第 

４０号）の一部を次のように改正する。 

 

 第７条の表中 

「 

第３号  次の全てに該当するものであること。 

⑴ 土地の区域における居住者の減少等に伴い地域コ 

ミュニティの維持が困難な既存集落であること。 

⑵ 敷地間隔が１００メートル以内にあるおおむね５０

以上の建築物が連たんしている土地の区域及びその区

域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる

土地の区域にあっては、敷地間隔が１００メートル以

内にあるおおむね２５以上の建築物が連たんしている

土地の区域を含む区域であること。 

⑶ 建築基準法第４２条に規定する道路がおおむね配置

され、排水施設及び給水施設が整備されている、又は

整備されることが確実であり、建築物が建築されても

支障のない土地であること。 

                                       」 

を 

「 

第３号  次の全てに該当するものであること。 

⑴ 土地の区域における居住者の減少等に伴い地域コ 

ミュニティの維持が困難な既存集落であること。 

⑵ 敷地間隔が１００メートル以内にあるおおむね５０

以上の建築物が連たんしている土地の区域及びその区

域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる

土地の区域にあっては、敷地間隔が１００メートル以

内にあるおおむね２５以上の建築物が連たんしている

土地の区域を含む区域であること。 
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 ⑶ 建築基準法第４２条に規定する道路がおおむね配置

され、排水施設及び給水施設が整備されている、又は

整備されることが確実であり、建築物が建築されても

支障のない土地であること。 

⑷ 保津地区においては、次のアからキまでに掲げる建

築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であるこ

と。 

ア 専用住宅（その敷地面積が、自己の居住の用に供

するものにあっては１５０平方メートル以上のも

の、その他のものにあっては３００平方メートル以

上のものに限る。） 

イ 第一種低層住居専用地域内に建築することができ

る兼用住宅（その敷地面積が、自己の居住の用に供

するものにあっては１５０平方メートル以上のも

の、その他のものにあっては３００平方メートル以

上のものに限る。） 

ウ エに掲げるもののほか、第二種低層住居専用地域

内に建築することができる店舗、飲食店、その他こ

れらに類するものでその用途に供する部分の床面積

の合計が１５０平方メートル以内のもの（３階以上

の部分をその用途に供するものを除く。） 

エ 次に掲げる農業の利便を増進するために必要な店

舗等でその用途に供する部分の床面積の合計が 

５００平方メートル以内のもの（３階以上の部分を

その用途に供するものを除く。） 

(ｱ) 建築物の周辺の地域で生産された農産物の販売

を主たる目的とする店舗 

(ｲ) (ｱ)の農産物を材料とする料理の提供を主たる

目的とする飲食店 

(ｳ) 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米

屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの

（(ｱ)の農産物を原材料とする食品の製造又は加

工を主たる目的とするものに限る。）で作業場の

床面積の合計が５０平方メートル以内のもの（原

動機を使用する場合にあっては、その出力の合計

が０．７５キロワット以下のものに限る。） 

オ 診療所 

カ 第一種低層住居専用地域内に建築することができ

る兼用住宅の兼用用途である事務所でその用途に供

する部分の床面積の合計が５０平方メートル以内の

もの 

キ 第一種低層住居専用地域内に建築することができ

る兼用住宅の兼用用途である美術品又は工芸品を製

作するためのアトリエ又は工房でその用途に供する

部分の床面積の合計が５０平方メートル以内のもの 

                                       」 

に改める。 



 
亀 岡 市 公 報 

 13

第８８０号平成３０年５月１５日発行 

 第８条の表中 

「 

第３号  次の全てに該当するものであること。 

⑴ 土地の区域における居住者の減少等に伴い地域コ 

ミュニティの維持が困難な既存集落であること。 

⑵ 敷地間隔が１００メートル以内にあるおおむね５０

以上の建築物が連たんしている土地の区域及びその区

域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる

土地の区域にあっては、敷地間隔が１００メートル以

内にあるおおむね２５以上の建築物が連たんしている

土地の区域を含む区域であること。 

⑶ 建築基準法第４２条に規定する道路がおおむね配置

され、排水施設及び給水施設が整備されている、又は

整備されることが確実であり、建築物が建築されても

支障のない土地であること。 

                                       」 

を 

「 

第３号  次の全てに該当するものであること。 

⑴ 土地の区域における居住者の減少等に伴い地域コ 

ミュニティの維持が困難な既存集落であること。 

⑵ 敷地間隔が１００メートル以内にあるおおむね５０

以上の建築物が連たんしている土地の区域及びその区

域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる

土地の区域にあっては、敷地間隔が１００メートル以

内にあるおおむね２５以上の建築物が連たんしている

土地の区域を含む区域であること。 

⑶ 建築基準法第４２条に規定する道路がおおむね配置

され、排水施設及び給水施設が整備されている、又は

整備されることが確実であり、建築物が建築されても

支障のない土地であること。 

⑷ 保津地区においては、次のアからコまでに掲げる建

築物の新築、改築又は用途の変更であること。 

ア 自己の居住の用に供する専用住宅（第７条の表第

３号⑷ア又はイのうちその他のものとして都市計画

法第２９条第１項の規定に基づく開発許可を受けた

土地に建築するものを除き、かつ、新築の場合に 

あってはその敷地面積が１５０平方メートル以上の

ものに限る。） 

イ アに掲げるもののほか自己の居住の用に供する専

用住宅（その敷地面積が３００平方メートル以上の

ものに限る。） 

ウ 第一種低層住居専用地域内に建築することができ

る兼用住宅（第７条の表第３号⑷ア又はイのうちそ

の他のものとして都市計画法第２９条第１項の規定

に基づく開発許可を受けた土地に建築するものを除 
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 き、かつ、新築の場合にあってはその敷地面積が 

１５０平方メートル以上のものに限る。） 

エ ウに掲げるもののほか第一種低層住居専用地域内

に建築することができる兼用住宅（その敷地面積が

３００平方メートル以上のものに限る。） 

オ カに掲げるもののほか、第二種低層住居専用地域

内に建築することができる店舗、飲食店、その他こ

れらに類するものでその用途に供する部分の床面積

の合計が１５０平方メートル以内のもの（３階以上

の部分をその用途に供するものを除く。） 

カ 次に掲げる農業の利便を増進するために必要な建

築物でその用途に供する部分の床面積の合計が 

５００平方メートル以内のもの（３階以上の部分を

その用途に供するものを除く。） 

(ｱ) 建築物の周辺の地域で生産された農産物の販売

を主たる目的とする店舗 

(ｲ) (ｱ)の農産物を材料とする料理の提供を主たる

目的とする飲食店 

(ｳ) 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米

屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの

（(ｱ)の農産物を原材料とする食品の製造又は加

工を主たる目的とするものに限る。）で作業場の

床面積の合計が５０平方メートル以内のもの（原

動機を使用する場合にあっては、その出力の合計

が０．７５キロワット以下のものに限る。） 

キ 診療所 

ク 第一種低層住居専用地域内に建築することができ

る兼用住宅の兼用用途である事務所でその用途に供

する部分の床面積の合計が５０平方メートル（用途

を変更する場合にあっては、１５０平方メートル）

以内のもの 

ケ 第一種低層住居専用地域内に建築することができ

る兼用住宅の兼用用途である美術品又は工芸品を製

作するためのアトリエ又は工房でその用途に供する

部分の床面積の合計が５０平方メートル（用途を変

更する場合にあっては、１５０平方メートル）以内

のもの 

コ 旅館業法第２条第４項に掲げる簡易宿所（用途を

変更する場合に限る。） 

                                       」 

に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行する。 

「掲示済」 
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 亀岡市立保育所条例施行規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第２３号 

 

亀岡市立保育所条例施行規則の一

部を改正する規則 

 

 亀岡市立保育所条例施行規則（昭和４８年亀

岡市規則第１１号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 第２条第１項中「所長補佐」の次に「、主

幹」を加え、同条第７項を第８項とし、第４項

から第６項までを１項ずつ繰り下げ、第３項の

次に次の１項を加える。 

４ 主幹は、上司の命を受け、入所児童の保育

に従事するほか、担任事務を処理し、関係職

員がある場合には、当該職員を指導監督する。 

 第６条第２項中「所長補佐」の次に「、主

幹」を加える。 

 

   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 亀岡市福祉タクシー等事業実施規則の一部を

改正する規則をここに公布する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第２４号 

 

亀岡市福祉タクシー等事業実施規

則の一部を改正する規則 

 

 亀岡市福祉タクシー等事業実施規則（昭和 

５７年亀岡市規則第９号）の一部を次のように

改正する。 

 

 第１条中「タクシー料金及び」を「タクシー

料金、バス運賃及び」に改める。 

 第２条を次のように改める。 

 （用語の定義） 

第２条 この規則において「福祉タクシー等」

とは、事業の実施に関し市と契約を結んだ事

業者が所有するタクシー、運営する路線バス

及びガソリン等燃料給油所をいう。 

 第３条中「一に」を「いずれかに」に改め、

同条第１号を次のように改める。 

⑴ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第 

２８３号）の規定に基づき身体障害者手帳

の交付を受けた者のうち、「障害名」欄に

次のいずれかの表示があるもの 

ア 視覚障害 １級又は２級 

イ 下肢及び体幹 １級又は２級 

ウ 内部（心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、

ぼうこう若しくは直腸、小腸又はヒト免

疫不全ウイルスによる免疫） １級 

 第４条中「福祉タクシー等利用券交付申請

書」を「亀岡市福祉タクシー・バス・自家用車

燃料給油利用券交付申請書」に改める。 
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 第５条中「福祉タクシー等利用券交付決定通

知書」を「亀岡市福祉タクシー・バス・自家用

車燃料給油利用券交付決定通知書」に改める。 

 第６条第１項中「タクシー等」を「タクシー 

・バス・自家用車燃料給油」に、「１枚５００

円券」を「１枚５０円」に改め、同条第２項を

次のように改める。 

２ 利用券の交付枚数は、１の年度ごとに  

２４０枚とする。ただし、当該年度の途中に

おいて交付する場合は、申請の日の属する月

から１月当たり２０枚とする。 

 第７条第２項中「タクシー料金及び」を「タ

クシー料金、バス運賃及び」に、「５００円」

を「５０円」に改める。 

 別記第１号様式中「福祉タクシー等利用券交

付申請書」を「亀岡市福祉タクシー・バス・自

家用車燃料給油利用券交付申請書」に、「亀岡

市長 様」を「（宛先）亀岡市長」に改める。 

 別記第２号様式中「年度福祉タクシー等利用

券交付決定通知書」を「年度亀岡市福祉タク 

シー・バス・自家用車燃料給油利用券交付決定

通知書」に、「福祉タクシー等利用券」を「福

祉タクシー・バス・自家用車燃料給油利用券」

に改める。 

 別記第３号様式を次のように改める。 

 

別記様式 省略 

 

   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 亀岡市国民健康保険料の滞納者に対する措置

に関する規則の一部を改正する規則をここに公

布する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第２５号 

 

亀岡市国民健康保険料の滞納者に

対する措置に関する規則の一部を

改正する規則 

 

 亀岡市国民健康保険料の滞納者に対する措置

に関する規則（平成１３年亀岡市規則第２号）

の一部を次のように改正する。 

 

 第３条を次のように改める。 

 （短期証交付の対象） 

第３条 ６箇月を有効期間とする短期証の交付

対象は、滞納保険料が納付すべき保険料（未

納保険料を除く。）の２分の１以上の世帯主

及びその世帯に属する被保険者又は新たに国

民健康保険に加入する世帯で過去に課された

保険料を滞納している世帯主及びその世帯に

属する被保険者とする。 

２ 前項に定めるもののほか、世帯主及びその

世帯に属する被保険者が、納付指導に応じず、

又は納付計画を履行しないときは、６箇月以

内の期間を有効期間とする短期証を交付する

ことができる。 

３ 前２項に定める世帯主及びその世帯に属す

る被保険者のうち、１８歳に達する日以後の

初の３月３１日までの間にある者について

は、被保険者証の有効期間は、６箇月以上と

する。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、保
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険料を滞納していることについて特別の事情

があると認められる場合は、短期証の交付を

しないことができる。 

 

   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市消防団員等公務災害補償条例第９条の

２第１項の規則で定める金額を定める規則の一

部を改正する規則をここに公布する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第２６号 

 

亀岡市消防団員等公務災害補償条

例第９条の２第１項の規則で定め

る金額を定める規則の一部を改正

する規則 

 

 亀岡市消防団員等公務災害補償条例第９条の

２第１項の規則で定める金額を定める規則（平

成１８年亀岡市規則第７２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 本則の表常時介護を要する状態の項中  

「１０５，１３０円」を「１０５，２９０円」

に、「５７，１１０円」を「５７，１９０円」

に改め、同表随時介護を要する状態の項中 

「５２，５７０円」を「５２，６５０円」に、

「２８，５６０円」を「２８，６００円」に改

める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の亀岡市消防団員等

公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で

定める金額を定める規則の規定は、平成３０

年４月１日以後の期間に係る介護補償の額に

ついて適用し、同日前の期間に係る介護補償

の額については、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 
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告 示 
 

 亀岡市告示第５４号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２３１条の２第６項の規定により、指定代理納

付者を次のとおり指定したので、亀岡市財務規

則（昭和４０年亀岡市規則第１号）第４７条の

２第２項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 指定代理納付者の名称及び住所 

⑴ 楽天株式会社 

東京都世田谷区玉川１－１４－１ 

楽天クリムゾンハウス 

⑵ ソフトバンク・ペイメント・サービス株

式会社 

東京都港区東新橋１丁目９番２号 

汐留住友ビル２５階 

⑶ 京都クレジットサービス株式会社 

京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路

町７３１番地 

⑷ 京銀カードサービス株式会社 

京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路

町７３１番地 

⑸ ベリトランス株式会社 

東京都渋谷区恵比寿南三丁目５番７号 

２ 指定代理納付者に納付させる歳入の種類 

寄附金 

３ 指定代理納付者に歳入を納付させる期間 

平成３０年４月１日から 

平成３１年３月３１日まで 

 

「掲示済」 

 亀岡市告示第５５号 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１５８条第１項の規定により、歳入の収

納の事務を私人に委託したので、同条第２項の

規定により次のとおり告示する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 委託の相手方の名称及び住所 

⑴ 楽天株式会社 

東京都世田谷区玉川１－１４－１ 

楽天クリムゾンハウス 

⑵ 株式会社さとふる 

東京都中央区京橋二丁目２番１号 

２ 委託した収納事務 

寄附金の収納事務 

３ 委託期間 

平成３０年４月１日から 

平成３１年３月３１日まで 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第５６号 

 

 亀岡市移住者起業支援事業補助金交付要綱を

次のように定める。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

亀岡市移住者起業支援事業補助金

交付要綱 
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 （趣旨） 

第１条 市長は、本市における地域の新たな担

い手となる移住者の定着を図るため、移住促

進特別区域内で移住者が起業するために必要

な設備等を整備することに対し、亀岡市補助

金等交付規則（昭和４１年亀岡市規則第５号。

以下「規則」という。）及びこの要綱の定め

るところにより、予算の範囲内で亀岡市移住

者起業支援事業補助金（以下「補助金」とい

う。）を交付する。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

るほか、京都府移住の促進のための空家及び

耕作放棄地等活用条例（平成２８年京都府条

例第２６号。以下「条例」という。）で使用

する用語の例による。 

⑴ 移住者 本市へ定住の意思を持って転入

し、又は転入しようとする者で、次のいず

れにも該当するものをいう。 

ア 住民基本台帳法（昭和４２年法律第 

８１号）の規定に基づき本市の住民基本

台帳に記録され、かつ、当該住所地を生

活の本拠としようとする者又はした者 

イ 自治会活動等の地域活動に積極的に参

加する意思を有する者 

ウ その他市長が適当と認める者 

⑵ 起業 店舗、工房又は事務所その他の事

業所を設置し、新たに営業を開始すること

（本市の移住者企業支援事業（以下「本事

業」という。）の対象区域外において事業

経営を行っていた者が、本事業の対象区域

内に移住し新たに事業所を設置する場合を

含む。）。 

 （補助対象者） 

第３条 補助の対象となる者（以下「補助対象

者」という。）は、移住促進特別区域内で起

業しようとする移住者（当該補助対象者が代

表者である法人を含む。）で、次の各号のい

ずれにも該当するものをいう。 

⑴ 本市へ転入した日から３年を経過してい

ない者 

⑵ 本市の移住促進特別区域内に定住し、起

業を通じて地域の活性化に寄与しようとす

る者 

⑶ 起業する事業について十分な調査研究に

基づいた経営計画及び資金計画を有してお

り、事業の継続発展が見込まれること。 

⑷ 京都府税及び市税の滞納がないこと。 

 （補助対象事業） 

第４条 補助対象となる事業（以下「補助対象

事業」という。）は、補助対象者が空き家等

の既存建築物を活用した店舗又は事務所等を

開設するために必要な施設の改修及び増築並

びに設備機器等の整備とし、次の各号の全て

を満たすものとする。 

⑴ 補助の対象となる施設が、補助対象者が

居住する移住促進特別区域と同一の区域内

に所在していること。 

⑵ 本市と補助の対象となる施設が所在する

移住促進特別区域の住民が連携し、移住者

数の具体的な目標を定め、かつ、受入れ及

び住環境の整備に係る取組が行われており、

本事業に係る住宅への移住者の受入れ及び

地域への定着支援に向けた活動が継続して

実施される見込みであること。 

 （補助対象経費） 

第５条 補助対象となる経費（以下「補助対象

経費」という。）は、補助対象事業の対象工

事と同一の部位に対して、国、京都府又は本

市から補助金等が交付されたことがないもの

で、次に掲げるものとする。ただし、用地取

得費用及び補償費は対象外とする。 

⑴ 起業に必要な改修及び増築（敷地の整備

を含む。）に要する費用 

⑵ 起業に必要な設備機器類の整備に要する
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費用 

⑶ 実施設計に要する費用（前２号の工事と

一体的な場合に限る。） 

⑷ その他市長が特に必要と認める費用 

 （補助金額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の３分の

２以内、かつ、３００万円以内とする。ただ

し、補助金の額に１，０００円未満の端数が

生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

 （事業計画の承認申請） 

第７条 事業を実施しようとする補助対象者

（以下「補助事業者」という。）は、亀岡市

移住者起業支援事業計画承認申請書（別記第

１号様式）及び誓約書（別記第２号様式）に

当該申請に係る関係書類を添えて、市長に提

出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による承認申請書の提

出があったときは、その内容を審査の上、当

該事業計画の承認の可否を決定し、その結果

を亀岡市移住者起業支援事業計画承認（不承

認）通知書（別記第３号様式）により補助事

業者に通知するものとする。 

３ 前項の規定による承認の決定を受けた補助

事業者が、次の各号に該当する事業計画の内

容を変更しようとするときは、亀岡市移住者

起業支援事業計画変更承認申請書（別記第４

号様式）に当該変更に係る関係書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

⑴ 事業費総額の２割を超える増減 

⑵ 事業内容の変更又は廃止 

⑶ 補助事業者の変更 

４ 市長は、前項の規定による変更承認申請書

の提出があったときは、その内容を審査の上、

当該事業計画変更の承認の可否を決定し、そ

の結果を亀岡市移住者起業支援事業計画変更

承認（不承認）通知書（別記第５号様式）に

より補助事業者に通知するものとする。 

 （交付申請） 

第８条 前条の規定により承認を受けた補助事

業者は、補助金の交付を受けようとするとき

は、亀岡市移住者起業支援事業補助金交付申

請書（別記第６号様式）に当該申請に係る関

係書類を添えて、市長に提出しなければなら

ない。 

２ 補助事業者は、前項の申請書を提出すると

きは、当該補助金に係る消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含ま

れる消費税及び地方消費税に相当する額のう

ち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）

に基づく仕入れに係る消費税額として控除す

ることができる部分の金額及び当該金額に地

方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づ

く地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計

額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同

じ。）を減額して申請しなければならない。

ただし、申請時において当該仕入控除税額が

明らかでない場合については、この限りでな

い。 

 （交付決定） 

第９条 市長は、前条の規定による申請があっ

たときは、その内容を審査の上、交付の可否

を決定し、亀岡市移住者起業支援事業補助金

交付（不交付）決定通知書（別記第７号様

式）により補助事業者に通知するものとする。 

 （変更申請等） 

第１０条 前条の規定による補助金交付決定を

受けた補助事業者が、当該事業の内容を変更

しようとするとき又は当該事業を中止し、若

しくは廃止しようとするときは、第７条第３

項に定める亀岡市移住者起業支援事業計画変

更承認申請書及び亀岡市移住者起業支援事業

補助金変更交付申請書（別記第８号様式）を

市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による変更交付申請書

の提出があったときは、その内容を審査の上、

当該変更の承認の可否を決定し、その結果を
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第７条第４項に定める亀岡市移住者起業支援

事業計画変更承認（不承認）通知書及び亀岡

市移住者起業支援事業補助金変更交付（不交

付）決定通知書（別記第９号様式）により補

助事業者に通知するものとする。 

 （指令前着手届） 

第１１条 補助事業者は、補助対象事業の着手

を原則として第９条の規定による交付決定後

に行うものとする。ただし、やむを得ない理

由により交付決定前に着手する場合は、亀岡

市移住者起業支援事業指令前着手届（別記第

１０号様式）を市長に提出しなければならな

い。 

 （実績報告） 

第１２条 補助事業者は、補助対象事業が完了

した日から起算して３０日以内又は当該事業

が完了した日が属する年度の３月３１日のい

ずれか早い日までに、亀岡市移住者起業支援

事業補助金実績報告書（別記第１１号様式）、

事業実績報告書（別記第１２号様式）及び財

産管理台帳（別記第１３号様式）に関係書類

を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当

たって、当該補助金に係る消費税及び地方消

費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、

当該仕入控除税額を減額して報告しなければ

ならない。 

 （補助金額の確定） 

第１３条 市長は、前条の規定による実績報告

書の提出があったときは、当該報告書の書類

を審査の上、適当と認めたときは、亀岡市移

住者起業支援事業補助金額確定通知書（別記

第１４号様式）により補助事業者に通知する

ものとする。 

 （財産処分の制限） 

第１４条 補助事業者は、補助金で整備をした

施設及び設備等について、減価償却資産の耐

用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令

第１５号）に規定する耐用年数の間、本事業

の目的に沿って適切に管理するものとする。 

 （補助金の経理） 

第１５条 補助事業者は、補助金に係る収支を

記載した帳簿を備え付けるとともに、その証

拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類

を当該会計年度の終了後１０年間保存しなけ

ればならない。 

 （消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

の確定） 

第１６条 補助事業者は、補助事業完了後に申

告により補助金に係る消費税及び地方消費税

に係る仕入控除税額が確定した場合には、速

やかに消費税及び地方消費税の額の確定に伴

う報告書（別記第１５号様式）により市長に

報告しなければならない。 

 （交付決定の取消し） 

第１７条 市長は、次の各号のいずれかに該当

すると認める場合は、補助金の交付決定の全

部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 補助事業者が補助金を他の用途に使用し

たとき。 

⑵ 補助金交付決定の内容若しくはこれに付

した条件又はその他法令若しくはこれに基

づく市長の処分に違反等したとき。 

 （補助金の返還） 

第１８条 市長は、前条に定めるもののほか、

次の各号のいずれかに該当すると認める場合

は、当該補助金の全部又は一部を返還させる

ことができる。 

⑴ 偽りその他不正な手段により補助金の交

付を受けたとき。 

⑵ 補助金で整備をした施設及び設備等を第

１４条に規定する期間を経過せずに処分し

たとき。 

⑶ 第１６条の規定に基づく報告があったと

き。 

 （実施状況の報告） 
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第１９条 補助事業者は、事業完了年度を含む

５年間において、毎年度亀岡市移住者起業支

援事業実施報告書（別記第１６号様式）を市

長に提出しなければならない。 

 （その他） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか必要な

事項については、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

１ この要綱は、告示の日から実施する。 

２ この要綱は、平成３３年３月３１日限り、

その効力を失う。 

 

別記様式 省略 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第５７号 

 

 亀岡市ホームシェア移住支援事業補助金交付

要綱を次のように定める。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

亀岡市ホームシェア移住支援事業

補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 市長は、本市における地域の新たな担

い手となる移住者の受入れを図るため、移住

促進特別区域内の住民が所有する自宅の一部

を移住者の住居として活用することに対し、

亀岡市補助金等交付規則（昭和４１年亀岡市

規則第５号。以下「規則」という。）及びこ

の要綱の定めるところにより、予算の範囲内

で亀岡市ホームシェア移住支援事業補助金

（以下「補助金」という。）を交付する。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

るほか、京都府移住の促進のための空家及び

耕作放棄地等活用条例（平成２８年京都府条

例第２６号。以下「条例」という。）で使用

する用語の例による。 

⑴ 移住者 本市へ定住の意思を持って転入

し、又は転入しようとする者で、次のいず

れにも該当するものをいう。 

ア 住民基本台帳法（昭和４２年法律第 

８１号）の規定に基づき本市の住民基本

台帳に記録され、かつ、当該住所地を生

活の本拠としようとする者又はした者 

イ 補助の対象となる住宅の所有者と２親

等以内の者でないこと。 

ウ 補助の対象となる住宅が所在する移住

促進特別区域内に定住する意思を有する

者 

エ 自治会活動等の地域活動に積極的に参

加する意思を有する者 

オ その他市長が適当と認める者 

⑵ ホームシェア 移住促進特別区域内の住

民が自宅の一部（同一敷地内にある離れを

含む。以下同じ。）を移住者の住居として

提供すること。 

 （補助対象者） 

第３条 補助の対象となる者（以下「補助対象

者」という。）は、移住者の住居とするため

に、自宅の一部を改修又は増築する者であっ

て、移住者の受入れを通じて地域の活性化に

寄与しようとするもの、かつ、京都府税及び

市税の滞納がないものとする。 

 （補助対象事業） 
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第４条 補助対象となる事業（以下「補助対象

事業」という。）は、補助対象者が移住者が

居住するために行う自宅の一部の改修及び増

築に係る工事等（移住者の居住の用に供する

部分に限る。以下同じ。）とし、次の各号の

全てを満たすものとする。 

⑴ 補助の対象となる住宅が移住促進特別区

域内に所在していること。 

⑵ 補助の対象となる住宅に、補助対象者又

はその親族が居住していること。 

⑶ 補助対象者が法人の場合は、補助の対象

となる住宅に、当該法人の代表者又はその

親族が居住していること。 

⑷ 本市と移住促進特別区域の住民が連携し、

移住者数の具体的な目標を定め、かつ、受

入れ及び住環境の整備に係る取組が行われ

ており、補助の対象となる住宅への移住者

の受入れ及び地域への定着支援に向けた活

動が継続して実施される見込みであること。 

 （補助対象経費） 

第５条 補助対象となる経費（以下「補助対象

経費」という。）は、次に掲げるものとする。

ただし、補助対象事業の対象工事と同一の部

位に対して、国、京都府又は本市から補助金

等が交付されたことがないものに限る。 

⑴ 家屋又は敷地（居室、間仕切り、台所、

浴室、トイレ、廊下、玄関又は駐車スペー

ス等）に係る改修等に要する費用 

⑵ 設備（台所用流し台、浴槽、便器、給排

水、電気又はガス等）の更新等に要する費

用 

⑶ 家財撤去及びハウスクリーニングに要す

る費用 

⑷ その他市長が特に必要と認める費用 

 （補助金額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の総額又

は１００万円のいずれか低い額とする。ただ

し、補助金の額に１，０００円未満の端数が

生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

 （事業計画の承認申請） 

第７条 事業を実施しようとする補助対象者

（以下「補助事業者」という。）は、亀岡市

ホームシェア移住支援事業計画承認申請書

（別記第１号様式）に当該申請に係る関係書

類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による承認申請書の提

出があったときは、その内容を審査の上、当

該事業計画の承認の可否を決定し、その結果

を亀岡市ホームシェア移住支援事業計画承認

（不承認）通知書（別記第２号様式）により

補助事業者に通知するものとする。 

３ 前項の規定による承認の決定を受けた補助

事業者が、次の各号に該当する事業計画の内

容を変更しようとするときは、亀岡市ホーム

シェア移住支援事業計画変更承認申請書（別

記第３号様式）に当該変更に係る関係書類を

添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴ 事業費総額の２割を超える増減 

⑵ 事業内容の変更又は廃止 

⑶ 補助事業者の変更 

４ 市長は、前項の規定による変更承認申請書

の提出があったときは、その内容を審査の上、

当該事業計画変更の承認の可否を決定し、そ

の結果を亀岡市ホームシェア移住支援事業計

画変更承認（不承認）通知書（別記第４号様

式）により補助事業者に通知するものとする。 

 （交付申請） 

第８条 前条の規定により承認を受けた補助事

業者は、補助金の交付を受けようとするとき

は、亀岡市ホームシェア移住支援事業補助金

交付申請書（別記第５号様式）に当該申請に

係る関係書類を添えて、市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 補助事業者は、前項の申請書を提出すると

きは、当該補助金に係る消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含ま
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れる消費税及び地方消費税に相当する額のう

ち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）

に基づく仕入れに係る消費税額として控除す

ることができる部分の金額及び当該金額に地

方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づ

く地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計

額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同

じ。）を減額して申請しなければならない。

ただし、申請時において当該仕入控除税額が

明らかでない場合については、この限りでな

い。 

 （交付決定） 

第９条 市長は、前条の規定による申請があっ

たときは、その内容を審査の上、交付の可否

を決定し、亀岡市ホームシェア移住支援事業

補助金交付（不交付）決定通知書（別記第６

号様式）により補助事業者に通知するものと

する。 

 （変更申請等） 

第１０条 前条の規定による補助金の交付決定

を受けた補助事業者が、当該事業の内容を変

更しようとするとき又は当該事業を中止し、

若しくは廃止しようとするときは、第７条第

３項に定める亀岡市ホームシェア移住支援事

業計画変更承認申請書及び亀岡市ホームシェ

ア移住支援事業補助金変更交付申請書（別記

第７号様式）を市長に提出しなければならな

い。 

２ 市長は、前項の規定による変更交付申請書

の提出があったときは、その内容を審査の上、

当該変更の承認の可否を決定し、その結果を

第７条第４項に定める亀岡市ホームシェア移

住支援事業計画変更承認（不承認）通知書及

び亀岡市ホームシェア移住支援事業補助金変

更交付（不交付）決定通知書（別記第８号様

式）により補助事業者に通知するものとする。 

 （指令前着手届） 

第１１条 補助事業者は、補助対象事業の着手

を原則として第９条の規定による交付決定後

に行うものとする。ただし、やむを得ない理

由により交付決定前に着手する場合は、亀岡

市ホームシェア移住支援事業指令前着手届

（別記第９号様式）を市長に提出しなければ

ならない。 

 （実績報告） 

第１２条 補助事業者は、補助対象事業が完了

した日から起算して３０日以内又は当該事業

が完了した日が属する年度の３月３１日のい

ずれか早い日までに、亀岡市ホームシェア移

住支援事業補助金実績報告書（別記第１０号

様式）、事業実績報告書（別記第１１号様

式）及び財産管理台帳（別記第１２号様式）

に関係書類を添えて、市長に提出しなければ

ならない。 

２ 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当

たって、当該補助金に係る消費税及び地方消

費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、

当該仕入控除税額を減額して報告しなければ

ならない。 

 （補助金額の確定） 

第１３条 市長は、前条の規定による実績報告

書の提出があったときは、当該報告書の書類

を審査の上、適当と認めたときは、亀岡市 

ホームシェア移住支援事業補助金額確定通知

書（別記第１３号様式）により補助事業者に

通知するものとする。 

 （財産処分の制限） 

第１４条 補助事業者は、補助金で整備をした

施設及び設備等について、減価償却資産の耐

用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令

第１５号）に規定する耐用年数の間、本事業

の目的に沿って適切に管理するものとする。 

 （補助金の経理） 

第１５条 補助事業者は、補助金に係る収支を

記載した帳簿を備え付けるとともに、その証

拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類
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を当該会計年度の終了後１０年間保存しなけ

ればならない。 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

の確定） 

第１６条 補助事業者は、補助事業完了後に申

告により補助金に係る消費税及び地方消費税

に係る仕入控除税額が確定した場合には、速

やかに消費税及び地方消費税の額の確定に伴

う報告書（別記第１４号様式）により市長に

報告しなければならない。 

 （交付決定の取消し） 

第１７条 市長は、次の各号のいずれかに該当

すると認める場合は、補助金の交付決定の全

部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 補助事業者が補助金を他の用途に使用し

たとき。 

⑵ 補助金交付決定の内容若しくはこれに付

した条件又はその他法令若しくはこれに基

づく市長の処分に違反等したとき。 

 （補助金の返還） 

第１８条 市長は、前条に定めるもののほか、

次の各号のいずれかに該当すると認める場合

は、当該補助金の全部又は一部を返還させる

ことができる。 

⑴ 偽りその他不正な手段により補助金の交

付を受けたとき。 

⑵ 補助金で整備をした施設及び設備等を第

１４条に規定する期間を経過せずに処分し

たとき。 

⑶ 第１６条の規定に基づく報告があったと

き。 

 （その他） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか必要な

事項については、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

１ この要綱は、告示の日から実施する。 

２ この要綱は、平成３３年３月３１日限り、

その効力を失う。 

 

別記様式 省略 

 

「掲示済」 

 



 
亀 岡 市 公 報 

 26 

第８８０号平成３０年５月１５日発行 

 亀岡市告示第５８号 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により物品売払代金の徴

収事務を委託したので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 委託先 

名 称 所在地 

株式会社 やまざき商店 亀岡市北町１９番地 

有限会社 さわだ書店 亀岡市千代川町小川２丁目１番２３号 

株式会社 南丹社 亀岡市安町小屋場６１番地３ 

ＢＯＯＫＳ はあぶ 亀岡市追分町馬場通２１番地１５ 

株式会社 エムアンドエムサービス 
京都・烟河 

亀岡市本梅町平松泥ケ渕１番地１ 

一般社団法人 亀岡市観光協会 亀岡市追分町谷筋２５番地３０ 

 

２ 委託した物品売払代金 

 委託先において販売する次に掲げる冊子の売払代金 

  「亀岡の行事と行事食」 

 

３ 委託期間 

 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第５９号 

 

市道路線の認定に関する告示 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道の路線を次のように認定する。 

 その関係図面は、亀岡市まちづくり推進部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

認定告示をする路線 

路線番号 路  線  名 
起         点 

終         点 

04102 上 畑 ケ 池 ノ 北 線 
亀岡市曽我部町犬飼馬ノ上5番2先 

亀岡市曽我部町犬飼池ノ北4番2先 

06080 湯 ノ 花 １ １ 号 線 
亀岡市薭田野町佐伯下峠20番7先 

亀岡市薭田野町佐伯下峠29番3先 

07063 前 ケ 芝 中 田 線 
亀岡市本梅町西加舎前ケ芝23番先 

亀岡市本梅町西加舎コブケ16番1先 

11192 大 井 南 部 １ 号 線 
亀岡市大井町南金岐重見73番1先 

亀岡市大井町並河3丁目49番4先 

11193 大 井 南 部 ２ 号 線 
亀岡市大井町並河3丁目111番6先 

亀岡市大井町並河亀ケ渕8番1先 

11194 並 河 国 道 線 
亀岡市大井町並河1丁目301番4先 

亀岡市大井町並河3丁目43番10先 

11195 若 宮 線 
亀岡市大井町並河亀ケ渕14番3先 

亀岡市大井町並河若宮筋36番先 

11196 大 井 南 部 ３ 号 線 
亀岡市大井町南金岐重見53番先 

亀岡市大井町並河3丁目93番先 

12142 今 津 ３ 丁 目 ７ 号 線 
亀岡市千代川町今津3丁目1番189先 

亀岡市千代川町今津3丁目1番189先 

18309 上 西 裏 １ 号 線 
亀岡市篠町篠上西裏56番4先 

亀岡市篠町篠上西裏41番12先 

18310 夕 日 ケ 丘 ２ １ 号 線 
亀岡市篠町夕日ケ丘3丁目8番10先 

亀岡市篠町夕日ケ丘3丁目8番15先 

18311 土 井 ４ 号 線 
亀岡市篠町広田1丁目49番1先 

亀岡市篠町広田1丁目49番6先 
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路線番号 路  線  名 
起         点 

終         点 

19058 つつじケ丘１４３号線 
亀岡市東つつじケ丘都台2丁目23番115先 

亀岡市東つつじケ丘都台2丁目23番108先 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第６０号 

 

市道路線の区域に関する告示 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように

決定する。 

 なお、その関係図面は、亀岡市まちづくり推進部土木管理課において、平成３０年４月１日から

平成３０年４月１６日まで一般の縦覧に供する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

区域告示をする路線 

路 線 
番 号 路  線  名 

 
 

起        点  

 
延 長 

 小幅員

終        点  大幅員

04102 上 畑 ケ 池 ノ 北 線 

 

 
亀岡市曽我部町犬飼馬ノ上5番2先  

 
960.00m 

11.75m

亀岡市曽我部町犬飼池ノ北4番2先 14.75m

06080 湯 ノ 花 １ １ 号 線 

 亀岡市薭田野町佐伯下峠20番7先 
146.50m 

3.00m

亀岡市薭田野町佐伯下峠29番3先 5.00m

07063 前 ケ 芝 中 田 線 

 

 
亀岡市本梅町西加舎前ケ芝23番先  

 
210.00m 

3.00m

亀岡市本梅町西加舎コブケ16番1先 6.00m

11192 大 井 南 部 １ 号 線 

 亀岡市大井町南金岐重見73番1先 
776.50m 

16.00m

亀岡市大井町並河3丁目49番4先 17.00m

11193 大 井 南 部 ２ 号 線 

 

 
亀岡市大井町並河3丁目111番6先  

 
447.50m 

12.00m

亀岡市大井町並河亀ケ渕8番1先 17.00m

11194 並 河 国 道 線 

 亀岡市大井町並河1丁目301番4先 
352.00m 

3.21m

亀岡市大井町並河3丁目43番10先 8.03m
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路 線 
番 号 路  線  名 

 
 

起        点  

 
延 長 

 小幅員

終        点  大幅員

11195 若 宮 線 

 

 
亀岡市大井町並河亀ケ渕14番3先  

 
105.00m 

5.95m

亀岡市大井町並河若宮筋36番先 7.90m

11196 大 井 南 部 ３ 号 線 

 亀岡市大井町南金岐重見53番先 
198.00m 

7.78m

亀岡市大井町並河3丁目93番先 8.52m

12142 今津３丁目７号線 

 

 
亀岡市千代川町今津3丁目1番189先  

 
39.17m 

6.00m

亀岡市千代川町今津3丁目1番189先 12.00m

18309 上 西 裏 １ 号 線 

 亀岡市篠町篠上西裏56番4先 
106.00m 

6.00m

亀岡市篠町篠上西裏41番12先 6.02m

18310 夕日ケ丘２１号線 

 

 
亀岡市篠町夕日ケ丘3丁目8番10先  

 
63.81m 

6.00m

亀岡市篠町夕日ケ丘3丁目8番15先 6.00m

18311 土 井 ４ 号 線 

 亀岡市篠町広田1丁目49番1先 
64.89m 

6.02m

亀岡市篠町広田1丁目49番6先 12.00m

19058 つつじケ丘１４３号線 

 

 
亀岡市東つつじケ丘都台2丁目23番115先  

 
85.84m 

6.01m

亀岡市東つつじケ丘都台2丁目23番108先 6.01m

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第６１号 

 

市道路線の供用開始に関する告示 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の路線を平成３０年４

月１日から供用開始する。 

 なお、その関係図面は、亀岡市まちづくり推進部土木管理課において、平成３０年４月１日から

平成３０年４月１６日まで一般の縦覧に供する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 
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供用開始告示をする路線 

路 線 
番 号 路  線  名 

 
 

起        点  

 
延 長 

 小幅員

終        点  大幅員

06080 湯 ノ 花 １ １ 号 線 

 

 
亀岡市薭田野町佐伯下峠20番7先  

 
146.50m 

3.00m

亀岡市薭田野町佐伯下峠29番3先 5.00m

07063 前 ケ 芝 中 田 線 

 亀岡市本梅町西加舎前ケ芝23番先 
210.00m 

3.00m

亀岡市本梅町西加舎コブケ16番1先 6.00m

11192 大 井 南 部 １ 号 線 

 

 
亀岡市大井町南金岐重見73番1先  

 
250.00m 

16.00m

亀岡市大井町南金岐重見76番1先 16.00m

 亀岡市大井町並河堂又11番先 
120.00m 

16.00m

亀岡市大井町並河堂又1番4先 16.00m

11193 大 井 南 部 ２ 号 線 

 

 
亀岡市大井町並河3丁目111番6先  

 
447.50m 

12.00m

亀岡市大井町並河亀ケ渕8番1先 17.00m

11194 並 河 国 道 線 

 

 
亀岡市大井町並河1丁目301番4先  

 
352.00m 

3.21m

亀岡市大井町並河3丁目43番10先 8.03m

11195 若 宮 線 

 亀岡市大井町並河亀ケ渕14番3先 
105.00m 

5.95m

亀岡市大井町並河若宮筋36番先 7.90m

11196 大 井 南 部 ３ 号 線 

 

 
亀岡市大井町南金岐重見53番先  

 
198.00m 

7.78m

亀岡市大井町並河3丁目93番先 8.52m

12142 今津３丁目７号線 

 亀岡市千代川町今津3丁目1番189先 
39.17m 

6.00m

亀岡市千代川町今津3丁目1番189先 12.00m

18309 上 西 裏 １ 号 線 

 

 
亀岡市篠町篠上西裏56番4先  

 
106.00m 

6.00m

亀岡市篠町篠上西裏41番12先 6.02m

18310 夕日ケ丘２１号線 

 

 
亀岡市篠町夕日ケ丘3丁目8番10先  

 
63.81m 

6.00m

亀岡市篠町夕日ケ丘3丁目8番15先 6.00m

18311 土 井 ４ 号 線 

 亀岡市篠町広田1丁目49番1先 
64.89m 

6.02m

亀岡市篠町広田1丁目49番6先 12.00m

19058 つつじケ丘１４３号線 

 

 
亀岡市東つつじケ丘都台2丁目23番115先  

 
85.84m 

6.01m

亀岡市東つつじケ丘都台2丁目23番108先 6.01m

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第６２号 

 

市道路線の廃止に関する告示 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に基づき、次の市道の路線を廃止す

る。 

 その関係図面は、亀岡市まちづくり推進部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

廃止告示をする路線 

路線番号 路  線  名 
起         点 

終         点 

06051 湯 ノ 花 １ 号 線 
亀岡市薭田野町佐伯下峠2番地の2先 

亀岡市薭田野町佐伯下峠29番地の3先 

07061 前 ケ 芝 牧 ノ 尻 線 
亀岡市本梅町西加舎前ケ芝23番地先 

亀岡市本梅町西加舎岡根10番地の乙先 

11131 工 業 団 地 線 
亀岡市大井町南金岐重見53番地先 

亀岡市大井町南金岐重見69番地先 

11132 並 河 西 台 線 
亀岡市大井町並河3丁目113番地の24先 

亀岡市大井町並河3丁目111番地の6先 

11151 並 河 三 丁 目 １ 号 線 
亀岡市大井町並河3丁目202番地先 

亀岡市大井町並河3丁目245番地先 

11154 堂 又 線 
亀岡市大井町並河堂又2番地先 

亀岡市大井町並河堂又2番地の1先 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第６３号 

 

 亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準

に関する条例（平成２８年亀岡市条例第４２

号）第８条第１項第３号及び第９条第１項第３

号の規定に基づく指定区域を指定したので、同

条例第８条第２項において準用する同条例第６

条第６項の規定により告示し、指定に係る図書

を次のとおり縦覧に供する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 指定区域の名称 

保津地区 

 

２ 指定区域の土地の区域 

亀岡市保津町地内（別紙「区域指定区域

図」のとおり） 

 

３ 許容する予定建築物の用途 

［開発行為］ 

⑴ 専用住宅（その敷地面積が、自己の居住

の用に供するものにあっては１５０平方 

メートル以上のもの、その他のものにあっ

ては３００平方メートル以上のものに限

る。） 

⑵ 第一種低層住居専用地域内に建築するこ

とができる兼用住宅（その敷地面積が、自

己の居住の用に供するものにあっては  

１５０平方メートル以上のもの、その他の

ものにあっては３００平方メートル以上の

ものに限る。） 

⑶ ⑷に掲げるもののほか、第二種低層住居

専用地域内に建築することができる店舗、

飲食店、その他これらに類するものでその

用途に供する部分の床面積の合計が１５０

平方メートル以内のもの（３階以上の部分

をその用途に供するものを除く。） 

⑷ 次に掲げる農業の利便を増進するために

必要な店舗等でその用途に供する部分の床

面積の合計が５００平方メートル以内のも

の（３階以上の部分をその用途に供するも

のを除く。） 

ア 建築物の周辺の地域で生産された農産

物の販売を主たる目的とする店舗 

イ アの農産物を材料とする料理の提供を

主たる目的とする飲食店 

ウ 自家販売のために食品製造業を営むパ

ン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これ

らに類するもの（アの農産物を原材料と

する食品の製造又は加工を主たる目的と

するものに限る。）で作業場の床面積の

合計が５０平方メートル以内のもの（原

動機を使用する場合にあっては、その出

力の合計が０．７５キロワット以下のも

のに限る。） 

⑸ 診療所 

⑹ 第一種低層住居専用地域内に建築するこ

とができる兼用住宅の兼用用途である事務

所でその用途に供する部分の床面積の合計

が５０平方メートル以内のもの 

⑺ 第一種低層住居専用地域内に建築するこ

とができる兼用住宅の兼用用途である美術

品又は工芸品を製作するためのアトリエ又

は工房でその用途に供する部分の床面積の

合計が５０平方メートル以内のもの 

［建築行為］ 

⑴ 自己の居住の用に供する専用住宅（［開

発行為］⑴又は⑵のうちその他のものとし

て都市計画法第２９条第１項の規定に基づ

く開発許可を受けた土地に建築するものを

除き、かつ、新築の場合にあってはその敷

地面積が１５０平方メートル以上のものに

限る。） 
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⑵ ⑴に掲げるもののほか自己の居住の用に

供する専用住宅（その敷地面積が３００平

方メートル以上のものに限る。） 

⑶ 第一種低層住居専用地域内に建築するこ

とができる兼用住宅（［開発行為］⑴又は

⑵のうちその他のものとして都市計画法第

２９条第１項の規定に基づく開発許可を受

けた土地に建築するものを除き、かつ、新

築の場合にあっては敷地面積が１５０平方

メートル以上のものに限る。） 

⑷ ⑶に掲げるもののほか第一種低層住居専

用地域内に建築することができる兼用住宅

（その敷地面積が３００平方メートル以上

のものに限る。） 

⑸ ⑹に掲げるもののほか、第二種低層住居

専用地域内に建築することができる店舗、

飲食店、その他これらに類するものでその

用途に供する部分の床面積の合計が１５０

平方メートル以内のもの（３階以上の部分

をその用途に供するものを除く。） 

⑹ 次に掲げる農業の利便を増進するために

必要な建築物でその用途に供する部分の床

面積の合計が５００平方メートル以内のも

の（３階以上の部分をその用途に供するも

のを除く。） 

ア 建築物の周辺の地域で生産された農産

物の販売を主たる目的とする店舗 

イ アの農産物を材料とする料理の提供を

主たる目的とする飲食店 

ウ 自家販売のために食品製造業を営むパ

ン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これ

らに類するもの（アの農産物を原材料と

する食品の製造又は加工を主たる目的と

するものに限る。）で作業場の床面積の

合計が５０平方メートル以内のもの（原

動機を使用する場合にあっては、その出

力の合計が０．７５キロワット以下のも

のに限る。） 

⑺ 診療所 

⑻ 第一種低層住居専用地域内に建築するこ

とができる兼用住宅の兼用用途である事務

所でその用途に供する部分の床面積の合計

が５０平方メートル（用途を変更する場合

にあっては１５０平方メートル）以内のも

の 

⑼ 第一種低層住居専用地域内に建築するこ

とができる兼用住宅の兼用用途である美術

品又は工芸品を製作するためのアトリエ又

は工房でその用途に供する部分の床面積の

合計が５０平方メートル（用途を変更する

場合にあっては１５０平方メートル）以内

のもの 

⑽ 旅館業法第２条第４項に掲げる簡易宿所

（用途を変更する場合に限る。） 

 

４ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市まちづくり推進部都市計画課 

 

別紙 省略 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第６４号 

 

 亀岡市交通空白地等地域生活交通事業補助金

交付要綱（平成２８年亀岡市告示第５９号）の

一部を次のように改正する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 第２条第６号を次のように改める。 
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⑹ シビルミニマムの運行 日常生活に 低

限必要な交通サービスとして、地域の実情

に応じ必要な日に実施される１日当たり１

往復の運行をいう。 

 第３条第２号中「地域の協力及び一定の受益

者負担を求めることその他の」を削り、同条第

３号中「（シビルミニマムの運行及び地域生活

交通事業の試行実験に係る経費、車両を購入す

るために要する経費並びに事業導入に要する経

費を除く。）」を削り、同条第４号を第５号と

し、同号の前に次の１号を加える。 

⑷ 既存のバス路線との重複が少ない経路を

運行する事業 

 第３条に次の１項を加える。 

２ 次の各号のいずれかに該当する地域生活交

通事業は、前項第３号に定める要件に該当し

ない場合においても、補助対象とする。 

⑴ シビルミニマムの運行（車両を購入する

ために要する経費を含む。） 

⑵ 地域生活交通事業の試行実験（車両を購

入するために要する経費及び事業導入に要

する経費を含む。） 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第６５号 

 

 亀岡市議会定例会の招集時期を次のように定

める。なお、亀岡市議会定例会の招集時期を定

める告示（平成１９年亀岡市告示第１号）は、

廃止する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市議会の定例会は、議員の任期満了によ

る一般選挙が行われない年は６月に、議員の任

期満了による一般選挙が行われる年は２月及び

６月に招集するのを常例とする。ただし、都合

によりこれを変更することができる。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第６６号 

 

 亀岡市簡易水道事業を亀岡市水道事業に統合

することに伴う関係告示の整理に関する告示を

次のように定める。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

亀岡市簡易水道事業を亀岡市水道

事業に統合することに伴う関係告

示の整理に関する告示 

 

（亀岡市税等口座振替収納事務取扱要綱の一

部改正） 

第１条 亀岡市税等口座振替収納事務取扱要綱

（昭和４７年亀岡市告示第１８号）の一部を

次のように改正する。 

 第２条第１項中「、簡易水道料金」を削る。 
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 別記第１号様式及び別記第２号様式中 

「 

 簡易水道料金  水栓番号    年度 期分から

」 

を削る。 

（亀岡市安心長寿の福祉助成金交付要綱の一部改正） 

第２条 亀岡市安心長寿の福祉助成金交付要綱（平成７年亀岡市告示第７０号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１条中「上水道及び簡易水道料金並びに公共下水道及び地域下水道使用料（以下「上・下水

道料金等」という。）」を「水道料金等の一部」に改める。 

 第７条を第８条とし、第６条を第７条とし、第５条を第６条とする。 

 第４条中「上・下水道料金」を「水道料金」に改め、同条を第５条とする。 

 第３条中「うち上水道及び簡易水道料金」を「水道料金等のうち第２条第１号及び第４号に掲

げるもの」に、「換算した基本料金」を「換算した基本料金及びメーター使用料」に、「公共下

水道及び地域下水道使用料」を「同条第２号及び第３号に掲げるもの」に改め、同条を第４条と

する。 

 第２条中「亀岡市安心長寿の福祉助成金（以下「助成金」という。）」を「助成金」に、「別

表に掲げる上・下水道等の給排水を受け」を「本市が設置する上下水道（地域下水道及び飲料水

供給施設を含む。）を使用し」に改め、同条を第３条とし、第１条の次に次の１条を加える。 

 （対象とする水道料金等） 

第２条 亀岡市安心長寿の福祉助成金（以下「助成金」という。）の交付対象とする水道料金等

は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 亀岡市水道事業給水条例（平成２９年亀岡市条例第３２号）第２６条第１項に規定する水

道料金 

⑵ 亀岡市下水道条例（昭和５７年亀岡市条例第２４号）第１８条第１項に規定する公共下水

道の使用料 

⑶ 亀岡市地域下水道条例（平成１３年亀岡市条例第１８号）第１５条第１項に規定する地域

下水道の使用料 

⑷ 亀岡市飲料水供給施設給水条例（昭和４３年亀岡市条例第１３号）第４条に規定する飲料

水供給施設の料金及びメーター使用料 

 別表を削る。 

 別記様式中「第５条関係」を「第６条関係」に、 

「 

１ 上水道 ２ （ ）簡易水道 ３ 下水道 ４ （ ）施設 

                                          」 

を 
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「 

１ 水道 ２ 下水道 ３ 地域下水道 ４ 飲料水供給施設

                                          」 

に改める。 

 （亀岡市空き家バンク設置要綱の一部改正） 

第３条 亀岡市空き家バンク設置要綱（平成２８年亀岡市告示第２１３号）の一部を次のように改

正する。 

 別記第２号様式中 

「 

水  道 □上水道 □簡易水道 □その他（               ） 

                                          」 

を 

「 

水  道 □水道 □その他（                      ） 

                                          」 

に、「バス亭」を「バス停」に改める。 

 （亀岡市土地区画整理事業補助金交付要綱の一部改正） 

第４条 亀岡市土地区画整理事業補助金交付要綱（平成８年亀岡市告示第１２６号）の一部を次の

ように改正する。 

 別表中 

「 

地区内において必要な上水道施設を超える部分に係る費用 

                               」 

を 

「 

地区内において必要な水道施設を超える部分に係る費用 

                               」 

に改める。 

 （亀岡市家庭用取水施設等整備事業費補助金交付要綱の一部改正） 

第５条 亀岡市家庭用取水施設等整備事業費補助金交付要綱（平成２４年亀岡市告示第６６号）の

一部を次のように改正する。 

 第２条第１号を次のように改める。 

⑴ 亀岡市上下水道事業の設置等に関する条例（平成２９年亀岡市条例第３１号）第４条第２

項第１号に規定する水道事業の給水区域及び同項第４号に規定する飲料水供給施設の給水区

域 

 第２条中第２号及び第３号を削り、第４号を第２号とする。 
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（亀岡市飲用水水質検査費補助金交付要綱の

一部改正） 

第６条 亀岡市飲用水水質検査費補助金交付要

綱（平成２４年亀岡市告示第６７号）の一部

を次のように改正する。 

 第３条第１号を次のように改める。 

⑴ 亀岡市上下水道事業の設置等に関する

条例（平成２９年亀岡市条例第３１号）

第４条第２項第１号に規定する水道事業

の給水区域及び同項第４号に規定する飲

料水供給施設の給水区域 

 第３条中第２号及び第３号を削り、第４号

を第２号とする。 

（亀岡市コミュニティ・プラントに係る水洗

便所改造資金融資あっせん制度に関する要綱

の廃止） 

第７条 亀岡市コミュニティ・プラントに係る

水洗便所改造資金融資あっせん制度に関する

要綱（平成６年亀岡市告示第２９号）は、廃

止する。 

（亀岡市水道事業評価委員会設置要綱の廃止） 

第８条 亀岡市水道事業評価委員会設置要綱

（平成２０年亀岡市告示第１６７号）は、廃

止する。 

 

   附 則 

 

 この告示は、平成３０年４月１日から実施す

る。 

 

「掲示済」 

 亀岡市告示第６７号 

 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第 

４１１条第１項の規定により、固定資産課税台

帳に登録すべき固定資産の価格等の全てを登録

したので、同条第２項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第６８号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２３１条の２第６項の規定により、指定代理納

付者を次のとおり指定したので、亀岡市財務規

則（昭和４０年亀岡市規則第１号）第４７条の

２第２項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 指定代理納付者の名称及び住所 

ヤフー株式会社 

東京都千代田区紀尾井町１番３号 

２ 指定代理納付者に納付させる歳入の種類 

亀岡市市税 

（市府民税普通徴収、固定資産税・都市

計画税、軽自動車税） 

３ 指定代理納付者に歳入を納付させる期間 

平成３０年４月１日から 

平成３１年３月３１日まで 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第６９号 

 

 亀岡市生涯学習施設整備事業補助金交付要綱

（昭和５１年亀岡市告示第１７号）の一部を次

のように改正する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 第３条第２号中「８００，０００円」を 

「２００，０００円」に改める。 

 第４条を次のように改める。 

第４条 補助率は、次のとおりとする。 

⑴ 自治会が行う生涯学習施設の改修事業 

補助対象事業費の１００分の４０以下で、

２，０００，０００円を限度とする。ただ

し、補助金交付後５年を経過するまでの間

は、同一箇所を対象とした改修事業は、交

付対象としない。 

⑵ 区等が行う生涯学習施設の購入事業及び

建築事業 

補助対象事業費の１００分の１０以下で、

１，０００，０００円を限度とする。ただ

し、補助金交付後２０年を経過するまでの

間は、同一区等は、交付対象としない。 

⑶ 区等が行う生涯学習施設の改修事業 

補助対象事業費の１００分の１０以下で、

４００，０００円を限度とする。ただし、

補助金交付後５年を経過するまでの間は、

同一箇所を対象とした改修事業は、交付対

象としない。 

⑷ 自治会等が行う生涯学習施設の耐震診断

事業 

耐震診断に要した費用の１００分の５０

以下で、木造は２００，０００円、鉄骨造

等は５００，０００円を限度とする。ただ

し、１施設につき１回限り交付できるもの

とする。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第７０号 

 

 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の４第１項の規定により指定緊急避難場

所を指定したので、同条第３項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 指定緊急避難場所 

施設の名称 施設の所在 

対象とする異常な現象の種類（※１） 指
定
避
難
所
と
の
重
複(

※
２)

洪
水 

崖
崩
れ
土
石
流
地
滑
り 

高
潮 

地
震 

津
波 

大
規
模
火
事 

内
水
氾
濫 

火
山
現
象 

亀岡中学校[体育館] 内丸町13 1 1  1  1 1  1 

亀岡小学校[体育館] 内丸町15 1 1  1  1 1  1 

城西小学校[体育館] 余部町前川原46 1 1  1  1 1  1 

ガレリアかめおか 余部町宝久保1-1 1 1  1  1 1  1 

亀岡市役所市民ホール 安町野々神8 1 1  1  1 1  1 

亀岡地区自治会館 安町釜ケ前9-4 1 1  1  1 1  1 

別院中学校[体育館] 
東別院町南掛一ノ坪
1 

1   1  1 1  1 

東別院小学校[体育館] 東別院町東掛岩脇9 1   1  1 1  1 

東別院町公民館 
東別院町南掛藤ケ瀬
3-1 

1 1    1 1  1 

東別院町ふれあいセン
ター 

東別院町東掛一アン
15 

1 1    1 1  1 

西別院小学校[体育館] 西別院町柚原佃24 1 1  1  1 1  1 

西別院生涯学習セン
ター 

西別院町柚原佃17 1   1  1 1  1 

犬甘野児童館 
西別院町犬甘野霜ノ
下2,3,4 

1     1 1  1 

曽我部小学校[体育館]
曽我部町南条荒水代
1 

1 1  1  1 1  1 
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曽我部町公民館 
曽我部町南条北荒水
代4-1 

1 1    1 1  1 

吉川小学校[体育館] 吉川町穴川平田17 1 1  1  1 1  1 

亀岡運動公園プール管
理棟 

吉川町吉田上河原24 1 1  1  1 1  1 

亀岡運動公園体育館 
曽我部町穴太土渕
33-1 

1 1  1  1 1  1 

南桑中学校[体育館] 薭田野町太田丸橋1 1 1  1  1 1  1 

薭田野小学校[体育館]
薭田野町佐伯源ノ坊
18 

1 1  1  1 1  1 

薭田野生涯学習セン
ター 

薭田野町佐伯西ノ辻
9-1 

1 1  1  1 1  1 

人権福祉センター 
薭田野町佐伯琴敷
78-1 

1 1  1  1 1  1 

育親中学校[体育館] 
本梅町中野和田山1-
2 

1 1  1  1 1  1 

本梅小学校[体育館] 
本梅町井手早田垣内
23 

1 1  1  1 1  1 

ほんめ町ふれあいセン
ター 

本梅町井手梅原3 1 1    1 1  1 

畑野小学校[体育館] 畑野町千ケ畑西山5 1   1  1 1  1 

畑野町公民館 
畑野町千ケ畑西山5-
1 

1     1 1  1 

青野小学校[体育館] 宮前町宮川青野29 1 1  1  1 1  1 

亀岡市交流会館 宮前町神前長野15 1   1  1 1  1 

東本梅保育所 
東本梅町東大谷生子
田69 

1 1  1  1 1  1 

東本梅町ふれあいセン
ター[東本梅営農セン
ター] 

東本梅町赤熊蟻間野
35-1 

1 1  1  1 1  1 

大成中学校[体育館] 大井町土田1丁目5-7 1 1  1  1 1  1 

大井小学校[体育館] 大井町並河1丁目3-1 1 1  1  1 1  1 

大井生涯学習センター
大井町土田2丁目11
番20-201号 

1 1  1  1 1  1 

亀岡市立幼稚園 
大井町並河検見ケ上
7 

1 1  1  1 1  1 

千代川小学校[体育館]
千代川町北ノ庄国主
ケ森21 

1 1  1  1 1  1 

千代川町自治会館 
千代川町北ノ庄国主
ケ森19 

1 1  1  1 1  1 

亀岡川東学園[体育館] 馬路町溝ノ上14-4 1 1  1  1 1  1 
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馬路生涯学習センター 馬路町流川2-1 1 1  1  1 1  1 

馬路文化センター 馬路町小米田45-4 1 1    1 1  1 

旭コミュニティセン
ター 

旭町年角25 1 1    1 1  1 

千歳町自治会館 千歳町千歳垣根2-3 1     1 1  1 

さくら公園体育館 千歳町国分後田1 1 1  1  1 1  1 

河原林生涯学習セン
ター 

河原林町河原尻上六
反田9-1 

1 1  1  1 1  1 

保津小学校[体育館] 保津町構ノ内20 1 1  1  1 1  1 

保津町公民館 保津町構ノ内53 1 1    1 1  1 

保津文化センター 保津町弐番11-1 1 1  1  1 1  1 

東輝中学校[体育館] 篠町広田3丁目28-1 1 1  1  1 1  1 

詳徳中学校[体育館] 篠町柏原中又7 1 1  1  1 1  1 

安詳小学校[体育館] 篠町篠中北裏68 1 1  1  1 1  1 

詳徳小学校[体育館] 篠町柏原田中3-1 1 1  1  1 1  1 

篠公民館 篠町篠中北裏68 1 1    1 1  1 

東部文化センター 
篠町野条イカノ辻南
76 

1 1  1  1 1  1 

東つつじケ丘ふれあい
センター 

東つつじケ丘都台3
丁目6-7 

1 1  1  1 1  1 

西つつじケ丘ふれあい
センター 

西つつじケ丘大山台
1丁目12-13 

1 1  1  1 1  1 

つつじケ丘小学校[体
育館] 

西つつじケ丘霧島台
1丁目1 

1 1  1  1 1  1 

亀岡市南つつじケ丘コ
ミュニティセンター 

南つつじケ丘大葉台
2丁目43-1 

1 1  1  1 1  1 

南つつじケ丘小学校
[体育館] 

南つつじケ丘大葉台
2丁目28-1 

1 1  1  1 1  1 

（※１）「対象とする異常な現象の種類」欄に「１」が記された施設が、当該異常現象から緊急に

避難するための施設です。記されていない施設は、当該異常現象によって避難することはで

きません。 

（※２）「指定避難所との重複」欄に「１」が記された施設は、指定避難所を兼ねた施設です。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第７１号 

 

 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の７第１項の規定により指定避難所を指

定したので、同条第２項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 指定避難所 

施設の名称 施設の所在 

亀岡中学校[体育館] 内丸町13 

亀岡小学校[体育館] 内丸町15 

城西小学校[体育館] 余部町前川原46 

ガレリアかめおか 余部町宝久保1-1 

亀岡市役所市民ホール 安町野々神8 

亀岡地区自治会館 安町釜ケ前9-4 

別院中学校[体育館] 東別院町南掛一ノ坪1 

東別院小学校[体育館] 東別院町東掛岩脇9 

東別院町公民館 東別院町南掛藤ケ瀬3-1 

東別院町ふれあいセンター 東別院町東掛一アン15 

西別院小学校[体育館] 西別院町柚原佃24 

西別院生涯学習センター 西別院町柚原佃17 

犬甘野児童館 西別院町犬甘野霜ノ下2,3,4 

曽我部小学校[体育館] 曽我部町南条荒水代1 

曽我部町公民館 曽我部町南条北荒水代4-1 

吉川小学校[体育館] 吉川町穴川平田17 

亀岡運動公園プール管理棟 吉川町吉田上河原24 

亀岡運動公園体育館 曽我部町穴太土渕33-1 

南桑中学校[体育館] 薭田野町太田丸橋1 

薭田野小学校[体育館] 薭田野町佐伯源ノ坊18 

薭田野生涯学習センター 薭田野町佐伯西ノ辻9-1 

人権福祉センター 薭田野町佐伯琴敷78-1 

育親中学校[体育館] 本梅町中野和田山1-2 

本梅小学校[体育館] 本梅町井手早田垣内23 

ほんめ町ふれあいセンター 本梅町井手梅原3 

畑野小学校[体育館] 畑野町千ケ畑西山5 
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畑野町公民館 畑野町千ケ畑西山5-1 

青野小学校[体育館] 宮前町宮川青野29 

亀岡市交流会館 宮前町神前長野15 

東本梅保育所 東本梅町東大谷生子田69 

東本梅町ふれあいセンター[東本梅営農センター] 東本梅町赤熊蟻間野35-1 

大成中学校[体育館] 大井町土田1丁目5-7 

大井小学校[体育館] 大井町並河1丁目3-1 

大井生涯学習センター 大井町土田2丁目11-20-201 

亀岡市立幼稚園 大井町並河検見ケ上7 

千代川小学校[体育館] 千代川町北ノ庄国主ケ森21 

千代川町自治会館 千代川町北ノ庄国主ケ森19 

亀岡川東学園[体育館] 馬路町溝ノ上14-4 

馬路生涯学習センター 馬路町流川2-1 

馬路文化センター 馬路町小米田45-4 

旭コミュニティセンター 旭町年角25 

千歳町自治会館 千歳町千歳垣根2-3 

さくら公園体育館 千歳町国分後田1 

河原林生涯学習センター 河原林町河原尻上六反田9-1 

保津小学校[体育館] 保津町構ノ内20 

保津町公民館 保津町構ノ内53 

保津文化センター 保津町弐番11-1 

東輝中学校[体育館] 篠町広田3丁目28-1 

詳徳中学校[体育館] 篠町柏原中又7 

安詳小学校[体育館] 篠町篠中北裏68 

詳徳小学校[体育館] 篠町柏原田中3-1 

篠公民館 篠町篠中北裏68 

東部文化センター 篠町野条イカノ辻南76 

東つつじケ丘ふれあいセンター 東つつじケ丘都台3丁目6-7 

西つつじケ丘ふれあいセンター 西つつじケ丘大山台1丁目12-13 

つつじケ丘小学校[体育館] 西つつじケ丘霧島台1丁目1 

南つつじケ丘コミュニティセンター 南つつじケ丘大葉台2丁目43-1 

南つつじケ丘小学校[体育館] 南つつじケ丘大葉台2丁目28-1 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第７２号 

 

 亀岡市交通遺児激励金支給要綱（昭和６１年

亀岡市告示第３６号）の一部を次のように改正

する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 第２条第１号を次のように改める。 

⑴ 交通事故 陸・海・空の全ての交通機関

の運行により生じた人身事故をいう。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第７３号 

 

 次に掲げる告示は、廃止する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 亀岡市臨時福祉給付金（経済対策分）支給

事業実施要綱（平成２９年亀岡市告示第７

号） 

２ 亀岡市低所得の高齢者向けの年金生活者等

支援臨時福祉給付金支給事業実施要綱（平成

２８年亀岡市告示第３７号） 

３ 亀岡市低所得の障害・遺族基礎年金受給者

向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金支給

事業実施要綱（平成２８年亀岡市告示第  

１６７号） 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第７４号 

 

 亀岡市障害者更生訓練費給付事業実施要綱

（平成１８年亀岡市告示第１６２号）は、廃止

する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第７５号 

 

 亀岡市身体障害者自動車運転免許取得教習費

助成金交付要綱（平成６年亀岡市告示第２６

号）は、廃止する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第７６号 

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第

５１条の２０に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第

２４条の２８に規定する指定障害児相談支援事業者を次のとおり指定したので、障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律第５１条の３０第２項及び児童福祉法第２４条の３７

の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

【１】 

１ 事業所番号 
２６３１６０００１８（指定特定相談支援事業） 

２６７１６０００７６（指定障害児相談支援事業） 

２ 事業者の名称 松花苑生活支援センター 

３ 事業所所在地 亀岡市千代川町高野林西ノ畑１６－１９ 

４ サービスの種類 指定特定相談支援事業、指定障害児相談支援事業 

５ 事業の主たる対象者 障害者・障害児 

６ 申請者 社会福祉法人 松花苑 

７ 指定年月日 平成３０年４月１日 

 

【２】 

１ 事業所番号 ２６３１６００４０６（指定特定相談支援事業） 

２ 事業者の名称 地域活動支援センター 圭 

３ 事業所所在地 亀岡市篠町馬堀南垣内４１－２３ 

４ サービスの種類 指定特定相談支援事業 

５ 事業の主たる対象者 精神障害者 

６ 申請者 社会福祉法人 信和福祉会 

７ 指定年月日 平成３０年４月１日 

 

【３】 

１ 事業所番号 
２６３１６０００３４（指定特定相談支援事業） 

２６７１６０００８４（指定障害児相談支援事業） 

２ 事業者の名称 花ノ木医療福祉センター 

３ 事業所所在地 亀岡市大井町小金岐北浦３７－１ 

４ サービスの種類 指定特定相談支援事業、指定障害児相談支援事業 

５ 事業の主たる対象者 障害者・障害児 
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６ 申請者 社会福祉法人 花ノ木 

７ 指定年月日 平成３０年４月１日 

 

【４】 

１ 事業所番号 
２６３１６００３６４（指定特定相談支援事業） 

２６７１６０００９２（指定障害児相談支援事業） 

２ 事業者の名称 亀岡福祉会 相談支援センター巴 

３ 事業所所在地 亀岡市安町釜ケ前１９－１ 

４ サービスの種類 指定特定相談支援事業、指定障害児相談支援事業 

５ 事業の主たる対象者 障害者・障害児 

６ 申請者 社会福祉法人 亀岡福祉会 

７ 指定年月日 平成３０年４月１日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第７７号 

 

 亀岡市障害者サービス事業所等通所交通費助成金交付要綱（平成１３年亀岡市告示第４１号）の

一部を次のように改正する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 第２条第４号中「就労継続支援」の次に「（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律施行規則（平成１８年厚生労働省令第１９号）第６条の１０第１号に規定する就労継続

支援Ａ型を除く。）」を加え、同条に次の１項を加える。 

２ この要綱において前項各号に掲げる施設に通所するために要した交通費とは、次の各号に掲げ

る要件の全てに該当するものをいう。 

⑴ 交付対象者の住所地から施設の所在地まで も経済的な通常の経路及び方法により通所した

場合の交通費であること。 

⑵ 施設から通所に要する交通費の全て又は一部を現金又は送迎等の役務その他の方法を問わず

給付されていないこと。 

⑶ 施設を除くその他の団体等から通所に要する交通費の給付を受けていないこと。 

 第４条第１号中「 も経済的な通常の経路及び方法により施設に通所した場合に、」を削り、同

号に次のただし書を加える。 
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 ただし、定期乗車券を利用した交通費の日

額を算定する場合は、１月を２０日として算

定するものとする。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から実施する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の亀岡市障害者サー

ビス事業所等通所交通費助成金交付要綱の規

定は、平成３０年度の助成金から適用する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第７８号 

 

 心身障害児（者）に係る補装具等補助金交付

要綱（昭和５１年亀岡市告示第４２号）の一部

を次のように改正する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 題名を次のように改める。 

心身障害児（者）に係る補装具補助金交

付要綱 

 第１条中「及び手当認定請求書類等」を削る。 

 第２条中「をいい、「手当」とは、特別児童

扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法

律第１３４号）の規定による障害児福祉手当及

び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を

改正する法律（昭和６０年法律第３４号）の規

定による福祉手当」を削る。 

 第３条を次のように改める。 

 （対象者） 

第３条 心身障害児（者）に係る補装具補助金

（以下「補助金」という。）の交付対象者は、

亀岡市の区域内に住所を有し、法第７６条第

１項の規定による補装具費の支給申請をした

者とする。 

 第４条中「次に掲げるところによる」を「法

第７６条第２項に規定する基準額から補装具費

として支給された額を控除した額の１０分の 

１０以内とする」に改め、表を削る。 

 別記様式中「心身障害児（者）に係る補装具

等補助金交付申請（請求）書」を「心身障害児

（者）に係る補装具補助金交付申請（請求）

書」に、「心身障害児（者）に係る補装具等補

助金交付要綱」を「心身障害児（者）に係る補

装具補助金交付要綱」に、 
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「 

補助金の種類 
１ 補装具の購入又は修理（支給番号 №              ） 
２ 診断書の費用 ⑴ 特別障害者手当等の受給資格の認定申請用 
         ⑵ 入浴サービス利用申請用 

                                        」 

を 

「 

支 給 番 号  № 

                                        」 

に改め、「又は診断書料」を削り、 

「 

 

 

                                        」 

を 

「 

 

                                        」 

に改める。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第７９号 

 

 亀岡市心身障害者医療費補助金交付要綱（昭和５３年亀岡市告示第４７号）は、廃止する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

「掲示済」 

添付書類 
 １ 補装具の購入又は修理…利用者負担額の領収書（又は支給決定通知書の写し

及び補装具の購入・修理に要した費用の領収書の写
し） 

 ２ 診断書の費用    …診断書の費用の領収書 

添付書類 
利用者負担額の領収書（又は支給決定通知書の写し及び補装具の購入・修理に要
した費用の領収書の写し） 
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 亀岡市告示第８０号 

 

 亀岡市指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予

防支援事業者の指定等に関する要綱（平成１８年亀岡市告示第１３６号）の一部を次のように改正

する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 題名中「指定地域密着型介護予防サービス事業者」の次に「、指定居宅介護支援事業者」を加え

る。 

 第１条中「指定地域密着型介護予防サービス事業者」の次に「、指定居宅介護支援事業者」を加

える。 

 第２条第１項中「法第１１５条の２２第１項」を「法第７９条第１項及び第１１５条の２２第１

項」に改め、同条第２項中「法第７８条の２第１項」の次に「、第７９条第１項」を加える。 

 第３条第１項中「施行規則第１４０条の３７第１項」を「法第８２条第１項、施行規則第１３３

条第１項及び第１４０条の３７第１項」に改め、「指定介護予防支援事業所変更届出書」を「指定

居宅介護支援事業所・指定介護予防支援事業所変更届出書」に改め、同条第２項中「法第７８条の

５第２項」の次に「、第８２条第２項」を加える。 

 第４条中「法第７０条の２」の次に「及び第７９条の２」を加える。 

 第８条各号列記以外の部分中「法第７８条の１１」の次に「、第８５条」を加え、同条第２号中

「指定地域密着型介護予防サービス事業者」の次に「、指定居宅介護支援事業者」を加える。 

 第９条中「指定地域密着型介護予防サービス事業者」の次に「、指定居宅介護支援事業者」を加

える。 

 別記第１号様式中 

「 

複合型サービス    付表８

                                          」 

を 

「 

複合型サービス    付表８

地域密着型通所介護    付表９

                                          」 

に改める。 

 別記第２号様式中「指定介護予防支援事業所指定申請書」を 

「指定居宅介護支援事業所
 指定申請書 に、 

 指定介護予防支援事業所      」 
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「指定介護予防支援事業所に係る指定」を 

「指定居宅介護支援事業所
 に係る指定 に、 

 指定介護予防支援事業所      」 

「代表者の職」を「代表者の職名」に改める。 

 別記第３号様式中「代表者の氏名」の次に「、生年月日」を加え、「管理者の氏名及び住所」を

「管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴」に改め、 

「 

13 役員の氏名及び住所 

14 本体施設、本体施設との移動経路等 

15 併設施設の状況等 

                                   」を 

「 

13 役員の氏名、生年月日及び住所 

14 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 

15 本体施設、本体施設との移動経路等 

16 併設施設の状況等 

                                   」に改める。 

 別記第４号様式中「指定介護予防支援事業所変更届出書」を 

「指定居宅介護支援事業所
 変更届出書 に、 

 指定介護予防支援事業所      」 

「代表者の氏名、生年月日及び住所」を「代表者の氏名、生年月日、住所及び職名」に改め、「当

該申請に係る事業に係る」の次に「居宅介護サービス計画費又は」を加える。 

 別記第５号様式の２中「地域密着型サービス」を「サービス又は支援」に改める。 

 別記第６号様式中 

「指定地域密着型サービス事業所 

 指定地域密着型介護予防サービス事業所 を 

 指定介護予防支援事業所       」 

「指定地域密着型サービス事業所 

 指定地域密着型介護予防サービス事業所
 に、

 

 指定居宅介護支援事業所 

 指定介護予防支援事業所       」 

「代表者の職」を「代表者の職名」に改める。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第８１号 

 

 亀岡市予防接種費用助成金交付要綱（平成 

１４年亀岡市告示第４６号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

    「        「 
 

 別表中        を         
 

           」        」 

  「        「 

に、        を        に、 

         」        」 

「        「 

 
 

        を        に改める。 

 
 

       」        」 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第８２号 

 

 亀岡市妊婦健診費用助成要綱（平成２０年亀

岡市告示第５３号）の一部を次のように改正す

る。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 別表中 

「 

 

 

              を 

 

 

             」 

「 

 

 

              に、 

 

 

             」 

「 

              を 

             」 

「 

              に、 

             」 

「        「 

        を        に改める。 

       」        」 

 別記第２号様式を次のように改める。 

 

別記様式 省略 

 

 別記第３号様式を次のように改める。 

 

別記様式 省略 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 

 

「掲示済」 

6,525円 

6,761円 

6,512円

6,753円

5,389円 5,432円 

3,414円 

4,914円 

3,960円 

7,960円 

3,495円 

4,995円 

3,917円 

7,917円 

3,260 6,520 

420 420 

1,710 1,710 

4,470 4,470 

3,310 6,620 

480 480 

1,760 1,760 

4,570 4,570 

91,040 91,320 

1,210 1,210 

1,180 1,180 
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 亀岡市告示第８３号 

 

 亀岡市民間社会福祉施設運営補助金交付要綱

を次のように定める。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

亀岡市民間社会福祉施設運営補助

金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 市長は、社会福祉法人が経営する亀岡

市内に所在する保育所又は認定こども園（以

下「民間保育所等」という。）において保育

を円滑に実施し、民間保育所等の健全な運営

を支援するため、保育事業に要する経費に対

し、亀岡市補助金等交付規則（昭和４１年亀

岡市規則第５号。以下「規則」という。）及

びこの要綱の定めるところにより、予算の範

囲内において亀岡市民間社会福祉施設運営補

助金を交付する。 

 （交付対象） 

第２条 この補助金は、民間保育所等が行う次

の事業を交付の対象とする。 

⑴ 保育士等処遇改善事業 

⑵ 保育補助者雇上強化事業 

 （補助金の額） 

第３条 補助金の額は、別表に掲げる事業区分

の欄ごとに基準額と対象経費の実支出額から

寄附金その他の収入額を控除した額とを比較

して少ない方の額とする。 

 （交付申請） 

第４条 規則第５条に規定する申請書は、別記

第１号様式によるものとし、次に定める書類

を添えて市長に提出するものとする。 

⑴ 事業計画書 

⑵ 収支予算書 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

 （交付決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請書を受

理したときは、必要事項を調査のうえ補助金

の交付の適否を審査し、適当と認めたときは、

補助金の交付を決定し、交付申請者に通知す

るものとする。 

 （変更申請） 

第６条 規則第８条に規定する申請書は、別記

第２号様式によるものとし、当該変更に係る

必要な書類を添えて、市長に提出するものと

する。ただし、軽微な変更である場合につい

ては、この限りでない。 

 （実績報告） 

第７条 規則第１０条に規定する実績報告書は、

別記第３号様式によるものとし、次に定める

書類を添えて市長に提出するものとする。 

⑴ 事業報告書 

⑵ 収支決算書 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

 （補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な

事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 
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別表（第３条関係） 

事業区分 基準額 対象経費 

保育士等処遇改善

事業 

年齢区分毎の比率を乗じた年間

在園児数に基づき、予算の範囲

内で定める基準額 

保育士等処遇改善事業に

必要な経費 

保育補助者雇上強

化事業 

平成２９年度保育対策総合支援

事業費補助金の国庫補助につい

て（平成２９年８月３日付け厚

生労働省発子０８０３第２号厚

生労働事務次官通知別紙「平成

２９年度保育対策総合支援事業

費補助金交付要綱」）別表に定

める保育補助者雇上強化事業の

基準額 

保育補助者雇上強化事業

に必要な経費 

 

 

別記様式 省略 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第８４号 

 

 亀岡市保育所保育料徴収嘱託員取扱要綱（平

成１５年亀岡市告示第１７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 第９条中「算定する基本報酬及び能率報酬」

を「算定した額」に改める。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第８５号 

 

 かめおか市民活動推進センター設置要綱（平

成２１年亀岡市告示第１４４号）の一部を次の

ように改正する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 第１０条に次のただし書を加える。 

 ただし、市長が特に必要と認めたときは、

登録を省略することができる。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 

「掲示済」 

 亀岡市告示第８６号 

 

 亀岡会館目的外使用許可取扱要領（昭和４５

年亀岡市告示第３４号）は、廃止する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第８７号 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により、次のとおり徴収

の事務を委託したので、同条第２項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 受託者・徴収事務 

受託者 徴収事務 

京都市下京区西七条掛越町６５番地
 公益社団法人京都府獣医師会 
  会長理事  清水 弘司 

狂犬病予防注射済票交付事務手数料 

 

２ 委託の期間 

   平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第８８号 

 

 亀岡市循環型社会推進条例（平成１３年亀岡市条例第１３号）第１３条第２項の規定により、平

成３０年度亀岡市一般廃棄物処理実施計画を次のとおり告示する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 一般廃棄物の処理量の見込み 

(1) ごみ 

 ア 燃やすごみ 19,158ｔ／年 ＊１ 

 イ 埋立てごみ 1,337ｔ／年 ＊２ 

 ウ 粗大ごみ 328ｔ／年 

 エ 資源ごみ 

 （ｱ）カン類 234ｔ／年 

 （ｲ）ビン類 434ｔ／年 

 （ｳ）ペットボトル 147ｔ／年 

 （ｴ）スプレー缶 21ｔ／年 

 （ｵ）プラスチック製容器包装 682ｔ／年 

 （ｶ）使用済小型家電 4ｔ／年 

 （ｷ）使用済乾電池 8ｔ／年 

 （ｸ）廃蛍光管 3ｔ／年 

 （ｹ）生ごみ・食用油 7ｔ／年 

 （ｺ）新聞・雑誌・段ボール・古布 2,583ｔ／年 

(2) 犬、猫等の死体 322体／年 

(3) し尿及び汚泥 

 ア し尿 5,347kl／年 

 イ 浄化槽汚泥 4,110kl／年 

 
＊１ 重複カウントになるため、燃やすごみから、粗大ごみ等を破砕したことにより生じる破砕

物の見込量及びプラスチック製容器包装の選別残渣の見込量を除いています。 
＊２ 重複カウントになるため、埋立てごみから、粗大ごみ等を破砕したことにより生じる破砕

物及びカン類・ビン類・プラスチック製容器包装の選別残渣の見込量を除いています。 
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２ 一般廃棄物の処理主体 

(1) ごみ 

種類及び区分 収集・運搬 中間処理 終処分 

燃やすごみ 

家庭系 
(公財)亀岡市環境事業公社
(委託、以下同じ) 焼却/桜塚ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

(直営、以下同じ) 

残渣埋立/大阪湾広域
臨海環境整備ｾﾝﾀｰ神
戸沖埋立処分場及び
大阪沖埋立処分場(委
託、以下同じ) 

事業系 許可業者※下記のとおり 

埋立てごみ 家庭系 

(公財)亀岡市環境事業公社
 

埋立/ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡(直
営、以下同じ) 

許可業者 

粗 

大 

ご 

み 

可燃性 

家庭系 (公財)亀岡市環境事業公社
破砕/ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡、
焼却/桜塚ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 

残渣埋立/ｴｺﾄﾋﾟｱ亀
岡、大阪湾広域臨海
環境整備ｾﾝﾀｰ神戸沖
埋立処分場及び大阪
沖埋立処分場 

事業系 許可業者 

不燃性 家庭系 

(公財)亀岡市環境事業公社
資源化/民間処理施
設(委託、以下同じ) 

残渣埋立/民間 終処
分場、ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 

許可業者 

資源ごみ 

カン類 (公財)亀岡市環境事業公社
選別・圧縮/ｴｺﾄﾋﾟｱ
亀岡 

残渣埋立/ｴｺﾄﾋﾟｱ亀
岡、資源化/民間処理
施設 

ビン類 (公財)亀岡市環境事業公社 選別/ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 

残渣埋立/ｴｺﾄﾋﾟｱ亀
岡、資源化/公益財団
法人日本容器包装ﾘｻｲ
ｸﾙ協会（委託、以下
同じ)・民間処理施設

ペットボトル 

(公財)亀岡市環境事業公社
選別・圧縮・梱包/
民間処理施設 

資源化/民間処理施設

委託業者 

スプレー缶 (公財)亀岡市環境事業公社
選別・圧縮/ｴｺﾄﾋﾟｱ
亀岡 

残渣埋立/ｴｺﾄﾋﾟｱ亀
岡、資源化/民間処理
施設 

プラスチック製
容器包装 

(公財)亀岡市環境事業公社
選別・圧縮・梱包/
民間処理施設 

残渣埋立/ｴｺﾄﾋﾟｱ亀
岡、焼却/桜塚ｸﾘｰﾝｾﾝ
ﾀｰ、資源化/公益財団
法人日本容器包装ﾘｻｲ
ｸﾙ協会 

使用済小型家電 委託業者  資源化/民間処理施設

使用済乾電池 (公財)亀岡市環境事業公社  資源化/民間処理施設

廃蛍光管 委託業者  資源化/民間処理施設

生ごみ・食用油 民間業者   

新聞・雑誌・段
ボール・古布 

民間業者   

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第7条第1項に規定する許可業

者〔種別／一般廃棄物（ごみ）〕大田産業㈱、㈱カンポ、南丹清掃㈱、松波商店、安田産業

㈱、サカエ産業㈱、㈲丸加清掃、日進浄化槽センター㈱、㈲キンキ、㈱クリーンプラン 
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(2) し尿及び汚泥 

種類 収集・運搬 中間処理 終処分 

し尿 
(公財)亀岡市環境事業公
社、南丹清掃㈱(委託) 

脱水／若宮工場(直営) 脱水汚泥及び残渣／民間処理施設 

浄化槽汚泥 許可業者※下記のとおり

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第7条第1項に規定する許可業

者〔種別／浄化槽汚泥〕南丹清掃㈱、日進浄化槽センター㈱ 

 

３ ごみ処理実施計画 

(1) こどもたちに美しいふるさと亀岡を残すための活動の支援 

① ごみ減量・資源化の市民活動を支援する体制の充実 

ア 美化活動や環境保全活動に取り組む団体や地域コミュニティの支援 

イ 地域のコミュニティなどによる資源化・分別排出の取り組みの支援 

② 環境に配慮したイベントの推進・環境学習の充実 

ア 環境配慮型イベントの推進 

イ 環境学習の場の提供 

ウ 小中学校における環境教育の強化 

エ 就学前教育の充実 

③ ゼロエミッションをオールかめおかで取り組むための支援 

ア 誰もがわかるごみ分別情報の提供 

イ 環境ポスター・標語等の募集 

ウ 高齢者等のごみだし困難世帯の見守り支援 

(2) ２Ｒ（リデュース／排出抑制、リユース／再使用）の強化 

① 生活系ごみの２Ｒに向けた取り組み 

ア 家庭から排出される食品廃棄物などの減量 

イ 環境家計簿の普及拡大 

ウ ごみを出さない買い物や環境にやさしい生活習慣の普及に向けた環境の整備 

エ 不用品交換会の実施 

② 事業系ごみの２Ｒに向けた取り組み 

ア 市役所の事業系一般廃棄物管理票の導入 

イ 排出者責任を浸透させる啓発活動 

ウ 事業系一般廃棄物管理票（マニフェスト）の義務化（条例制定など）の検討 

エ 環境マネジメントシステムの導入支援 

オ 多量排出事業者の届出制度（条例制定など）の検討 

カ 紙ごみ搬入禁止（条例制定など）の検討 

キ クリーンセンターにおける搬入指導の実施 

ク 事業者から排出される食品廃棄物の実態の把握 

ケ 事業者から排出される食品廃棄物減量の取り組み 
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(3) 取り組みやすい資源化システムの構築 

① 市民が取り組みやすい資源化システムの構築 

ア 公共施設における拠点回収の拡充 

イ 事業者が提供する資源ごみ回収拠点の支援 

ウ イベント回収の実施 

② 事業者が取り組みやすい資源化システムの構築 

ア 事業者による古紙の資源化の拡大 

イ 剪定枝等の堆肥化の推進 

③ 中間処理等の充実による資源化システムの構築 

ア 中間処理施設（民間）の活用による資源回収 

イ 焼却灰のリサイクルの検討 

ウ 生ごみ等のバイオマス利用の検討 

エ 剪定枝や落葉等の堆肥化の推進 

(4) ごみの適正処理に向けた体制・仕組みの整備 

① 収集・運搬体制の充実に向けた取り組み 

ア 生活系ごみの公益法人等による収集・運搬の継続 

イ 収集体制等の効率化 

② 受益者負担の適正化の取り組み 

ア 事業系のごみ処理手数料の見直し 

イ 家庭系のごみ処理手数料（亀岡市指定ごみ袋の料金含む。）の見直し 

③ 適正処理困難物を適正に排出できる体制の整備 

ア 適正処理困難物に対する体制の整備 

イ 廃蛍光管や水銀体温計等有害ごみの安全な回収方法の整備 

④ 終処分体制の充実に向けた取り組み 

ア 第3期大阪湾フェニックス計画への参加 

⑤ 計画の着実な履行に向けた取り組み 

ア ごみ処理基本計画の進捗状況の点検・評価 

(5) 不法投棄対策及び災害廃棄物対策の強化 

① 不法投棄対策の強化 

ア 不法投棄に対する監視活動の強化 

イ 捜査機関などの関係機関との連携強化 

② 災害廃棄物対策の点検・見直し 

ア 災害廃棄物処理計画についての点検及び見直し 

イ 災害廃棄物についての適正処理の実施（発生時） 
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 関連施設の概要 

① 資源ごみ選別資源化施設（エコトピア亀岡内） 

〔形式及び公称能力等〕 

カン類：磁気式選別機＋プレス機（Ｃプレス 3.0ｔ／6ｈ） 

ビン類：ストックヤード（カレット）208.8㎥（Ｗ24ｍ×Ｌ6ｍ×Ｈ1.45ｍ） 

プラスチック製容器包装：ストックヤード 222.39㎡ 

ペットボトル：ストックヤード 38.91㎡ 

使用済小型家電：ストックヤード 32.89㎡ 

② 可燃性粗大ごみ破砕処理施設（エコトピア亀岡内） 

〔形式及び公称能力等〕 

磁気式選別機＋車両型2軸剪断式破砕機（4.9ｔ／5ｈ） 

 

４ 収集・運搬計画 

種類及び区分 収集･運搬量 収集区域 収集方法 収集回数 搬入先 

燃やすごみ 
家庭系 12,415ｔ

市内全域
ｽﾃｰｼｮﾝ 週 2 回 

桜塚ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 
事業系 6,517ｔ 戸 別 随 時 

埋立てごみ 家庭系 1,135ｔ 市内全域 ｽﾃｰｼｮﾝ 月 2 回 
ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 
(埋立処分場) 

粗
大
ご
み

可燃性 家庭系 131ｔ

市内全域

戸 別 随 時 
ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 
(破砕処理施設) 

不燃性 家庭系 41ｔ 戸 別 随 時 
ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 
(保管施設) 

資 源 ご み 

カン類 234ｔ 市内全域 ｽﾃｰｼｮﾝ 月 2 回 

ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 
(資源化施設及び保管
施設) 

ビン類 434ｔ 市内全域 ｽﾃｰｼｮﾝ 月 2 回 
ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 
(保管施設) 

ペットボトル 147ｔ 市内全域
ｽﾃｰｼｮﾝ 月 2 回 

ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 
(保管施設) 

拠 点 随 時 民間処理施設 

スプレー缶 21ｔ 市内全域 ｽﾃｰｼｮﾝ 月 2 回 

ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 
(資源化施設及び保管
施設) 

プラスチック製

容器包装 
682ｔ 市内全域 ｽﾃｰｼｮﾝ 週 1 回 

ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 
(保管施設) 

使用済小型家電 4ｔ 市内全域 拠 点 随 時 
ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 
(保管施設) 

使用済乾電池 8ｔ 市内全域 ｽﾃｰｼｮﾝ 月 2 回 
ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 
(保管施設) 

廃蛍光管 3ｔ 市内全域 拠 点 随 時 民間処理施設 

生ごみ・食用油 7ｔ － 戸 別 随 時 民間処理施設 

新聞・雑誌・段

ボール・古布 
2,583ｔ － 戸 別 随 時 資源回収業者施設 

○収集・運搬量は、委託業者及び許可業者による収集量見込の合計である。なお、それ以外に

自己による直接持込及び災害搬入・地域清掃に伴う搬入等がある。 
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５ 中間処理計画 

処理施設の概要 

施 設 名 桜塚クリーンセンター 

所 在 地 亀岡市東別院町小泉桜塚6番地の6 

型 式 准連続燃焼式 

公称能力    120ｔ/日(60ｔ/炉) 

搬入される廃棄物の搬入者

別内訳量 

委託業者 12,415ｔ/年 

許可業者  6,517ｔ/年 

そ の 他    490ｔ/年 

残渣の量及び処分方法  2,600ｔ/年(海面埋立処分) 

○搬入される廃棄物の搬入者別内訳量欄にある「その他」は、自己による直接持込、災害搬

入・地域清掃に伴う搬入及び粗大ごみ等を破砕したことにより生じる破砕物の見込量である。 

 

６ 終処分計画 

(1) 一般廃棄物 

終処分場の概要 

施 設 名 エコトピア亀岡 

所 在 地 亀岡市東別院町大野法華1 

埋立面積 13,740㎡ 

埋立容量  77,920㎥ 

残余容量 40,568㎥ 

搬入される廃棄物の搬入者

別内訳量 

委託業者 1,105ｔ/年 

許可業者 30ｔ/年 

そ の 他 219ｔ/年 

年間埋立容量 2,459㎥ 

埋立計画 
埋立区域 山間埋立 

埋立方法 サンドイッチ工法、セル工法の併用 

○搬入される廃棄物の搬入者別内訳量欄にある「その他」は、自己による直接持込、災害搬

入・地域清掃に伴う搬入、粗大ごみ等を破砕したことにより生じる破砕物及びカン類・ビン

類の選別残渣の見込量である。 

 

(2) 焼却残渣 

埋立場所 大阪湾広域臨海環境整備センター神戸沖埋立処分場及び大阪沖埋立処分場 

搬入施設 尼崎基地 

搬 入 者 委託業者 

搬 入 量 2,600ｔ/年 
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７ 生活排水処理実施計画 

(1) 生活排水処理計画 

区  分 処理対象区域 対象人口 

公共下水道 

亀岡地区（三宅町、東竪町、西竪町、突抜町、横町、古

世町・北古世町、京町、呉服町、旅籠町、新町、矢田

町、上矢田町・中矢田町・下矢田町、塩屋町、柳町、本

町、紺屋町・荒塚町、南郷町、西町、内丸町、追分町、

北町、安町・河原町・余部町・宇津根町・北河原町）、

大井町、千代川町、篠町、東つつじケ丘、西つつじケ

丘、南つつじケ丘、曽我部町、吉川町、薭田野町の各一

部又は全部 

72,850人

特定環境保全公共下水道 保津町 1,674人

農業集落排水施設 
東本梅町、宮前町、本梅町、西別院町の一部（犬甘野）、

旭町、馬路町の一部、千歳町の一部、河原林町 
7,593人

小規模集合排水処理施設 東別院町の一部（小泉） 54人

浄化槽 市内全域 5,785人

その他（委託業者） 市内全域 3,573人

 

(2) し尿・汚泥の処理計画 

ア 収集・運搬計画 

種類及び区分 収集・運搬量 収集回数 収集方法 収集区域 

し尿 委託業者 5,347Kl/年 月1回 戸別 市内全域 

浄化槽汚泥 許可業者 4,110Kl/年 随時 戸別 市内全域 

 

イ 中間処理計画 

処理施設の概要 

施 設 名 若宮工場 

所 在 地 亀岡市大井町並河若宮筋36番地の1 

処理方式 好気性消化処理方式＋高度処理 

公称能力    114kl/日 

搬入される廃棄物の搬入
者別内訳量 

委託業者 5,347kl/年 

許可業者 4,110kl/年 

脱水汚泥・残渣の発生量及び処分方法    347ｔ（京都府南丹市の民間業者に委託） 

 

処理施設の概要 

施 設 名 半国浄化センター（農業集落排水処理施設） 

所 在 地 亀岡市東本梅町赤熊アリマノ17番地他 

処理方式 オキシデーション・ディッチ方式 

公称能力    306㎥/日 

脱水汚泥の発生量及び処分方法     36ｔ（京都府南丹市の民間業者に委託） 
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ウ 終処分計画 

搬入施設 民間処理施設 

搬 入 者 委託業者 

搬 入 量 383ｔ/年 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第８９号 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により、粗大ごみに係る

ごみ処理手数料及び指定ごみ袋に係るごみ処理手数料の収納事務を別紙のとおり委託したので、同

条第２項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

会社名等 住   所 電話番号 

中井商店 亀岡市余部町古城２１番地 ２２－００１２ 

ファミリーマート亀岡余部町店 亀岡市余部町大塚２１番地２ ２９－１６３１ 

本間煙草店 亀岡市余部町中条２１番地 ２２－２８３９ 

セブン－イレブン亀岡余部店 亀岡市余部町天神又８－６ ２２－７６６５ 

ローソンガレリアかめおか前店 亀岡市余部町樋又８２番１号 ２２－２５０５ 

NPO法人自立支援センターかめおか太陽共同作業所 亀岡市余部町榿又６１番地 ２５－５３９９ 

亀岡メンテナンス㈱ 亀岡市荒塚町２丁目４番１２号 ２４－６７７７ 

南丹清掃㈱ 亀岡市荒塚町２丁目１４番１０号 ２２－４４８８ 

服部タバコ店 亀岡市荒塚町１丁目５番５号 ２２－２１９９ 

㈱マツモト荒塚店 亀岡市荒塚町鍛冶ケ嶋６番地 ２２－８５８８ 

畑荒物店 亀岡市内丸町２８番地 ２２－０３５１ 

三木たばこ店 亀岡市内丸町２番地 ２２－２３７２ 

リカーショップハラダ 亀岡市宇津根町土井ノ内３６番地５ ２４－２７８８ 

セブン－イレブン亀岡駅前店 亀岡市追分町大堀５４番１ ２２－２５２５ 

加瀬たばこ店 亀岡市追分町八ノ坪９番地９ ２２－１４０３ 

亀岡商業協同組合ふれ愛エコステーション 亀岡市追分町馬場通１９番地２ プティ会館２Ｆ ２２－６１６１ 

（同）西友亀岡店 亀岡市追分町馬場通１５番地１ ２４－０１１１ 

ソニーショップムカイデ 亀岡市追分町馬場通２０番地１３ ２３－８３５６ 

㈲マルセン亀岡駅前店 亀岡市追分町馬場通２１番地５ ２２－０２３０ 

ファミリーマート亀岡追分町店 亀岡市追分町藪ノ下１１番５ ２１－１２２６ 

㈱ウエダ本社 亀岡市河原町７７番地 ２２－１８９０ 

㈱ウエダ家電店 亀岡市河原町２００番地１６ ２２－３０８２ 

黒田食料品店 亀岡市河原町３４番地 ２２－０１２２ 
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会社名等 住   所 電話番号 

㈲マルセン河原町店 亀岡市河原町３番地 ２２－００５１ 

山口電機㈱本店 亀岡市河原町１６９番地 ２２－０８３７ 

ファミリーマート亀岡河原町店 亀岡市河原町１６４番地１ ２９－５０３６ 

㈱栄広堂 亀岡市河原町２４番地 ２２－０１４６ 

協同組合 亀岡ショッピングセンターアミティ 亀岡市古世町２丁目４番１号 ２４－１４１４ 

ドラッグユタカ亀岡中央店 亀岡市古世町２丁目１３５番地 ２２－５００９ 

イオンリテール㈱イオン亀岡店 亀岡市古世町西内坪１０１番地 ２２－３１１３ 

ローソン亀岡駅前店 亀岡市古世町西内坪１０番７ ２２－６０５１ 

㈲桂商店本店 亀岡市塩屋町５６番地 ２２－０２３３ 

㈱アヤハディオ亀岡店 亀岡市下矢田町３丁目１４番１号 ２５－４６４６ 

サークルＫ亀岡下矢田店 亀岡市下矢田町大末２番１０号 ２９－６３０１ 

㈱サンフェステ業務スーパー亀岡店 亀岡市下矢田町２丁目２１６番６号 ２１－１７８０ 

矢田の里 亀岡市下矢田町君塚１６ ２１－０１５４ 

㈲桂商店中矢田店 亀岡市中矢田町岸ノ上３番地３・３番地４合地 ２２－３０４４ 

㈱マツモト中央店 亀岡市西竪町６１番地１ ２４－３８１１ 

ローソン亀岡西町店 亀岡市西町４１番地 ２５－５８８６ 

ミゾツラ電器 亀岡市旅籠町３１番地 ２２－５８５６ 

成田米穀 亀岡市旅籠町３２番地 ２２－０５１８ 

神田彰栄堂 亀岡市三宅町１丁目２番２号 ２４－３７２０ 

大道建具店 亀岡市三宅町４０番地 ２２－４７９２ 

ＢＥＥＲＳおぎた 亀岡市柳町６３番地 ２２－０７８６ 

加地荒物店 亀岡市安町２４番地３７ ２２－０２１０ 

亀岡市役所内母子会売店 亀岡市安町野々神８番地 ２２－３１３１(代)

亀岡米穀㈲ 亀岡市安町３３番地 ２２－０９１９ 

㈱くらしの店丹和 亀岡市安町１７番地 ２２－４１４７ 

マンマル産業㈱ 亀岡市安町２５番地 ２２－０５７２ 

㈱ハートフレンドフレスコ亀岡安町店 亀岡市安町釜ケ前８９ ２９－６８０１ 

フードショップイシダ 亀岡市東別院町東掛岩脇４番地 ２７－２００９ 

東別院町自治会 亀岡市東別院町南掛藤ケ瀬３番地１ ２７－２００１ 

中村商店 亀岡市西別院町神地御手洗１３番地 ２７－２５２１ 

きく屋 亀岡市西別院町柚原北谷９番地 ２７－２２５３ 

上田食料品店 亀岡市曽我部町穴太裏条２番地 ２２－５４２９ 

ミニストップ亀岡運動公園前店 亀岡市曽我部町穴太大塚５４番地 ２５－４６２８ 

セブン－イレブン亀岡運動公園前店 亀岡市曽我部町穴太大塚２２番地１ ２２－７７２１ 

福知商店 亀岡市曽我部町犬飼古道１１番地６ ２２－０６２１ 

岩本商店 亀岡市曽我部町南条竹谷１番地１８ ２３－４１３０ 

オクノ電化 亀岡市曽我部町南条竹谷２番地５１ ２３－６９４５ 

木内商店 亀岡市曽我部町南条上河原４７番地１１ ２２－０７５３ 

ファミリーマート亀岡曽我部町店 亀岡市曽我部町南条屋敷２番地１ ２４－２３０２ 

ローソン京都学園大学前店 亀岡市曽我部町南条上河原１２番地１２ ２２－７００８ 

原田商店 亀岡市曽我部町西条下千代８番地１ ２２－２２０８ 

吉川簡易郵便局 亀岡市吉川町穴川堂ノ前１番地 ２５－２３６１ 

吉川町自治会 亀岡市吉川町吉田沢６３番地 ２２－０１９６ 

魚繁石野商店 亀岡市薭田野町太田油田３番地 ２２－０６５４ 

栗山商店 亀岡市薭田野町奥条門田３６番地 ２３－２０７６ 

小瀨甘開堂 亀岡市薭田野町佐伯浦亦２９番地 ２２－０６５２ 

社会福祉法人亀岡福祉会 かめおか作業所 亀岡市薭田野町佐伯大門３０番地１ ２４－２５９６ 
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㈱大多商店 亀岡市薭田野町佐伯西ノ辻４０番地 ２２－０６４１ 

ローソン亀岡ひえだの町店 亀岡市薭田野町佐伯浦亦１５番地１ ２４－３２２３ 

薭田野町自治会 亀岡市薭田野町佐伯西ノ辻９番地１ ２２－３８４０ 

本梅町自治会 亀岡市本梅町井手梅原３番地 ２６－３００１ 

中村商店 亀岡市本梅町中野清水口１７番地 ２６－３０８８ 

サークルＫ亀岡本梅町店 亀岡市本梅町中野大向８－４ ２６－６０３１ 

かね新商店 亀岡市本梅町西加舎佃２３番地 ２６－３０１２ 

奥村酒店 亀岡市本梅町東加舎大前後１３番地 ２６－３０１９ 

畑野町自治会 亀岡市畑野町千ケ畑西山５番地１ ２８－２７５２ 

Ｙショップ山内商店 亀岡市畑野町広野高橋１７番地２ ２８－３２７５ 

社会福祉法人亀岡福祉会 第二かめおか作業所 亀岡市宮前町猪倉城山８番地２１ ２６－５４３４ 

宮本酒店 亀岡市宮前町猪倉猪尻１１番地２ ２６－２５８６ 

森政商店 亀岡市宮前町神前上段川２８番地 ２６－２１９９ 

柿谷食料品店 亀岡市宮前町宮川平岩１９番地 ２６－２５６９ 

西田食料品店 亀岡市宮前町宮川西垣内１７番地２ ２６－２０２８ 

ファミリーマート亀岡宮前町店 亀岡市宮前町宮川稲荷１１１－３ ２６－６０５５ 

東本梅町自治会 亀岡市東本梅町赤熊蟻間野３５－１ ２６－２５０４ 

コーナン商事㈱ ホームセンターコーナン亀岡大井店 亀岡市大井町北金岐柿木原４番地１ ２２－７５７１ 

谷村たばこ店 亀岡市大井町土田２丁目１２番１７号 ２４－０００３ 

㈱マツモト大井店 亀岡市大井町土田２丁目１５番８号 ２４－５８５８ 

大井町自治会 亀岡市大井町土田２丁目１１番２０号 １１０号 ２２－０１５７ 

ミニストップ亀岡大井町土田店 亀岡市大井町土田３丁目５番３号 ２４－７２３４ 

シミズ薬品㈱ダックス大井店 亀岡市大井町土田３丁目３０番１号 ２９－２６２４ 

㈱おくむら 亀岡市大井町並河２丁目２５番２号 ２４－４３８７ 

ふくしま 亀岡市大井町並河２丁目１１番３６号 ２３－９４７７ 

全国農業協同組合連合会京都府本部 農業の店亀岡 亀岡市大井町並河２丁目１番６号 ２５－８０２０ 

ファミリーマート亀岡大井町店 亀岡市大井町並河２丁目２２番３号 ２９－５９７９ 

セブン－イレブン亀岡並河店 亀岡市大井町並河２丁目５番９号 ２２－７１００ 

㈱ユニス セブン－イレブン亀岡大井店 亀岡市大井町並河２丁目２９番５号 ２３－０７０４ 

㈱さとう フレッシュバザール亀岡店 亀岡市大井町並河坂井６７番地 ２５－３３１０ 

㈲プレミール セブン－イレブン亀岡今津２丁目店 亀岡市千代川町今津２丁目５番１０号 １０８号 ２５－０６９６ 

ドラッグユタカ千代川店 亀岡市千代川町小川１丁目２番地６ ２４－５０８８ 

㈲さわだ書店 亀岡市千代川町小川２丁目１番２３号 ２２－３１２３ 

ぺとる（マツモト千代川店内） 亀岡市千代川町小川２丁目１１４番１号 ２２－４４２２ 

㈱マツモト千代川店 亀岡市千代川町小川２丁目１１４番１号 ２４－８１２８ 

永梅商店 亀岡市千代川町小林北ン田６３番地 ２２－５３０８ 

㈱サンフェステ サンフェステ千代川店 亀岡市千代川町小林北ン田７番地３ ２２－８１７６ 

ファミリーマート亀岡千代川店 亀岡市千代川町小林北ン田４９番地２ ２１－２３５０ 

クスリキリン堂亀岡千代川店 亀岡市千代川町小林北ン田４９番地１４ ２１－１０６０ 

浅田電気商会 亀岡市千代川町千原１丁目３番２号 ２３－１１５０ 

ローソン亀岡千代川店 亀岡市千代川町千原２丁目１２番１号 ２１－２２０３ 

美馬たばこ店 亀岡市千代川町千原２丁目１０番２３号 ２４－０７２０ 

かどや百貨店 亀岡市馬路町住吉１５番地６ ２３－５２６６ 

㈲橋本電機 亀岡市馬路町住吉１４番地７ ２２－１１３５ 

人見たばこ店 亀岡市馬路町住吉４番地 ２２－５２９０ 

馬路町自治会 亀岡市馬路町流川２番地１ ２２－０６６１ 

中川商店 亀岡市馬路町前ノ側２２番地 ２２－０６８６ 
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中沢商店 亀岡市馬路町万年４２番地５ ２３－６２４６ 

ファミリーマート亀岡馬路町店 亀岡市馬路町砂取２４番地２ ２９－６０３１ 

旭町自治会 亀岡市旭町年角２５番地 ２２－５５３３ 

川勝商店 亀岡市旭町山ノ神２番地１ ２４－５４４０ 

千歳町自治会 亀岡市千歳町千歳垣根２番地３ ２２－０６８２ 

主原商店 亀岡市千歳町毘沙門西条１５番地 ２４－３０９５ 

河原林町自治会 亀岡市河原林町河原尻上六反田９番地１ ２２－０１２０ 

吉田商店 亀岡市保津町上火無２８番地４３ ２４－２０２１ 

保津町自治会 亀岡市保津町構ノ内５３番地 ２２－０８１０ 

ファミリーマート亀岡保津町店 亀岡市保津町下大年３番５７ ２１－１０５７ 

魚政商店 亀岡市保津町宮ノ上１８番地 ２２－０１４３ 

かさや木村商店 亀岡市保津町宮ノ上１３番地 ２２－０３２３ 

タケモ㈱ タケモ商店 亀岡市保津町訳目５２番地 ２２－０２７８ 

セブン－イレブン亀岡篠町王子店 亀岡市篠町王子西山５番地１ ２３－１２０２ 

セブン－イレブン亀岡篠町馬堀店 亀岡市篠町馬堀広道６番地１ ２４－２４０５ 

スマイリングかめおか 亀岡市篠町馬堀南垣内２１番地３７ モールショップ馬堀内 ２４－５０６５ 

㈱マツモトうまほり店 亀岡市篠町馬堀伊賀ノ辻８番地２ ２３－２２６６ 

ローソン亀岡馬堀店 亀岡市篠町馬堀南垣内４３番地３ ２９－２００５ 

㈱石野商店 亀岡市篠町柏原町頭４５番地 ２２－０７４６ 

井内商店 亀岡市篠町篠中北裏６５番地 ２２－０７５４ 

くすり光琳 亀岡市篠町篠野田１０番地３９ ２２－５５８６ 

㈲隅田農園 隅田酒店 亀岡市篠町篠上中筋２８番２９番合地 ２２－０１１６ 

サークルＫ亀岡篠町店 亀岡市篠町篠下西裏４１番地１ ２９－５７７２ 

㈱スギ薬局ジャパン亀岡店 亀岡市篠町浄法寺松岡２３番地３ ２４－４２３２ 

ローソン亀岡頼政塚店 亀岡市篠町浄法寺中村２６番地１ ２０－８６２１ 

シミズ薬品㈱ ダックス亀岡店 亀岡市篠町浄法寺中村３９番地１ ２９－２６２５ 

㈱ハートフレンドフレスコ亀岡店 亀岡市篠町浄法寺中村４５番地１ ２９－６６６１ 

ローソン亀岡つつじケ丘店 亀岡市篠町浄法寺墓ノ谷２８－１ ２１－１８７０ 

アル・プラザ亀岡 亀岡市篠町野条上又１１番地１ ２５－４１１１ 

コーナン商事㈱ ホームセンターコーナン亀岡篠店 亀岡市篠町野条井ホラ９番地１ ２９－６７０３ 

竹茂商店 亀岡市篠町広田１丁目１３番８号 ２３－４８６３ 

㈱酒井商店広田店 亀岡市篠町広田３丁目７番１号 ２３－８４６７ 

㈱酒井商店見晴店 亀岡市篠町見晴３丁目２番１号 ２３－８０２２ 

かっぱや 亀岡市篠町見晴５丁目１番１号 ２４－１２１５ 

山口電機㈱ つつじケ丘支店 亀岡市東つつじケ丘曙台１丁目３番２号 ２４－８１３０ 

㈱サンフェステ業務スーパー篠店 亀岡市東つつじケ丘都台１丁目１２番１号 ２９－５６８６ 

㈲桂商店西つつじケ丘店 亀岡市西つつじケ丘大山台１丁目５番１号 ２４－６８００ 

西つつじケ丘自治会 亀岡市西つつじケ丘大山台１丁目１２番１３号 ２３－２４４４ 

㈱黒川西つつじケ丘店 亀岡市西つつじケ丘五月台１丁目２４番１号 ２２－００７７ 

セブン－イレブン亀岡西つつじケ丘店 亀岡市西つつじケ丘五月台１丁目４９番２号 ２２－５５２０ 

㈲ハートピアサノ 亀岡市南つつじケ丘大葉台１丁目２０番４号 ２３－９９９６ 

㈱マツモトピアタウン店 亀岡市南つつじケ丘大葉台２丁目４４番３号 ２５－２３５８ 

リカーショップ寿屋 亀岡市南つつじケ丘大葉台２丁目１４番１０号 ２４－８６３９ 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第９０号 

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第６条第１項の規定により、

亀岡市ゼロミッション計画（亀岡市ごみ処理基本計画）を定めたので、亀岡市循環型社会推進条例

（平成１３年亀岡市条例第１３号）第１３条第２項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第９１号 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項の規定に基づき、使用料及び手

数料等の徴収又は収納事務の委託に関し、次のとおり告示する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 委託する歳入の種類及び受託者 

委託する歳入の種類 
受託者 

所在地・住所 団体等名称 職名・氏名 

亀岡市手数料徴収条例
（平成１２年亀岡市条
例第６号）第２条第１
項第２５号に定める手
数料 

東京都千代田区一番町
２５番地 

地方公共団体情報シス
テム機構 

理事長 吉本 和彦 

亀岡市手数料徴収条例
（平成１２年亀岡市条
例第６号）第２条第１
項第２９号に定める手
数料 

東京都千代田区一番町
２５番地 

地方公共団体情報シス
テム機構 

理事長 吉本 和彦 

 

２ 委託期間 

   平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第９２号 

 

 亀岡市国民健康保険料減免取扱要綱（平成１２年亀岡市告示第１１１号）の一部を次のように改

正する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 第２条に次の１号を加える。 

⑻ 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。以下「法」という。）第５９条の規定により

保険給付の制限を受ける者 

 第３条に次の１項を加える。 

４ 前条第８号に該当する者は、申請の時期に関わらず、該当した日の属する月から該当しなく 

なった日の属する月の前月までの保険料について減免を受ける。ただし、法第１１０条の２の規

定による賦課決定の期間制限内に限る。 

 別表６被爆者健康手帳を有する者の部を次のように改める。 

６ 被爆者健康
手帳を有する
者 

 当該被保険者に
係る均等割額 

１０分の１０ 被爆者健康手帳

 

 別表７第２５条第１項第２号に該当する者の部中 

「           「 

 

           を           に、 

 

          」           」 

「           「 

 

           を           に改める。 

 

          」           」 

 別表に次のように加える。 

８ 法第５９条
の規定により
保険給付の制
限を受ける者 

当該被保険者のみで
構成される世帯 

所得割額 
平等割額 
均等割額 

１０分の１０ 在監証明書等、
法第５９条の規
定による保険給
付の制限を受け
る期間を証明す
るもの 

当該被保険者以外の
被保険者を含む世帯

当該被保険者に
係る 
所得割額 
均等割額 

 

 

均等割額 
 
均等割額 
 

均等割額 
 
 
 

平等割額 
 
平等割額 
 

平等割額 
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   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第９３号 

 

 亀岡市国民健康保険一部負担金の減額、免除

及び徴収猶予に関する取扱要綱（平成２４年亀

岡市告示第９１号）の一部を次のように改正す

る。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 第４条中「別表に定める理由」を「その理

由」に改める。 

 第６条第１項第２号中「需要の額の合計額」

の次に「に１０分の１１を乗じて得た額」を加

え、「生活保護基準額」を「基準額」に改める。 

 第８条中「生活保護基準額」を「基準額」に

改める。 

 別表を削る。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 

 

「掲示済」 

 亀岡市告示第９４号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第 

４６条第１項及び第７９条第１項に規定する指

定居宅介護支援事業者を次のとおり指定したの

で、同法第８５条第１項第１号の規定により告

示する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 事業者の名称 

社会福祉法人 友愛会 

２ 事業所番号 

２６７１６００６６２ 

３ 事業所の名称 

はりきり工房ケアプランセンター 

４ 事業所の所在地 

亀岡市宮前町宮川大端１２番地 

５ 指定年月日 

平成３０年４月１日 

６ サービスの種類 

居宅介護支援 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第９５号 

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（平成１７年法律第１２３

号）第５１条の２０に規定する指定特定相談支

援事業者及び児童福祉法（昭和２２年法律第 

１６４号）第２４条の２８に規定する指定障害

児相談支援事業者を次のとおり指定したので、

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
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するための法律第５１条の３０第２項及び児童

福祉法第２４条の３７の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 事業所番号 

２６３１６００５８８（指定特定相談支

援事業） 

２６７１６００２２５（特定障害児相談

支援事業） 

２ 事業者の名称 

相談支援事業所 はぴ・ねっと 

３ 事業所所在地 

亀岡市河原町２２７番地 

４ サービスの種類 

指定特定相談支援事業、指定障害児相談

支援事業 

５ 事業の主たる対象者 

障害者・障害児 

６ 申請者 

特定非営利活動法人 はぴねすサポート

センター 

７ 指定年月日 

平成３０年４月１日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第９６号 

 

 亀岡市開発公園整備事業補助金交付要綱（昭

和６２年亀岡市告示第４０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 第１条中「。以下「規則」という。」を削る。 

 第２条第１号中「及び亀岡市宅地開発等に関

する指導要綱」を「、亀岡市宅地開発等に関す

る条例（平成２８年亀岡市条例第４３号）及び

廃止された亀岡市宅地開発等に関する指導要

綱」に改める。 

 第３条第１号中「取替え」の次に「及び新

設」を加える。 

 第５条中「自治会等」の次に「（以下「補助

事業者」という。）」を加え、「亀岡市開発公

園整備事業補助金に係る事業予定調書」を「亀

岡市開発公園整備事業予定調書」に、「を別

に」を「に関係書類を添えて別に」に改める。 

 第６条中「市長は、」の次に「前条の規定に

よる」を加え、「事業認定通知書」を「亀岡市

開発公園整備事業認定通知書」に改める。 

 第７条中「自治会等は、規則第５条の規定に

よる」を「補助事業者は、」に、「を事業着手

と同時」を「に関係書類を添えて市長」に改め

る。 

 第８条から第１０条までを次のように改める。 

 （交付決定） 

第８条 市長は、前条の規定による補助金交付

申請書を受理したときは、当該申請の内容を

審査し、適当と認めた場合は、亀岡市開発公

園整備事業補助金交付決定書（別記第４号様

式）を交付するものとする。 

 （変更申請等） 

第９条 前条の規定による補助金の交付決定を

受けた補助事業者が、当該事業の内容を変更

し、又は当該事業を中止しようとするときは、

亀岡市開発公園整備事業補助金変更交付申請

書（別記第５号様式）に変更に係る関係書類

を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による変更交付申請書

を受理したときは、当該申請書の内容を審査
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の上、補助金の交付の適否を決定し、亀岡市

開発公園整備事業補助金変更交付決定書（別

記第６号様式）により補助事業者に通知する

ものとする。 

 （実績報告） 

第１０条 補助事業者は、当該補助対象事業が

完了した日から起算して３０日以内又は交付

決定を受けた日の属する年度の３月３１日の

いずれか早い日までに、亀岡市開発公園整備

事業補助金実績報告書（別記第７号様式）に

関係書類を添えて、市長に提出しなければな

らない。 

 第１０条の次に次の５条を加える。 

 （確定通知） 

第１１条 市長は、前条の規定による実績報告

書を受理したときは、当該報告書の内容を審

査し、適当と認めた場合は、亀岡市開発公園

整備事業補助金確定通知書（別記第８号様

式）により、補助事業者に通知するものとす

る。 

 （請求及び交付） 

第１２条 前条の規定による確定通知を受けた

補助事業者は、亀岡市開発公園整備事業補助

金請求書（別記第９号様式）を市長に提出す

るものとする。 

２ 市長は、前項の規定による請求書を受理し

たときは、補助事業者に対して、補助金を交

付するものとする。 

 （交付決定の取消し） 

第１３条 市長は、補助事業者が次の各号のい

ずれかに該当するときは、補助金の交付決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他不正な手段により補助金の交

付を受けたとき。 

⑵ 補助金の交付決定に付した条件に違反し

たとき。 

 （補助金の返還） 

第１４条 市長は、補助金の交付決定を取り消

した場合において、当該取り消しに係る部分

に関し既に補助金が交付されているときは、

期限を定めてその返還を命ずることができる。 

 （その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要

な事項は、市長が別に定める。 

 別記第１号様式から別記第４号様式までを次

のように改める。 

 

別記様式 省略 

 

 別記第４号様式の次に次の５様式を加える。 

 

別記様式 省略 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第９７号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月１０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「河原林町勝林島下島区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 桂  一広 

２ 変更年月日 

   平成３０年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第９８号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月１０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「呉服町自治会」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 白井  廣 

２ 変更年月日 

   平成３０年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第９９号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月１０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「曽我部町重利区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 桂  重喜 

２ 変更年月日 

   平成３０年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第１００号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月１０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「千歳町国分区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 小川 房嗣 

２ 変更年月日 

   平成３０年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１０１号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月１０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「保津町第１区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 栗林 喜八郎 

２ 変更年月日 

   平成３０年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１０２号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月１０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「保津町第七区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 中川 一成 

２ 変更年月日 

   平成３０年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第１０３号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月１０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「東竪町自治会」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 大橋 修一 

２ 変更年月日 

   平成３０年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１０４号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月１０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「大井町かすみケ丘区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 八木 一夫 

２ 変更年月日 

   平成３０年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１０５号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月１０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「保津町第４区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 渡邊 春幸 

２ 変更年月日 

   平成３０年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第１０６号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月１７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「千代川町今津区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 浅井 潤一郎 

２ 変更年月日 

   平成３０年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１０７号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月１７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「河原林町東町区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 佐井 浩伸 

２ 変更年月日 

   平成３０年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１０８号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月１７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「北古世町自治会」 

１ 主たる事務所所在地の変更 

 ⑴ 省略 

 ⑵ 変更年月日  平成３０年４月３日 

２ 代表者の変更 

 ⑴ 代表者の住所及び氏名 

    住所 省略 

    氏名 横内  真 

 ⑵ 変更年月日 

    平成３０年４月３日 

 ⑶ 変更理由 

    任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 
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第８８０号平成３０年５月１５日発行 

 亀岡市告示第１０９号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月１７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「千歳町出雲台区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 清水 一成 

２ 変更年月日 

   平成３０年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１１０号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月１７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「池尻区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 林   勝 

２ 変更年月日 

   平成３０年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１１１号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月１７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「西竪町自治会」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 松山 憲二 

２ 変更年月日 

   平成３０年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 
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第８８０号平成３０年５月１５日発行 

 亀岡市告示第１１２号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月１７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「曽我部町春日部区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 齊藤 一義 

２ 変更年月日 

   平成３０年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１１３号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月１７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「柳町自治会」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 西嶋 秀樹 

２ 変更年月日 

   平成３０年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１１４号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月１７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「宮川区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 柿谷  出 

２ 変更年月日 

   平成３０年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 
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第８８０号平成３０年５月１５日発行 

 亀岡市告示第１１５号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月１７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「神前区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 森  幸雄 

２ 変更年月日 

   平成３０年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１１６号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月１７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「薭田野町西佐伯区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 長谷川 富男 

２ 変更年月日 

   平成３０年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１１７号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月１７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「篠町森区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 安川 浩司 

２ 変更年月日 

   平成３０年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 
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第８８０号平成３０年５月１５日発行 

 亀岡市告示第１１８号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月２７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「旭町自治会」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 藤原 庸右 

２ 変更年月日 

   平成３０年４月１０日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１１９号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月２７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「横町自治会」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 小林 美穂 

２ 変更年月日 

   平成３０年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１２０号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月２７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「篠町柏原区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 小林 健夫 

２ 変更年月日 

   平成３０年４月８日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 
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第８８０号平成３０年５月１５日発行 

 亀岡市告示第１２１号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月２７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「保津町第６区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 大ヶ谷 弘一 

２ 変更年月日 

   平成３０年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１２２号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月２７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「河原林町北区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 今西 謙一 

２ 変更年月日 

   平成３０年４月７日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１２３号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月２７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「旭町美濃田区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 平井  正 

２ 変更年月日 

   平成３０年４月８日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 
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第８８０号平成３０年５月１５日発行 

 亀岡市告示第１２４号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月２７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「東本梅町大内区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 野田 幸秀 

２ 変更年月日 

   平成３０年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１２５号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月２７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「薭田野町下佐伯区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 大石 浩之 

２ 変更年月日 

   平成３０年４月８日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１２６号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月２７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「千代川町北ノ庄区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 俣野 和俊 

２ 変更年月日 

   平成３０年４月１５日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 
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第８８０号平成３０年５月１５日発行 

 亀岡市告示第１２７号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月２７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「河原林町勝林島上島区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 関  泰久 

２ 変更年月日 

   平成３０年４月１５日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１２８号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月２７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「古世町自治会」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 大谷 一三 

２ 変更年月日 

   平成３０年４月１５日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１２９号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月２７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「河原林町綾町区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 橋本 倫光 

２ 変更年月日 

   平成３０年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 
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第８８０号平成３０年５月１５日発行 

 亀岡市告示第１３０号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月２７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「山階区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 人見 千晴 

２ 変更年月日 

   平成３０年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１３１号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成３０年４月２７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

記 

 

亀０７０８－９９００１ 

１ 当該者生年月日 

昭和５９年２月２６日 

２ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

３ 交付した日 

平成３０年４月１日 

４ 無効になる日 

平成３０年４月２７日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１３２号 

 

 亀岡市公衆街路灯助成金交付要綱（昭和５３

年亀岡市告示第６号）の一部を次のように改正

する。 

 

   平成３０年４月２７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 第６条第１項中「１月」を「１２月」に改め

る。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施し、平成３０

年度分の助成金から適用する。 

 

「掲示済」 
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訓 令 
 

 亀岡市訓令第８号 

 

               庁中一般 

 

 亀岡市総合計画策定推進委員会設置規程の一

部を改正する訓令を次のように定める。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

亀岡市総合計画策定推進委員会設

置規程の一部を改正する訓令 

 

 亀岡市総合計画策定推進委員会設置規程（平

成２６年亀岡市訓令第４号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 第２条中「全ての事項」の次に「及び関連す

る重要事項」を加える。 

 第８条を第９条とし、第７条を第８条とし、

第６条の次に次の１条を加える。 

 （幹事会） 

第７条 委員会の所掌事項について調査及び研

究を行うとともに、委員長の指示した事項を

処理するため、委員会に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、総務担当課長会議（亀岡市庁議

に関する規則に定める総務担当課長会議をい

う。）の構成員をもって構成する。 

３ 幹事会に幹事長を置き、企画管理部長がこ

れに当たる。 

４ 幹事長は、幹事会を代表し、幹事会を必要

に応じて招集する。 

５ 幹事長が必要と認めるときは、幹事会の構

成員以外の者を幹事会に出席させることがで

きる。 

 

   附 則 

 

 この訓令は、平成３０年４月１日から施行す

る。 

 

 

 

 亀岡市訓令第９号 

 

               庁中一般 

 

 第４次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基

本計画進行管理・行政評価実施要綱を次のよう

に定める。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

第４次亀岡市総合計画～夢ビジョ

ン～後期基本計画進行管理・行政

評価実施要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、第４次亀岡市総合計画～

夢ビジョン～基本構想・後期基本計画（以下

「総合計画」という。）の効率的かつ効果的

な推進を図るために実施する進行管理及び行

政評価の実施に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 施策 

 総合計画において、各章ごとに節単位で
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示した取り組むべき施策の基本方向をいう。 

⑵ 事業 

 施策を実現するために実施する事業をい

う。 

⑶ 進行管理部会 

 亀岡市総合計画審議会条例（昭和４３年

亀岡市条例第３号）第６条及び亀岡市総合

計画審議会部会設置規則（平成２６年亀岡

市規則第２号）に定める進行管理部会をい

う。 

⑷ 策定推進委員会 

 亀岡市総合計画策定推進委員会設置規程

（平成２６年亀岡市訓令第４号）に定める

亀岡市総合計画策定推進委員会をいう。 

⑸ 主管部 

 総合計画に係る事業を所管する部又は室

をいう。 

 （進行管理） 

第３条 進行管理は、総合計画の目標年次であ

る平成３２年度に向けた事業の計画的な推進

のため、進行管理実施年度の前年度に実施し

た事業の進捗状況について把握及び検証し、

市民に公開することをいう。 

２ 企画管理部長は、執行不能又は著しい遅延

が生じるおそれがある場合その他必要がある

と認めるときは、主管部に対して調査及び調

整を行う。 

 （行政評価の内容） 

第４条 行政評価は、総合計画の効率的かつ効

果的な推進のため、選定した施策の評価を次

のとおり実施することをいう。 

⑴ 市民からの意見聴取及び進行管理部会の

評価 

 行政評価の対象施策について市民からの

意見聴取を行い、その意見を踏まえ、進行

管理部会がヒアリングを実施し、総合計画

に係る施策の推進について、手法の妥当性

及び重要性等の観点から評価を行う。 

⑵ 市長及び副市長の評価 

 市長及び副市長がヒアリングを実施し、

前号の市民の意見及び進行管理部会の評価

を踏まえ、評価を行う。 

 （評価の結果） 

第５条 策定推進委員会は、行政評価の結果を

市民に公開する。 

２ 策定推進委員会の委員は、行政評価の結果

を尊重し、所管する事業に係る計画の策定及

び予算要求に反映するよう努めるものとする。 

 （調書の作成及び問題点の報告） 

第６条 主管部は、進行管理調書及び施策管理

調書を作成し、事務局へ提出するものとする。 

２ 事務局は、進行管理部会並びに市長及び副

市長が実施するヒアリングに基づき、施策評

価調書を作成するものとする。 

３ 主管部は、市長及び副市長が行政評価にお

いて、改善が必要と評価した事業について、

事業の改善及び見直しを図るとともに、改善

状況報告書を事務局に提出するものとする。 

４ 主管部は、総合計画後期基本計画に係る事

業の推進について、執行不能又は著しい遅延

が生じるおそれがある場合その他問題が生じ

たときは、問題点等報告書を事務局に提出す

るものとする。 

５ 進行管理調書、施策管理調書、施策評価調

書、改善状況報告書及び問題点等報告書の様

式は、別に定める。 

 （総括） 

第７条 進行管理及び行政評価に係る総括は、

企画管理部長が行う。 

 （事務局） 

第８条 進行管理及び行政評価に係る事務を行

う事務局は、企画管理部企画調整課に置く。 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、進行管

理及び行政評価の実施に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

 



 
亀 岡 市 公 報 

 86 

第８８０号平成３０年５月１５日発行 

   附 則 

 

 この訓令は、平成３０年４月１日から施行す

る。 

 

 

 

 亀岡市訓令第１０号 

 

               庁中一般 

 

 電気工作物保安規程の一部を改正する訓令を

次のように定める。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

電気工作物保安規程の一部を改正

する訓令 

 

 電気工作物保安規程（昭和４０年亀岡市訓令

第９号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１条中「及び亀岡会館」及び「等」を削る。 

 第２条中「等」を削る。 

 第４条中「等」及び「又は会館」を削り、

「あたらせる」を「当たらせる」に改める。 

 第９条第１項中「一に」を「いずれかに」に

改める。 

 第１０条及び第１１条中「等」を削る。 

 第１２条第１項中「等」を削り、「あたつ

て」を「当たって」に改める。 

 第１３条第２項、第１５条、第１６条及び第

１８条中「等」を削る。 

 

   附 則 

 

 この訓令は、平成３０年４月１日から施行す

る。 

 

 

 

 亀岡市訓令第１１号 

 

               庁中一般 

 

 亀岡市簡易水道事業を亀岡市水道事業に統合

することに伴う関係訓令の整理に関する訓令を

次のように定める。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

亀岡市簡易水道事業を亀岡市水道

事業に統合することに伴う関係訓

令の整理に関する訓令 

 

（亀岡市男女共同参画推進本部設置要綱の一

部改正） 

第１条 亀岡市男女共同参画推進本部設置要綱

（平成１３年亀岡市訓令第１８号）の一部を

次のように改正する。 

 第３条第３項中「、上下水道事業管理者」

を削る。 

（亀岡市会計管理者の権限に属する事務の専

決等に関する規程の一部改正） 

第２条 亀岡市会計管理者の権限に属する事務

の専決等に関する規程（平成１８年亀岡市訓

令第４号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「上水道使用料、下水道使用料及

び簡易水道使用料」を「水道料金（飲料水供

給施設料金を含む。）及び下水道使用料（地

域下水道使用料を含む。）」に改める。 
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（亀岡市人権行政推進本部設置要綱の一部改

正） 

第３条 亀岡市人権行政推進本部設置要綱（平

成１４年亀岡市訓令第１７号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条第３項中「、上下水道事業管理者」

を削る。 

 

   附 則 

 

 この訓令は、平成３０年４月１日から施行す

る。 

 

 

 

 亀岡市訓令第１２号 

 

               庁中一般 

 

 亀岡市消防団員等表彰取扱規程の一部を改正

する訓令を次のように定める。 

 

   平成３０年４月２７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

亀岡市消防団員等表彰取扱規程の

一部を改正する訓令 

 

 亀岡市消防団員等表彰取扱規程（昭和５８年

亀岡市訓令第５号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 第３条第１項中第５号を第６号とし、第４号

を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

⑷ 従事表彰 

 消防団業務に従事し、功績が顕著と認め

られる者で、次のいずれかに該当するもの

に対し、表彰状を授与する。 

ア 親又は子が５年以上従事している者で、

本人が５年以上従事している者 

イ 兄弟姉妹が５年以上従事している者で、

本人が５年以上従事している者 

ウ 祖父又は祖母及び父又は母若しくは父

又は母及び子若しくは子及び孫若しくは

親及び子が団員又は団員であった者で、

本人が５年以上従事している者 

 第３条第２項中「前項第４号及び第５号」を

「前項第５号及び第６号」に改める。 
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         「 

 別記第６号様式中                     を 

                             」 

「 

                        に改める。 

                       」 

 

   附 則 

 

 この訓令は、平成３０年５月１日から施行する。 

 

功労・顕功・功績・従事・精勤・現場功労者

功労・顕功・功績・精勤・現場功労者
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公 告 
 

 亀岡市公告第１６号 

 

 狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）

第６条第７項の規定により、捕獲犬の抑留につ

いて通知を受けたので、同条第８項の規定によ

り公告する。 

 

   平成３０年４月１２日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 捕獲日時  平成３０年４月１１日 

        午前９時３０分 

２ 捕獲場所  亀岡市東別院町南掛落合 

３ 種  類  雑種 

４ 毛  色  茶白 

５ 性  別  雌 

６ 体  格  中 

７ 犬の鑑札  なし 

８ 注射済票  なし 

９ そ の 他  首輪なし 

 

（注意）公告期間満了の日の翌日（平成３０年

４月１３日）までに引取りのないときは

処分される。 

 

（連絡先）京都府南丹保健所環境衛生室 

電話番号０７７１－６２－４７５４ 

 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第１７号 

 

 一般競争入札（条件付き）にかかる特定建設工事共同企業体の公募について、次のとおり公告す

る。 

 なお、この工事は、亀岡市電子入札システムによる電子入札対象案件である。 

 

   平成３０年４月１９日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 工事の概要等 

⑴ 工 事 番 号  【合冊入札】 

          30文ス第1号 

          30教社第1号 

⑵ 工 事 名  亀岡会館除却等工事 

          中央公民館除却等工事 

⑶ 工 事 場 所  亀岡市内丸町地内 

⑷ 工 事 種 別  建築一式工事 

⑸ 工 事 概 要  【亀岡会館除却等工事】 

■亀岡会館除却工事 

 ①施設概要 

  構造・階数：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上4階 地下1階 

       ：敷 地 面 積 1,993㎡ 

       ：延べ床面積 5,527㎡ 

 ②工事概要 

  1)建築工事           一式 

  2)電気設備工事         一式 

  3)機械設備工事         一式 

■跡地駐車場整備工事 

 ①工事概要 

  1)建築工事           一式 

   アスファルト舗装工、カーゲートシステム設置工他 

  2)電気設備工事         一式 

   屋外灯設備 

【中央公民館除却等工事】 

■中央公民館除却工事 

 ①施設概要 

  構造・階数：鉄筋コンクリート造 地上2階 地下1階 
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       ：敷 地 面 積 1,037㎡ 

       ：延べ床面積 1,070㎡ 

 ②工事概要 

  1)建築工事           一式 

  2)電気設備工事         一式 

  3)機械設備工事         一式 

■跡地駐車場整備工事 

  1)建築工事           一式 

   擁壁工、アスファルト舗装工、歩道切下工他 

  2)電気設備工事         一式 

   屋外灯設備 

⑹ 工    期  30文ス第1号 契約日の翌日から平成31年9月30日まで 

          30教社第1号 契約日の翌日から平成31年9月30日まで 

⑺ 部 分 払  有 

          ・平成30年度出来高予定額に係る部分払  1回 

⑻ 前 金 払  有（保証事業会社の保証が必要） 

          第1回前払金 平成30年度出来高予定額に係る前払金 

          第2回前払金 平成31年度出来高予定額に係る前払金 

⑼ 中 間前金払  無 

⑽ 低制限価格  採用 

⑾ 入 札保証金  免除 

⑿ 契 約保証金   落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同

時に納入しなければならない。この場合において、銀行その他契約担当者

が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に

関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社

をいう。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工

事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った

場合は、契約保証金を免除する。 

⒀ 支給材料及び貸与品  無 

⒁ 契約書の要否  要 

 

２ 入札参加資格要件 

 特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）であって、次に掲げる要件等を満た

すものであること。 

⑴ 特定建設工事共同企業体の要件 

ア 平成30年度亀岡市建設工事入札参加資格審査において、「建築一式工事」の「Ａ等級」に

認定された者3者ないし4者による共同企業体とする。ただし、1者が複数の共同企業体の代
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表者又は構成員となることはできない。 

イ 共同企業体は、自主結成とする。 

ウ 構成員の出資比率は、全ての構成員が、20パーセント以上の出資比率であるものとする。 

エ 共同企業体入札参加申請書（以下「入札参加申請書」という。）等の提出期限日から開札

日までの期間において、亀岡市の指名停止を受けていないこと。 

⑵ 共同企業体の代表者の要件 

ア 平成30年度亀岡市建設工事入札参加資格審査において、「建築一式工事」の「Ａ等級」に

認定され、亀岡市内に本社（本店）を置く者であること。 

イ 主任技術者として、「建築一式工事」に係る主任技術者資格（国家資格者に限る。）を有

する自社と直接的かつ恒常的な雇用関係のある技術者を、工事現場に専任で配置できるもの

であること。また、下請総額が6,000万円以上となる場合に、監理技術者として、「建築一

式工事」に係る監理技術者資格を有する自社と直接的かつ恒常的な雇用関係のある技術者を、

工事現場に専任で配置できるものであること。 

ウ 出資比率が構成員中 大の者であること。 

⑶ 共同企業体の代表者以外の構成員の要件 

ア 平成30年度亀岡市建設工事入札参加資格審査において、「建築一式工事」の「Ａ等級」に

認定され、亀岡市内に本社（本店）を置く者であること。 

イ 主任技術者として、「建築一式工事」に係る主任技術者資格（国家資格者に限る。）を有

する自社と直接的かつ恒常的な雇用関係のある技術者を、工事現場に専任で配置できるもの

であること。 

⑷ 特定建設工事共同企業体の協定方式 

 協定書は、「特定建設工事共同企業体協定書（甲型）」による。共同企業体の名称は、「○

○・△△・□□特定建設工事共同企業体」とする。 

⑸ その他 

 一般競争入札（事後公表）公告共通事項（以下「共通事項」という。）のとおりとする。 

 

３ 入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴ 共同企業体入札参加申請書（別紙） 

⑵ 特定建設工事共同企業体協定書（甲型）（別紙） 

⑶ 技術者配置予定書（別紙） 

※ 入札参加資格確認申請時に配置予定技術者が特定できない場合には、複数の候補者を記載

することができるが、その場合は全ての候補者について、条件を満たしていなければならな

い。 

 技術者配置予定書に記載された現場代理人及び監理技術者（入札参加要件に特別な記載が

なく、下請総額が4,000万円（建築一式は6,000万円）未満の場合は主任技術者）は、契約工

期中、当該工事に専任できるものとし、他工事の現場代理人、監理技術者、主任技術者、営

業所の専任技術者等、重複の配置は認めない。 

 なお、平成26年3月1日以降、主任技術者に限り、工事の対象となる工作物に一体性若しく
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は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の

相互の間隔が10㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、これら

の工事について兼任することができる。 

 また、配置予定技術者は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を記載するこ

と。（恒常的な雇用関係とは、入札参加資格確認申請の日以前におおむね3箇月以上の雇用

関係があることをいう。） 

⑷ 配置予定技術者が持っている資格・免許等を証する書面等の写し 

※ 技術者配置予定書（別紙）に記載した資格・免許等に関するものを添付すること。 

※ 提出書類は、電子入札システムにより提出するものとするが、３の⑴、⑵については、押印

がある書類のＰＤＦ化したものを提出すること。 

 

４ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日・期限 等 手続の方法等 

入札参加資格確認申

請書等の配布期間 

平成30年4月19日（木） 

午後3時から 

共通事項2のとおり 

設計図書等の閲覧期

間 

平成30年4月19日（木）午後3時から 

なお、設計図書（図面）は、 

平成30年4月19日（木）午後3時から 

平成30年5月9日（水）午後5時15分まで 

（閉庁日・閉庁時間は除く。） 

共通事項2のとおり 

※設計図書（図面） 

亀岡市役所3階契約検

査課にて、平成30年度

亀岡市建設工事入札参

加資格審査において、

「建築一式工事」の

「Ａ等級」に認定され

たものに配布 

入札参加資格確認申

請書等の受付 

平成30年4月26日（木） 

午前9時から午後5時まで 

平成30年4月27日（金） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項3のとおり 

入札参加確認通知の

送付 

平成30年5月1日（火） 

午後5時までに電子入札システムにより通知 

 

質疑の受付 申請書等に関する質問 

平成30年4月25日（水）午後5時まで 

設計図書に関する質問 

平成30年5月2日（水）午後3時まで 

共通事項5-1のとおり 

質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

平成30年5月8日（火） 

午後5時まで 

共通事項5-1のとおり 
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入札期間 平成30年5月10日（木） 

午前9時から午後5時まで 

平成30年5月11日（金） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項6のとおり 

予定価格の公表 予定価格の公表： 

平成30年5月11日（金）午後4時以降 

入札情報公開システム

による 

予定価格に関する質

問の受付 

予定価格の公表をしたときから 

平成30年5月15日（火）正午まで 

共通事項5-2のとおり 

予定価格に関する質

問への回答 

平成30年5月16日（水）まで 共通事項5-2のとおり 

 【予定価格に関する質

問がないとき】 

【予定価格に関する質

問があるとき】 

 

開札日時 平成30年5月16日（水）

午前10時 

平成30年5月17日（木）

午前10時 

電子入札システムによ

る 

再度入札を行う場合

の入札期間 

平成30年5月17日（木）

午前9時から午後3時ま

で 

平成30年5月18日（金）

午前9時から午後3時ま

で 

共通事項6のとおり 

再度入札の開札日時 平成30年5月17日（木）

午後3時以降 

平成30年5月18日（金）

午後3時以降 

電子入札システムによ

る 

※ 設計図書（図面）については、平成30年4月19日（木）午後3時から平成30年5月9日（水）午

後5時15分までの間（閉庁日・閉庁時間は除く。）、亀岡市役所3階契約検査課にて、平成30年

度亀岡市建設工事入札参加資格審査において、「建築一式工事」の「Ａ等級」に認定されたも

のに配布する。受領の際、直接受領する者の印（認印でも可）を持参すること。 

（注）都合により開札日時を変更する場合は、開札までに連絡する。 

   入札システム停止時間帯は受付できない。 

 

５ 入札参加資格の確認 

 入札参加申請を受付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 

 なお、この入札参加資格の確認は、共同企業体入札参加申請書と技術者配置予定書により、基

本事項について確認を行い、資格の有無を審査したものであり、技術者配置予定書と確認資料に

よる詳細な審査は、開札後行うものである。 

 

６ 落札者の決定方法 

 入札金額が、予定価格の合計金額以下で 低制限価格の合計金額以上となっている、 低価格

の入札者を落札者とする。 

 

７ その他 

⑴ 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年亀岡市条例第1
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号）に該当する契約は、議会の議決を得るまでは仮契約とし、議会の議決を得た時にこれを本

契約とみなす。 

⑵ 落札者の決定後、当該入札に付する工事に係る契約の締結までの間において、当該落札者が

入札参加資格要件を満たさなくなった場合には、当該工事契約を締結しないことがある。 

⑶ 入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当工事の入札に参加できないとともに、亀岡

市の指名停止措置を行うことがある。 

⑷ 入札2日目の締切間際に電子入札の入札書の送信をしようとして、パソコントラブルにより

送信が間に合わず入札書不着になるケースも懸念されるので、入札書等は「原則として、入札

書受付期間の1日目に提出する」こととし「2日目は（1日目にトラブル等が発生した場合の）

予備日」として、必ず受付期間内に間に合うように提出すること。 

⑸ その他については、共通事項のとおりとする。 

 

（問い合わせ先） 

    亀岡市 企画管理部 契約検査課 （電話 0771-25-5041） 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第１８号 

 

 亀岡農業振興地域整備計画について、農業振興地域の整備に関する法律施行令（昭和４４年政令

第２５４号）第１０条の規定に該当する軽微な変更をしたので、農業振興地域の整備に関する法律

（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項で準用する同法第１２条の規定により公告し、当該変

更後の計画書を次により縦覧に供する。 

 

   平成３０年４月２５日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 縦覧期間 

平成３０年４月２５日以後、常時備え置くこととする。 

２ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市産業観光部農林振興課 

 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第１９号 

 

 一般競争入札（条件付き）を執行するので、次のとおり公告する。 

 なお、この工事は、亀岡市電子入札システムによる電子入札対象案件である。 

 

   平成３０年４月２７日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 工事の概要等 

⑴ 工 事 番 号  上施工第2号 

⑵ 工 事 名  千代川浄水場侵入防護柵整備工事 

⑶ 工 事 場 所  亀岡市千代川町地内 

⑷ 工 事 種 別  水道施設工事 

⑸ 工 事 概 要  侵入防護フェンス整備工事  1式 

⑹ 予定価格（税込）  5,378,400円 

          【入札書比較価格（税抜） 4,980,000円】 

⑺ 工    期  契約日の翌日から100日間 

⑻ 部  分  払  無 

⑼ 前  金  払  有（当該工事契約金額の40％以内 保証事業会社の保証が必要） 

⑽ 低制限価格  採用 

⑾ 入札保証金   免除 

⑿ 契約保証金    落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同

時に納入しなければならない。この場合において、銀行その他契約担当者

が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に

関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社

をいう。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工

事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った

場合は、契約保証金を免除する。 

⒀ 支給材料及び貸与品  無 

⒁ 契約書の要否  要 

 

２ 入札参加資格要件 

⑴ 平成30年度亀岡市建設工事入札参加資格審査において、「水道施設工事」の「Ｂ等級」に認

定された者であり、希望順位3位以上の亀岡市内に本社（本店）を置く者とする。また、入札

参加は単体とし、共同企業体は認めない。 

⑵ 「亀岡市水道施設等の事故に関する協定」を締結していること。 

⑶ 特記仕様書及び建設業法に基づく技術者の配置が可能であること。 



 
亀 岡 市 公 報 

 97

第８８０号平成３０年５月１５日発行 

⑷ 手持ち工事（水道施設工事）が1件以上ある場合は、入札に参加することができない。 

（※手持ち工事とは、亀岡市が実施する平成30年4月1日以降に発注された水道施設工事の競争

入札により落札した工事で、公告の日現在、工事完成届が未提出であるものをいう。ただし、

随意契約、ＪＶによるものや亀岡市長以外と契約予定で落札したものは手持ち工事に含まない。

また、公告日から開札日までの間に、他の水道施設工事の競争入札で落札した業者は、落札し

た時点で本案件への入札参加資格を失う。） 

⑸ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していないこと。 

⑹ 入札参加申請時において、国又は地方公共団体の指名停止期間中でないこと。 

 

３ 入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書 （別紙様式1） 

⑵ 配置予定技術者調書 （別紙様式2） 

※ 入札参加資格確認申請時に配置予定技術者が特定できない場合には、複数の候補者を記載

することができるが、その場合は全ての候補者について、条件を満たしていなければならな

い。 

 配置予定技術者調書に記載された現場代理人及び監理技術者（入札参加要件に特別な記載

がなく、下請総額が4,000万円（建築一式は6,000万円）未満の場合は主任技術者）は、契約

工期中、当該工事に専任できるものとし、他工事の現場代理人、監理技術者、主任技術者、

営業所の専任技術者等、重複の配置は認めない。 

 なお、平成26年3月1日以降、主任技術者に限り、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の

相互の間隔が10㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、これら

の工事について兼任することができる。 

 また、配置予定技術者は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を記載するこ

と。（恒常的な雇用関係とは、入札参加資格確認申請の日以前におおむね3箇月以上の雇用

関係があることをいう。） 

⑶ 配置予定技術者が持っている資格・免許等を証する書面等の写し 

※ 配置予定技術者調書（別紙様式2）に記載した資格・免許等に関するものを添付すること。 

 

４ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日・期限 等 手続の方法等 

入札参加資格確認申請書等

の配布期間 

平成30年4月27日（金） 

午後1時から 

共通事項2のとおり 

設計図書等の閲覧期間 平成30年4月27日（金） 

午後1時から 

共通事項2のとおり 

入札参加資格確認申請書等

の受付 

平成30年5月8日（火） 

午前9時から午後5時まで 

平成30年5月9日（水） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項3のとおり 
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入札参加確認通知の送付 平成30年5月10日（木） 

午後5時までに電子入札システムに

より通知 

 

質疑の受付 申請書等に関する質問 

平成30年5月7日（月） 

午後5時まで 

設計図書に関する質問 

平成30年5月11日（金） 

午後3時まで 

共通事項5のとおり 

質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

平成30年5月14日（月） 

午後5時まで 

共通事項5のとおり 

入札期間 平成30年5月16日（水） 

午前9時から午後5時まで 

平成30年5月17日（木） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項6のとおり 

開札日時 平成30年5月18日（金） 

午前10時00分 

電子入札システムによる

（注）都合により開札日時を変更する場合は、入札3日前までに連絡する。 

   入札システム停止時間帯は受付できない。 

 

５ 入札参加資格の確認 

 入札参加申請を受付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 

 なお、この入札参加資格の確認は、一般競争入札参加資格確認申請書と配置予定技術者調書に

より、基本事項について確認を行い、資格の有無を審査したものであり、配置予定技術者調書と

確認資料による詳細な審査は、開札後行うものである。 

 

６ 落札者の決定方法 

 予定価格の制限の範囲内で、 低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、 低制

限価格未満で入札した者は失格とする。 

 

７ その他 

⑴ 落札者の決定後、当該入札に付する工事に係る契約の締結までの間において、当該落札者が

入札参加資格要件を満たさなくなった場合には、当該工事契約を締結しないことがある。 

⑵ 入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当工事の入札に参加できないとともに、亀岡

市の指名停止措置を行うことがある。 

⑶ 2日目の締切間際に電子入札の入札書の送信をしようとして、パソコントラブルにより送信

が間に合わず入札書不着になるケースも懸念されるので、入札書等は「原則として、入札書受

付期間の1日目に提出する」こととし「2日目は（1日目にトラブル等が発生した場合の）予備
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日」として、必ず受付期間内に間に合うように提出すること。 

⑷ その他については、共通事項のとおりとする。 

 

（問い合わせ先） 

    亀岡市 企画管理部 契約検査課 （電話 0771-25-5041） 

 

「掲示済」 
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任免及び辞令 
 

             井 口 茂 男 

             大 迫   徹 

             酒 井 忠 繁 

             清 水   勝 

（各 通）
        中 川 征 男 

             玉 田 初 子 

             松 井 春 樹 

             三 浦 邦 俊 

             森 本 克 子 

             近 藤 光 美 

亀岡市身体障害者相談員に委嘱します 

任期は平成３２年３月３１日までとします 

             北 川 喜美代 

（各 通）
        芝 田 文 恵 

             細 見 真紀美 

             山 内 節 子 

亀岡市知的障害者相談員に委嘱します 

任期は平成３２年３月３１日までとします 

（各 通）
        谷 口 裕 美 

             渡 邉 春 代 

亀岡市精神障害者相談員に委嘱します 

任期は平成３２年３月３１日までとします 

             宇佐美 年樹子 

             山 口 浩 和 

             小多田 篤 宏 

             溝 口 哲 弘 

             浅 田 美佐保 

             木 村 和 子 

（各 通）        間 野 恒 夫 

             奈 佐 敦 子 

             柳 原 邦 弘 

             栗 林 昌 宏 

             奥 野 正 三 

             田 中 秀 幸 

             中 川 重 昭 

             渡 邉 勇 次 

             松 永 枝美子 

             川 人 岳 雄 

             平 井 和 夫 

             松 本 文 夫 

             名 倉 大 道 

             蔭 山 正 樹 

             野々村 展 弘 

（各 通）
        関     彰 

             高 桑 伸 一 

             竹 原 将 司 

             福 田 明 美 

             斎 藤 嘉 德 

             阿 田 眞 浩 

             服 部 竜 一 

             仲 川   吏 

             林 家 利 憲 

             沼 田 聡 祉 

亀岡市スポーツ推進委員に委嘱します 

任期は平成３２年３月３１日までとします 

             清良井 利 之 

亀岡市地域公共交通会議委員の委嘱を解きます 

             岩 﨑 靖 彦 

亀岡市地域公共交通会議委員に委嘱します 

任期は平成３１年７月２０日までとします 

             山 田 二 朗 

亀岡市観光行政の円滑な推進に資するため亀岡

市参与に委嘱します 

任期は平成３１年３月３１日までとします 

             山 本 由美子 

亀岡市監査委員に選任します 

（各 通）
        江 口 昌 道 

             北 村 真 也 

亀岡市教育委員会委員に任命します 

   平成３０年４月１日 
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             山 田 百 十 

亀岡市固定資産評価審査委員会委員に選任しま

す 

   平成３０年４月４日 

 

             小 川   泉 

亀岡市行政改革推進委員の委嘱を解きます 

   平成３０年４月２７日 

監査委員欄 
 

公 表 
 

 亀岡市監査公表第４号 

 

 地方自治法第１９９条第５項の規定による監

査を都市監査基準に準拠して実施したので、そ

の結果を同条第９項の規定により公表する。 

 

   平成３０年４月１３日 

 

      亀岡市監査委員 関本 孝一 

      亀岡市監査委員 山本由美子 

 

１ 監査の種類 

平成３０年度随時監査 

２ 監査の対象 

 平成２９年度末現在における棚卸状況につ

いて 

⑴ 上下水道部の貯蔵品（緊急修繕用材料及

びメーター） 

⑵ 市立病院の医薬品・診療材料 

３ 監査の着眼点 

 貯蔵品等について、適正な在庫管理が行わ

れているか。 

４ 監査の主な実施内容 

 監査対象について、現地で担当課への聴取

を行い、在庫管理状況の確認を行った。 

５ 監査実施日 

 平成３０年４月１０日（火） 

６ 監査の結果 

 上下水道部の貯蔵品（緊急修繕用材料及び

メーター）及び市立病院の医薬品・診療材料

の棚卸状況について監査を実施したところ、

適正であった。 

 

「掲示済」 
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教育委員会欄 
 

任免及び辞令 
 

             西 垣 逸 郎 

亀岡市立亀岡小学校学校医に委嘱します 

             藤 原 史 博 

亀岡市立安詳小学校学校医に委嘱します 

             平 田 正 弘 

亀岡市立東別院小学校学校医に委嘱します 

             栗 山 卓 弥 

亀岡市立西別院小学校学校医に委嘱します 

             福 島 達 夫 

亀岡市立曽我部小学校学校医に委嘱します 

             佐 藤 俊 之 

亀岡市立吉川小学校学校医に委嘱します 

             佐 藤 明 美 

亀岡市立薭田野小学校学校医に委嘱します 

             調   早 苗 

亀岡市立本梅小学校学校医に委嘱します 

             佐 藤 俊 之 

亀岡市立畑野小学校学校医に委嘱します 

             吉 岡 隆 行 

亀岡市立青野小学校学校医に委嘱します 

             東 原 博 司 

亀岡市立大井小学校学校医に委嘱します 

             森 戸 俊 典 

亀岡市立千代川小学校学校医に委嘱します 

             白 川 和 夫 

亀岡市立保津小学校学校医に委嘱します 

             樋 垣 泰 伸 

亀岡市立つつじケ丘小学校学校医に委嘱します 

             上 原 久 和 

亀岡市立城西小学校学校医に委嘱します 

             植 木 孝 宜 

亀岡市立詳徳小学校学校医に委嘱します 

             飯 野   茂 

亀岡市立南つつじケ丘小学校学校医に委嘱しま

す 

             飯 野   讓 

亀岡市立亀岡中学校学校医に委嘱します 

             平 岡   聡 

亀岡市立別院中学校学校医に委嘱します 

             吉 岡 克 己 

亀岡市立南桑中学校学校医に委嘱します 

             調   幸 治 

亀岡市立育親中学校学校医に委嘱します 

             十 倉 佳 史 

亀岡市立東輝中学校学校医に委嘱します 

             文 字   直 

亀岡市立大成中学校学校医に委嘱します 

             加 藤 啓一郎 

亀岡市立詳徳中学校学校医に委嘱します 

             中 川 裕  

亀岡市立亀岡川東学園学校医に委嘱します 

             嶋 村 浩 一 

亀岡市立亀岡小学校学校歯科医に委嘱します 

             並 河 治 之 

亀岡市立安詳小学校学校歯科医に委嘱します 

             前 川 眞 司 

亀岡市立東別院小学校学校歯科医に委嘱します 

             脇   新 五 

亀岡市立西別院小学校学校歯科医に委嘱します 

             内 藤 春 生 

亀岡市立曽我部小学校学校歯科医に委嘱します 

             荻 野   茂 

亀岡市立吉川小学校学校歯科医に委嘱します 

             天 野   浩 

亀岡市立薭田野小学校学校歯科医に委嘱します 

             斎 藤 義 裕 

亀岡市立本梅小学校学校歯科医に委嘱します 

             藤 田 幸 彦 

亀岡市立畑野小学校学校歯科医に委嘱します 
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             細 木 一 成 

亀岡市立青野小学校学校歯科医に委嘱します 

             遠 坂   豊 

亀岡市立大井小学校学校歯科医に委嘱します 

             浦 田 眞 幸 

亀岡市立千代川小学校学校歯科医に委嘱します 

             石 川 清 之 

亀岡市立保津小学校学校歯科医に委嘱します 

             河 野 弘 之 

亀岡市立つつじケ丘小学校学校歯科医に委嘱し

ます 

             中 川 幹 也 

亀岡市立城西小学校学校歯科医に委嘱します 

             池 田 利 夫 

亀岡市立詳徳小学校学校歯科医に委嘱します 

             前 田 文 義 

亀岡市立南つつじケ丘小学校学校歯科医に委嘱

します 

             安 井 明 平 

亀岡市立亀岡中学校学校歯科医に委嘱します 

             田 中 恵 一 

亀岡市立別院中学校学校歯科医に委嘱します 

             永 田 篤 司 

亀岡市立南桑中学校学校歯科医に委嘱します 

             西 田 幸 弘 

亀岡市立育親中学校学校歯科医に委嘱します 

             中 川 博 友 

亀岡市立東輝中学校学校歯科医に委嘱します 

             吉 田 龍 児 

亀岡市立大成中学校学校歯科医に委嘱します 

             岡 本 眞 和 

亀岡市立詳徳中学校学校歯科医に委嘱します 

             植 村 正 敏 

亀岡市立亀岡川東学園学校歯科医に委嘱します 

             中 島 惟 貴 

亀岡市立亀岡小学校学校薬剤師に委嘱します 

             藤 本   亮 

亀岡市立安詳小学校学校薬剤師に委嘱します 

             安 達 整 実 

亀岡市立東別院小学校学校薬剤師に委嘱します 

             天 野 順 介 

亀岡市立西別院小学校学校薬剤師に委嘱します 

             塚 原 泰 宏 

亀岡市立曽我部小学校学校薬剤師に委嘱します 

             原   満 帆 

亀岡市立吉川小学校学校薬剤師に委嘱します 

             石 田 奈 緒 

亀岡市立薭田野小学校学校薬剤師に委嘱します 

             片 山   徹 

亀岡市立本梅小学校学校薬剤師に委嘱します 

             高 本 亜由美 

亀岡市立畑野小学校学校薬剤師に委嘱します 

             森   麻由子 

亀岡市立青野小学校学校薬剤師に委嘱します 

             中 西 暢 之 

亀岡市立大井小学校学校薬剤師に委嘱します 

             國 代 一 祥 

亀岡市立千代川小学校学校薬剤師に委嘱します 

             中 川 喜よ美 

亀岡市立保津小学校学校薬剤師に委嘱します 

             能 勢 悠 介 

亀岡市立つつじケ丘小学校学校薬剤師に委嘱し

ます 

             望 月 英 孝 

亀岡市立城西小学校学校薬剤師に委嘱します 

             山 口 徳 人 

亀岡市立詳徳小学校学校薬剤師に委嘱します 

             廣 瀬 裕 之 

亀岡市立南つつじケ丘小学校学校薬剤師に委嘱

します 

             能 勢 悠 介 

亀岡市立亀岡中学校学校薬剤師に委嘱します 

             浅 井 直 子 

亀岡市立別院中学校学校薬剤師に委嘱します 

             寺 田 希久子 

亀岡市立南桑中学校学校薬剤師に委嘱します 
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             神 田 孝 泰 

亀岡市立育親中学校学校薬剤師に委嘱します 

             藤 本   亮 

亀岡市立東輝中学校学校薬剤師に委嘱します 

             望 月 英 孝 

亀岡市立大成中学校学校薬剤師に委嘱します 

             鮫 島 孝 仁 

亀岡市立詳徳中学校学校薬剤師に委嘱します 

             寺 田 希久子 

亀岡市立亀岡川東学園学校薬剤師に委嘱します 

   平成３０年４月１日 

選挙管理委員会欄 
 

告 示 
 

 亀岡市選挙管理委員会告示第１６号 

 

 平成３０年４月８日執行の京都府知事選挙の

亀岡市開票区においては、公職選挙法第６２条

第２項、第４項又は第５項の規定による開票立

会人を定めるくじは、行わない。 

 

   平成３０年４月５日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第１７号 

 

 平成３０年４月８日執行の京都府知事選挙の

開票の日時を次のように変更する。 

 

   平成３０年４月８日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

開票日時  平成３０年４月８日 

      午後９時００分 

 

「掲示済」 
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農業委員会欄 
 

公 告 
 

 亀岡市農業委員会公告第４号 

 

 第７１回亀岡市農業委員会総会を下記のとお

り公告する。 

 

   平成３０年４月４日 

 

          亀岡市農業委員会 

            会長 酒井省五 

 

記 

 

１ 日 時 

   平成３０年４月９日（月） 

   午後１時３０分から 

２ 場 所 

   亀岡市役所 ３階 

   ３０２・３０３会議室 

３ 議 題 

⑴ 農地法第１８条第６項の規定による通知

の承認について 

⑵ 農地法第３条の規定による許可申請に係

る許可について 

⑶ 亀岡市農地利用 適化推進委員の辞職に

ついて 

 

「掲示済」 

 亀岡市農業委員会公告第５号 

 

 第７２回亀岡市農業委員会総会を下記のとお

り公告する。 

 

   平成３０年４月２７日 

 

          亀岡市農業委員会 

            会長 酒井省五 

 

記 

 

１ 日 時 

   平成３０年５月７日（月） 

   午後１時３０分から 

２ 場 所 

   亀岡市役所 ６階 

   ６０２・６０３会議室 

３ 議 題 

⑴ 農地法第１８条第６項の規定による通知

の承認について 

⑵ 農地法第３条の規定による許可申請に係

る許可について 

⑶ 農地法第５条の規定による許可申請に係

る意見について 

⑷ 亀岡市農地利用 適化推進委員の委嘱に

ついて 

 

「掲示済」 
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上下水道部欄 
 

規 程 
 

 亀岡市上下水道事業の設置等に関する条例等の施行に伴う関係上下水道事業管理規程の整備に関

する規程を次のように定める。 

 

   平成３０年４月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市上下水道事業管理規程第２号 

 

亀岡市上下水道事業の設置等に関する条例等の施行に伴う関係上下水道事業管理規程

の整備に関する規程 

 

（亀岡市上下水道部処務規程の一部改正） 

第１条 亀岡市上下水道部処務規程（昭和４８年亀岡市水道事業管理規程第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表第１中 

「 

水道総務係 計画係 施設係 整備管理係 

下水道総務係 施設整備係 

                             」を 

「 

水道総務係 計画係 浄水係 配水係 

下水道総務係 管渠係 

                             」に改める。 

 別表第２を次のように改める。 
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別
表
第
２
（
第
６
条

関
係
）
 

課
 

分
掌
事
務
 

総
務
・
経
営
課
 

公
印
に
関
す
る
こ
と
。
 

 

文
書
の
収
受
発
送
及
び
整
理
保

存
に
関
す
る
こ
と
。
 

職
員
の
人
事
、
給
与
、
服
務
及

び
研
修
に
関
す
る
こ
と
。
 

労
働
組
合
に
関
す
る
こ
と
。
 

 
規
程
そ
の
他
例
規
の
制
定
改
廃

に
関
す
る
こ
と
。
 

 

庁
舎
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

 

予
算
編
成
及
び
執
行
管
理
に
関

す
る
こ
と
。
 

決
算
及
び
財
務
諸
表
の
作
成
に

関
す
る
こ
と
。
 

経
営
分
析
及
び
経
営
計
画
に
関

す
る
こ
と
。
 

起
債
及
び
一
時
借
入
金
に
関
す

る
こ
と
。
 

上
下
水
道
事
業
の
固
定
資
産
台

帳
に
関
す
る
こ
と
。
 

上
下
水
道
事
業
経
営
審
議
会
に

関
す
る
こ
と
。
 

業
務
統
計
に
関
す
る
こ
と
。
 

上
下
水
道
事
業
出
納
取
扱
金
融

機
関
及
び
収
納
取
扱
金
融
機
関
に
関
す
る
こ
と
。
 

現
金
及
び
有
価
証
券
の
出
納
保

管
並
び
に
小
切
手
の
振
出
し
に
関
す
る
こ
と
。
 

部
内
他
課
の
主
管
に
属
さ
な
い

事
務
に
関
す
る
こ
と
。
 

部
の
総
務
担
当
課
事
務
に
関
す

る
こ
と
。
 

お
客

様
サ

ー
ビ

ス
課
 

水
道
及
び
下
水
道
の
使
用
の
開

始
及
び
中
止
等
に
関
す
る
こ
と
。
 

水
道
メ
ー
タ
ー
等
の
点
検
並
び

に
使
用
水
量
及
び
排
水
量
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。
 

水
道
メ
ー
タ
ー
の
設
置
及
び
取

替
え
並
び
に
在
庫
管
理
に
関
す
る
こ
と
。
 

給
水
装
置
並
び
に
排
水
設
備
及

び
除
外
施
設
に
関
す
る
こ
と
。
 

給
水
管
及
び
公
共
汚

水
ま
す
等
の
維
持

管
理
に
関

す
る
こ
と
（
他
の

主
管
に

属
す
る
も

の
を
除
く
。
）
。
 

指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
及

び
下
水
道
排
水
設
備
指
定
工
事
業
者
に
関
す
る
こ
と
。

水
道
料
金
及
び
加
入
金
、
下
水
道
使
用
料
及
び
受
益
者
負
担
金

並
び
に
手
数
料
の
徴
収
、

収
納
、
減
免
、
督
促
及
び
滞
納

整
理
に
関
す
る
こ
と
。
 

上
下
水
道
お
客
様
セ
ン
タ
ー
に

関
す
る
こ
と
。
 

予
納
金
の
精
算
に
関
す
る
こ
と

。
 

家
庭
用
取
水
施
設
等
整
備
事
業

の
補
助
金
に
関
す
る
こ
と
。
 

専
用
水
道
及
び
簡
易
専
用
水
道

に
関
す
る
こ
と
。
 

飲
用
井
戸
等
に
関
す
る
こ
と
。

 

開
発
行
為
の
協
議
に
関
す
る
こ

と
。
 

公
共
汚
水
ま
す
及
び
取
付
管
の

新
設
等
に
関
す
る
こ
と
。
 

水
洗
便
所
改
造
資
金
の
融
資
あ

っ
せ
ん
に
関
す
る
こ
と
。
 

水
洗
化
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

 

 

 

水
道
課
 

水
道
事
業
の
基

本
計
画
及
び
事

業
認
可
に
関

す
る
こ
と
。
 

 

配
水
施
設
の
整

備
、
維
持
管
理

及
び
改
築
更

新
に
関
す
る
こ

と
。
 

配
水
計
画
に
関

す
る
こ
と
。
 

水
道
未
普
及
地

域
対
策
に
関
す

る
こ
と
。
 

家
庭
用
取
水
施

設
等
整
備
事
業

の
補
助
金
の

指
導
に
関
す
る

こ
と
。
 

 

開
発
行
為
の
協

議
に
関
す
る
こ

と
。
 

給
配
水
管
の
布

設
替
及
び
維
持

管
理
に
関
す

る
こ
と
。
 

漏
水
対
策
に
関

す
る
こ
と
。
 

浄
水
施
設
の
運

営
、
維
持
管
理

及
び
改
築
更

新
に
関
す
る
こ

と
。
 

水
源
の
保
全
に

関
す
る
こ
と
。

 

原
水
及
び
浄
水

等
の
水
質
検
査

に
関
す
る
こ

と
。
 

配
水
記
録
の
整

理
及
び
報
告
に

関
す
る
こ
と

。
 

下
水
道
課
 

下
水
道
事
業
の

調
査
及
び
計
画

に
関
す
る
こ

と
。
 

 

下
水
道
事
業
計

画
の
策
定
及
び

協
議
に
関
す

る
こ
と
。
 

下
水
道
に
係
る

開
発
行
為
の
協

議
に
関
す
る

こ
と
。
 

下
水
道
台
帳
に

関
す
る
こ
と
。

 

下
水
道
関
係
諸

団
体
と
の
連
絡

調
整
に
関
す

る
こ
と
。
 

下
水
道
管
渠
等

の
整
備
、
維
持

管
理
及
び
改

築
更
新
に
関
す

る
こ
と
。
 

年
谷
浄
化
セ
ン

タ
ー
に
関
す
る

こ
と
。
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（亀岡市上下水道部決裁規程の一部改正） 

第２条 亀岡市上下水道部決裁規程（昭和４８

年亀岡市水道事業管理規程第３号）の一部を

次のように改正する。 

 第９条中「主管事務に係る」を削り、第１

号及び第２号を削り、第３号を第１号とし、

同条第４号中「上水道事業会計」を「水道事

業会計」に改め、「、簡易水道事業特別会

計」を削り、同号を同条第２号とし、同条第

５号を削り、同条第６号を同条第３号とし、

同条第７号を削る。 

 第１１条中「主管事務に係る」を削り、同

条第１号中「の新設、増設、移転及び廃止の

許可、施行並びに」を「工事の承認、施行及

び」に改め、同条第２号中「メーター」を

「水道メーター」に改め、同条第３号中「水

道加入金の調定及び徴収」を「水道料金及び

加入金、下水道使用料及び受益者負担金並び

に手数料の調定、納入通知及び督促」に改め、

同条第４号から第６号までを削り、同条第７

号中「水量」を「使用水量及び排水量」に改

め、同号を同条第４号とし、同条第８号中

「下水道」を「所管」に、「及び検査（別に

定めるものを除く。）」を「、中止命令及び

関係者への通知」に改め、「（下水道課長所

管分を除く。）」を削り、同号を同条第５号

とし、同条第９号及び第１０号を削り、同条

第１１号中「排水設備工事」を「排水設備等

の」に改め、「設備工事の竣工」を削り、同

号を同条第６号とし、同条第１２号を削る。 

 第１２条中「主管事務に係る」を削り、同

条第１号中「水道」を「所管」に、「及び検

査」を「、中止命令及び関係者への通知」に

改め、同条第４号及び第５号を削る。 

 第１３条中「主管事務に係る次の事項」を

「所管工事の調査、設計、監督、中止命令及

び関係者への通知に関すること」に改め、同

条各号を削る。 

（亀岡市上下水道事業管理規程で定める様式

における敬称の取扱いの特例に関する規程の

一部改正） 

第３条 亀岡市上下水道事業管理規程で定める

様式における敬称の取扱いの特例に関する規

程（平成１８年亀岡市上下水道事業管理規程

第１号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「上下水道事業管理者」を「水道

事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市

長」に改める。 

（亀岡市上下水道部公印規程の一部改正） 

第４条 亀岡市上下水道部公印規程（平成８年

亀岡市公営企業管理規程第５号）の一部を次

のように改正する。 

 第６条第１項中「しよう」を「使用しよ

う」に改め、同条第２項中「押印しては」を

「押印し、又は押印させては」に改める。 

 別表中 

「 

             を 

            」 

「 

 

             に、 

 

            」 

「 

             を 

            」 

「 

 

             に改める。 

 

 

            」 

 

亀岡市長名をもって 

する文書 

水道事業及び下水道

事業の管理者の権限

を行う亀岡市長名を

もってする文書 

亀岡市長職務代理者

名をもってする文書 

水道事業及び下水道

事業の管理者の権限

を行う亀岡市長職務

代理者名をもってす

る文書 
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（亀岡市上下水道部庁舎管理規程の一部改正） 

第５条 亀岡市上下水道部庁舎管理規程（昭和

５２年亀岡市水道事業管理規程第１号）の一

部を次のように改正する。 

 第２条第２号中「水道事業及び下水道事業

に従事する職員並びに市長の権限に属する事

務のうち上下水道部で分掌するものに従事す

る職員並びに」を「上下水道部の職員及び」

に改める。 

 第３条中「上下水道事業管理者」を「水道

事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市

長」に改める。 

 第６条中「宿直室、」を削る。 

（亀岡市上下水道部聴聞規程の一部改正） 

第６条 亀岡市上下水道部聴聞規程（平成９年

亀岡市公営企業管理規程第４号）の一部を次

のように改正する。 

 本則中「亀岡市上下水道事業の」を「上下

水道部における」に、「、公営企業管理規程

及び上下水道事業管理規程」を「（地方公営

企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１０

条に規定する企業管理規程を含む。）」に、

「上下水道事業管理者」を「水道事業及び下

水道事業の管理者の権限を行う市長」に改め

る。 

（亀岡市上下水道お客様センター設置規程の

一部改正） 

第７条 亀岡市上下水道お客様センター設置規

程（平成２３年亀岡市上下水道事業管理規程

第４号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第２号中「給水装置等の使用開始及

び廃止」を「水道及び下水道の使用の開始及

び中止」に改め、同条第３号中「検針及び」

を「点検並びに」に改め、「使用水量」の次

に「及び排水量」を加える。 

（亀岡市上下水道部臨時的任用職員等取扱規

程の一部改正） 

第８条 亀岡市上下水道部臨時的任用職員等取

扱規程（平成１２年亀岡市公営企業管理規程

第３号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「亀岡市上下水道部」を「上下水

道部」に改める。 

 第２条中「亀岡市上下水道部」を「上下水

道部」に、「亀岡市」を「市長事務部局」に

改める。 

（亀岡市上下水道部職員就業規程の一部改正） 

第９条 亀岡市上下水道部職員就業規程（昭和

５８年亀岡市公営企業管理規程第９号）の一

部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「亀岡市上下水道部に勤務

する職員のうち、地方公営企業法（昭和２７

年法律第２９２号）第１５条に規定する」を

「上下水道部の」に、「非常勤職員及び臨時

的任用職員」を「臨時的任用職員及び非常勤

職員」に改め、同条第２項中「非常勤職員及

び臨時的任用職員」を「臨時的任用職員及び

非常勤職員」に、「上下水道事業管理者」を

「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を

行う市長」に改める。 

 第２９条第１項に次のただし書を加える。 

 ただし、病気その他所属長においてやむ

を得ない理由があると認めたときは、この

限りでない。 

 第２９条中第２項を削り、第３項を第２項

とする。 

（亀岡市上下水道部職員希望降任制度実施規

程の一部改正） 

第１０条 亀岡市上下水道部職員希望降任制度

実施規程（平成１８年亀岡市上下水道事業管

理規程第７号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「亀岡市上下水道部職員」を「上

下水道部の職員」に改める。 
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（亀岡市上下水道部職員被服等貸与規程の一部改正） 

第１１条 亀岡市上下水道部職員被服等貸与規程（昭和４７年亀岡市水道事業管理規程第７号）の

一部を次のように改正する。 

 第１条中「職務執行上必要と認める職員（嘱託職員及び臨時的任用職員」を「上下水道部の職

員（臨時的任用職員及び非常勤職員」に改める。 

 第２条第１項中「貸与被服及び貸与品（以下「貸与被服等」という。）の種類及び貸与期間等

については、別表第１及び別表第２」を「貸与被服等の種類、数量及び貸与期間については、別

表」に改め、同条第２項及び第３項を削る。 

 第４条中「上下水道事業管理者」を「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」に

改める。 

 別表第２を削り、別表第１を別表とし、同表を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

 貸与被服等の種類、数量、貸与期間 

貸与対象者 種類 数量 貸与期間 

上下水道部職員 

上衣 １着 管理者の認める期間 

作業服上下 １着 １年以上 

盛夏作業服上衣 １着 １年以上 

防寒服上下 １着 ４年以上 

雨衣 １着 ３年以上 

ゴム半長靴 １足 ２年以上 

シューズ １足 ２年以上 

ヘルメット １個 ５年以上 

 

（亀岡市上下水道部の企業職員の特殊勤務手当に関する規程の一部改正） 

第１２条 亀岡市上下水道部の企業職員の特殊勤務手当に関する規程（昭和４７年亀岡市水道事業

管理規程第３号）の一部を次のように改正する。 

 第４条中「上下水道事業管理者」を「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」に

改める。 

（亀岡市上下水道部の企業職員の旅費に関する規程の一部改正） 

第１３条 亀岡市上下水道部の企業職員の旅費に関する規程（昭和４７年亀岡市水道事業管理規程

第４号）の一部を次のように改正する。 

 第１条及び第２条中「亀岡市上下水道部」を「上下水道部」に改める。 

（亀岡市上下水道事業会計規程の一部改正） 

第１４条 亀岡市上下水道事業会計規程（平成２６年亀岡市上下水道事業管理規程第３号）の一部

を次のように改正する。 

 第１条中「亀岡市水道事業及び亀岡市下水道事業」を「亀岡市上下水道事業の設置等に関する

条例（平成２９年亀岡市条例第３１号）第１条に規定する上下水道事業」に改める。 

 第４条第２項を次のように改める。 
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２ 企業出納員は、会計課長及び総務・経営

課長（会計課長又は総務・経営課長に事故

があるとき又は欠けたときは、水道事業及

び下水道事業の管理者の権限を行う市長

（次条及び第８８条を除き、以下「管理

者」という。）が任命する会計課又は総

務・経営課の職員）をもって充てる。 

 第４条第５項中「第３項」を「第５項」に

改め、同項を同条第７項とし、同条第４項中

「事業の会計及び財務に係る事務の一部に従

事する市長事務部局」を「会計課長及び企業

出納員の事務を補助する会計課」に、「亀岡

市企業職員」を「上下水道部の職員」に改め、

同項を同条第６項とし、同条第３項を同条第

５項とし、同条第２項の次に次の２項を加え

る。 

３ 会計課長は、事業に関する出納事務を掌

る。 

４ 総務・経営課長は、会計課長の掌る事務

以外の出納その他会計事務を掌る。 

 第６条の次に次の１条を加える。 

 （資金の繰替運用） 

第６条の２ 水道事業又は下水道事業の各会

計の資金に過不足があるときは、相互に繰

替運用することができる。 

２ 前項の場合において、市中金利の範囲内

で利子を付することができる。 

 第７条第２項中「水道事業及び下水道事

業」を「上下水道事業」に改める。 

 第１０条第１項中「、入庫伝票及び出庫伝

票」を削り、同条第５項及び第６項を削る。 

 第１３条第１項各号を次のように改める。 

⑴ 収入予算執行整理簿 

⑵ 支出予算執行整理簿 

⑶ 総勘定元帳 

⑷ 内訳簿 

⑸ 現金預金出納簿 

⑹ 固定資産台帳 

⑺ 企業債台帳 

 第１３条第３項中「は、企業出納員が整理

し」を「のうち、第１項は企業出納員が、そ

の他の帳簿は主管課長が整理し」に改める。 

 第１５条（見出しを含む。）、第１７条及

び第２２条中「総勘定内訳簿」を「内訳簿」

に改める。 

 第２４条第１項中「企業出納員」を「主管

課長」に改め、同条第２項中「企業出納員」

を「主管課長」に、「総勘定内訳簿」を「内

訳簿」に、「収入予算差引簿、収納明細表及

び調定明細表」を「収入予算執行整理簿」に

改め、同条第３項中「調定を」の次に「取り

消し、又は」を加える。 

 第２５条及び第２６条中「企業出納員」を

「主管課長」に改める。 

 第２７条の見出し中「納付」を「収納」に、

同条第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定により口座振替の方法により

収納する場合の事務の取り扱いについては、

管理者が別に定める。 

 第２８条の見出し中「納付」を「収納」に

改める。 

 第２９条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、口座振替の方

法により納付を受けた場合は、領収書を交

付しないことができる。 

 第３１条中「当該収入伝票に」の次に「よ

り」を加え、「総勘定内訳簿のほか収納明細

表及び調定明細表」を「内訳簿」に改める。 

 第３２条第１項中「企業出納員」を「主管

課長」に、「総勘定内訳簿」を「内訳簿」に、

「収入予算差引簿又は支出予算差引簿」を

「収入予算執行整理簿又は支出予算執行整理

簿」に改める。 

 第３４条第６項中「総勘定内訳簿のほか収

納明細表及び調定明細表」を「内訳簿」に改

める。 
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 第３５条中「企業出納員」を「主管課長」

に、「総勘定内訳簿」を「内訳簿」に、「支

出予算差引簿、収納明細表及び調定明細表」

を「支出予算執行整理簿」に改める。 

 第３６条第１項中「企業出納員」を「主管

課長」に、「支出予算差引簿」を「支出予算

執行整理簿」に改め、同条第２項中「企業出

納員」を「主管課長」に、「総勘定内訳簿」

を「内訳簿」に、「支出予算差引簿」を「支

出予算執行整理簿」に改める。 

 第３７条第１項中「企業出納員」を「主管

課長」に、同条第４項中「現預金出納簿」を

「現金預金出納簿」に改める。 

 第４２条第１項及び第２項中「企業出納

員」を「主管課長」に、同条第３項中「企業

出納員」を「主管課長」に、「総勘定内訳

簿」を「内訳簿」に、「支出予算差引簿、振

替一覧表及び現預金出納簿」を「支出予算執

行整理簿及び現金預金出納簿」に改める。 

 第５４条第１項中「企業出納員」を「主管

課長」に、「支出予算差引簿又は収入予算差

引簿」を「支出予算執行整理簿又は収入予算

執行整理簿」に改める。 

 第５５条中「企業出納員」を「主管課長」

に改める。 

 第５９条中「前条第１項の規定により預

り」を「前条の」に改める。 

 第６１条第１項第２号を次のように改める。 

⑵ 水道メーター 

 第６８条中「支出予算差引簿」を「支出予

算執行整理簿」に改める。 

 第６９条第４号中「評価額」を「見積価

額」に改める。 

 第７１条中「支出予算差引簿」を「支出予

算執行整理簿」に改める。 

 第７３条中第１項を削り、第２項を第１項

とし、同条第３項中「払い出し」を「払出

し」に、「総勘定内訳簿」を「内訳簿」に、

「支出予算差引簿」を「支出予算執行整理

簿」に改め、同項を同条第２項とする。 

 第７４条中「支出予算差引簿」を「支出予

算執行整理簿」に、「収入予算差引簿」を

「収入予算執行整理簿」に改める。 

 第７５条中「支出予算差引簿」を「支出予

算執行整理簿」に、「収入予算差引簿」を

「収入予算執行整理簿」に改める。 

 第７９条中「受払い」を「受払」に改める。 

 第８０条第２項中「規定による」を削る。 

 第８１条中「基づいて総勘定内訳簿」を

「基づき内訳簿」に、「支出予算差引簿」を

「支出予算執行整理簿」に改める。 

 第８３条第２項中「同条中「支出予算差引

簿」を「第７１条中「支出予算執行整理簿」

に、「支出予算差引簿又は収入予算差引簿」

を「支出予算執行整理簿又は収入予算執行整

理簿」に改める。 

 第８４条第１項中「及び第４号」を削る。 

 第８６条中「第７６条」を「第７３条」に

改める。 

 第８７条第１号キ中「事業が」を削り、同

号ケ中「その他」を「その他の」に改め、同

条第２号キ中「事業が」を削り、同号ク中

「その他」を「その他の」に改め、同条第３

号カ中「その他」を「その他の」に改める。 

 第８８条中「管理し」を「管理し、」に改

める。 

 第９０条（見出しを含む。）及び第９１条

中「登記登録」を「登記又は登録」に改める。 

 第９３条、第９６条及び第９８条中「支出

予算差引簿」を「支出予算執行整理簿」に改

める。 

 第９９条第２項中「合わせて」を「あわせ

て」に改める。 

 第１１９条中「上水道事業会計支弁職員」

を「水道事業会計支弁職員」に改める。 
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 第１３５条中「総務・経営課長」を「企業出納員」に改め、「及び資金予算表」を削る。 

 別表第１中「上水道事業会計勘定科目表」を「水道事業会計勘定科目表」に改め、同表収益勘

定の表中 

「 

水道料金 

分水料金 

水道料金 

分水料金 

                                  」を 

「 

水道料金 水道料金 

                                  」に、 

「 

手数料 給水申請手数料、証明手数料等 

                                  」を 

 

「 

手数料 給水装置工事申請手数料、証明手数料等 

                                  」に、 

「 

  他会計負担

金 

 収益的支出を負担することを目

的とする他会計からの繰入金 

                                          」 

を 

「 

  他会計負担

金 

 収益的支出を負担することを目

的とする他会計からの繰入金 

  引当金戻入   

                                          」 

に、 

「 

  その他雑収益  

                                        」 

を 
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「 

  その他雑収益 上記以外の営業外収益 

附帯事業収益   附帯事業から生ずる収益 

 飲料水供給事

業収益 

 飲料水供給施設事業から生ずる収

益 

  水道料金 水道料金 

  他会計補助金 飲料水供給施設事業を負担するこ

とを目的とする他会計からの繰入

金で返済を要しないもの 

  他会計負担金 収益的支出を負担することを目的

とする他会計からの繰入金 

  雑収益 上記以外の附帯事業収益 

                                        」 

に改める。 

 別表第１費用勘定の表中 

「 

法定福利費 事業主負担の健康保険料、共済組

合費、雇用保険料、公務災害補償

費等 

                          」を 

「 

法定福利費 事業主負担の健康保険料、厚生年

金保険料、共済組合費、雇用保険

料、公務災害補償費等 

                          」に、 

「 

 雑支出  上記以外の営業外費用 

  不用品売却原

価 

売却した不用品の原価 

  その他雑支出  

                                        」を 
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「 

 雑支出  上記以外の営業外費用 

  不用品売却原

価 

売却した不用品の原価 

  その他雑支出  

附帯事業費用   附帯事業から生ずる費用 

 飲料水供給事

業費用 

 飲料水供給施設事業から生ずる費

用 

  賃金 臨時職員及び人夫の賃金 

 

 

 

 

備消品費 事務用及び工事用消耗品並びに耐

用年数１年未満又は取得価格１０

万円未満の器具及び備品の購入費 

  燃料費 工事用、自動車用及び暖房用の燃

料費 

  光熱水費 電気料金、ガス料金等 

  印刷製本費 文書、図面、帳簿等の印刷費及び

伝票、帳簿等の製本費 

  通信運搬費 はがき、郵便切手、電信電話料、

電話加入移転架設料、乗車船券

類、運送料等 

  委託料 水源かん養、原水の取入れ、原水

のろ過滅菌、配水池、配水管その

他浄水の配水に係る設備及び給水

装置に附属する量水器その他の設

備の維持並びに水質試験、浄水方

法の試験研究等の委託に要する費

用 

  手数料 公金取扱、し尿処理、訴訟等の手

数料 

  賃借料 借地料、借家料、自動車借上料等 

  修繕費 有形固定資産等の維持修繕に要す

る費用 

  動力費 機械装置等の運転に必要な電力料

及び燃料費 

  薬品費 原水の沈でん及び浄水の滅菌に要

する薬品費 

  材料費 有形固定資産等の維持修繕に要す

る諸材料費 

  補償費 補償金、賠償金、見舞金等 

  負担金 関係団体の会費及び負担金等 

  雑費  

                                        」 

に改める。 
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（亀岡市上下水道事業契約規程の一部改正） 

第１５条 亀岡市上下水道事業契約規程（平成

９年亀岡市公営企業管理規程第８号）の一部

を次のように改正する。 

 第１条中「上水道事業及び亀岡市下水道事

業」を「上下水道事業（亀岡市上下水道事業

の設置等に関する条例（平成２９年亀岡市条

例第３１号）第１条に規定する上下水道事業

をいう。）」に改める。 

 第２条を次のように改める。 

 （亀岡市財務規則の準用） 

第２条 前条の契約に関して必要な事項につ

いては、亀岡市財務規則（昭和４０年亀岡

市規則第１号）第６章（第１２８条を除

く。）の規定を準用する。 

２ 前項によって準用する場合において、

「市長」とあるのは「水道事業及び下水道

事業の管理者の権限を行う市長」と、第 

１０５条中「施行令第１６７条の７第１

項」とあるのは「地方公営企業法施行令

（昭和２７年政令第４０３号）（以下「企

業法施行令」という。）第２１条の１５」

と、第１０６条中「出納機関」とあるのは

「企業出納員」と、第１１６条中「施行令

第１６７条の２」とあるのは「企業法施行

令第２１条の１４」と、第１２２条中「施

行令第１６７条の１６第１項」とあるのは

「企業法施行令第２１条の１５」と読み替

えるものとする。 

 第３条を削り、第３条の２中「亀岡市上水

道事業及び亀岡市下水道事業」を「上下水道

事業」に、「市長事務部局」を「契約検査

課」に、「亀岡市企業職員」を「上下水道部

の職員」に改め、同条を第３条とする。 

 第４条から第４３条までを削り、第３条の

次に次の１条を加える。 

 （補則） 

第４条 この規程に定めるもののほか、上下

水道事業の契約に関し必要な事項は、市長

事務部局の例による。 

（亀岡市上下水道部徴収事務等委託規程の一

部改正） 

第１６条 亀岡市上下水道部徴収事務等委託規

程（平成２０年亀岡市上下水道事業管理規程

第７号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「亀岡市の上下水道事業に係る」

を「上下水道部の」に改める。 

 第２条第１号中「検針」を「点検」に改め、

「使用水量」の次に「及び排水量」を加え、

同条第２号中「、簡易水道料金、公共下水道

使用料、地域下水道使用料、水道メーター使

用料、水道加入金、下水道事業受益者負担

金」を「、水道加入金、下水道使用料、下水

道事業受益者負担金、地域下水道使用料、飲

料水供給施設料金（メーター使用料を含

む。）」に改める。 

（亀岡市水道料金等収納事務委託規程の一部

改正） 

第１７条 亀岡市水道料金等収納事務委託規程

（平成２０年亀岡市上下水道事業管理規程第

８号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「亀岡市の上下水道事業に係る公

金（水道料金、簡易水道料金、公共下水道使

用料、地域下水道使用料及び水道メーター使

用料」を「水道料金等（水道料金、下水道使

用料、地域下水道使用料及び飲料水供給施設

料金（メーター使用料を含む。）」に改める。 

 第２条中「上下水道事業管理者」を「水道

事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市

長」に改める。 

（亀岡市上下水道事業用行政財産の目的外使

用に関する規程の一部改正） 

第１８条 亀岡市上下水道事業用行政財産の目

的外使用に関する規程（平成２３年亀岡市上

下水道事業管理規程第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 
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 第１条中「亀岡市上下水道事業用行政財産

（市長の権限に属する事務の一部を上下水道

事業管理者に委任する規則」を「上下水道事

業（亀岡市上下水道事業の設置等に関する条

例（平成２９年亀岡市条例第３１号）第１条

に規定する上下水道事業をいう。）の用に供

する行政財産（市長の権限に属する事務の一

部を水道事業及び下水道事業の管理者の権限

を行う市長に委任する規則」に、「上下水道

事業管理者」を「水道事業及び下水道事業の

管理者の権限を行う市長」に改める。 

（亀岡市水道布設工事監督者及び水道技術管

理者の職務に関する規程の一部改正） 

第１９条 亀岡市水道布設工事監督者及び水道

技術管理者の職務に関する規程（平成２８年

亀岡市上下水道事業管理規程第１号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条中「亀岡市上水道事業給水条例（昭

和３３年亀岡市条例第２８号」を「亀岡市水

道事業給水条例（平成２９年亀岡市条例第 

３２号」に、「第５１条」を「第４９条」に、

「権限に属する事務」を「権限を行う」に改

める。 

 第４条第２項中「第５１条」を「第４９

条」に改める。 

 第５条中「第５２条」を「第５０条」に改

める。 

（亀岡市水道料金等口座振替収納事務取扱要

綱の一部改正） 

第２０条 亀岡市水道料金等口座振替収納事務

取扱要綱（昭和６２年亀岡市公営企業管理規

程第９号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「市の」を「亀岡市上下水道事業

会計規程（平成２６年亀岡市上下水道事業管

理規程第３号）第２７条第２項の規定に基づ

き、」に改め、「水道料金等」の次に「及び

下水道事業受益者負担金」を加える。 

 第２条を次のように改める。 

 （対象水道料金等） 

第２条 口座振替の方法により収納すること

ができる費目は、次に掲げるものとする。 

⑴ 水道料金、下水道使用料並びに飲料水

供給施設料金及びメーター使用料（以下

「水道料金等」という。） 

⑵ 下水道事業受益者負担金（以下「受益

者負担金」という。） 

 第３条第１項中「簡易水道事業に係る水道

料金等については市長が、水道事業及び下水

道事業に係る水道料金等については上下水道

事業管理者が、それぞれ」を「水道事業及び

下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下

「管理者」という。）が」に改め、同条第２

項を削る。 

 第４条中「対象」を「対象者」に、「給水

装置使用者、総代人又は受益者」を「水道料

金等又は受益者負担金の納入義務者」に改め

る。 

 第５条中「依頼者の」を削り、「取扱金融

機関」を「依頼者名義」に、「及び」を「又

は」に、「一口座」を「口座」に改める。 

 第６条第１項を次のように改める。 

 （申込み） 

第６条 口座振替による納付を希望する者

（以下「希望者」という。）は、次の各号

に掲げる費目に応じ、当該各号に定める書

面（以下「依頼書」という。）により取扱

金融機関に申し込むものとする。 

⑴ 水道料金等 水道料金等口座振替納付

依頼書（別記第１号様式及び別記第２号

様式） 

⑵ 受益者負担金 受益者負担金口座振替

納付依頼書（別記第１号様式の２及び別

記第２号様式の２） 

 第６条第２項中「又は口座振替依頼の電子

申請をもって」を「により」に、「同条第２

項」の次に「、第１４条及び第１６条」を加
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え、「と、第１４条中「別記第１号様式及び

別記第２号様式又は別記第１号様式の２及び

別記第２号様式の２の依頼書」とあるのは

「申込み」と、第１６条中「依頼書」とある

のは「申込書」」を削り、同条に次の１項を

加える。 

３ 前２項の規定にかかわらず、管理者が指

定する取扱金融機関にあっては、口座振替

による納付依頼の電子申請をもって申し込

むことができる。 

 第７条第１項中「押印の上市」を「経由印

を押印の上、管理者」に、「又は」を「及

び」に、同条第２項中「市」を「管理者」に

改める。 

 第８条を次のように改める。 

 （口座振替指定日） 

第８条 口座振替を行う期日は、次の各号に

掲げる費目に応じ、当該各号に定める日

（以下「口座振替指定日」という。）とす

る。 

⑴ 水道料金等 ８日及び２３日（その日

が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関す

る法律（昭和２３年法律第１７８号）に

規定する休日の場合は、その日以後の

初の営業日） 

⑵ 受益者負担金 亀岡市公共下水道事業

受益者負担に関する条例施行規程（昭和

５７年亀岡市水道事業管理規程第５号）

第１０条に規定する納期の末日 

 第９条中「市」を「管理者」に、「上・下

水道料金」を「水道料金等」に改め、「、亀

岡市簡易水道料金等口座振替依頼書」を削り、

「別記第３号様式、別記第４号様式及び別記

第４号様式の２」を「別記第３号様式及び別

記第４号様式」に改め、「、亀岡市簡易水道

料金等口座振替済通知書」を削り、「別記第

５号様式、別記第６号様式及び別記第６号様

式の２」を「別記第５号様式及び別記第６号

様式」に改める。 

 第９条の２中「別に定めるものとする」を

「市税等の口座振替の例による」に改める。 

 第１０条中「市」を「管理者」に改め、

「口座振替収納に係る」を削る。 

 第１１条から第１３条までの規定中「市」

を「管理者」に改める。 

 第１４条中「別記第１号様式及び別記第２

号様式又は別記第１号様式の２及び別記第２

号様式の２の」を削る。 

 第１５条及び第１７条中「市」を「管理

者」に改める。 

 第１９条中「市又は」を「管理者及び」に

改める。 

 別記第１号様式中「申込書」を「納付依頼

書」に改め、 

「 

振替を申し込む料金 

１ 上下水道料金 

２ 簡易水道料金等 

（○印を付けてください。） 

                   」 

を削る。 

 別記第１号様式の２中「申込書」を「納付

依頼書」に改める。 

 別記第２号様式中「依頼書」を「納付依頼

書」に改め、 

「 

振替を依頼する料金 

１ 上下水道料金 

２ 簡易水道料金等 

（○印を付けてください。） 

                   」 

を削る。 

 別記第２号様式の２中「依頼書」を「納付

依頼書」に改める。 

 別記第３号様式中「上水道事業会計」を

「水道事業会計」に、「上・下水道料金」を
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「水道料金等」に、「上水道料金」を「水道

料金」に改める。 

 別記第４号様式を削り、別記第４号様式の

２を別記第４号様式とする。 

 別記第５号様式中「上水道事業会計」を

「水道事業会計」に、「上・下水道料金」を

「水道料金等」に、「上水道料金」を「水道

料金」に改める。 

 別記第６号様式を削り、別記第６号様式の

２を別記第６号様式とする。 

 別記第７号様式中「上下水道部」を「上下

水道お客様センター」に改める。 

 別記第７号様式の２中「上下水道部下水道

課」を「上下水道お客様センター」に改める。 

（漏水等に伴う上水道料金の減額に関する取

扱基準の一部改正） 

第２１条 漏水等に伴う上水道料金の減額に関

する取扱基準（平成２４年亀岡市上下水道事

業管理規程第１７号）の一部を次のように改

正する。 

 題名中「上水道料金」を「水道料金」に改

める。 

 第１条中「亀岡市上水道事業給水条例（昭

和３３年亀岡市条例第２８号）第４３条及び

亀岡市上水道事業給水条例施行規程（昭和 

５８年亀岡市公営企業管理規程第１１号）第

３１条の規定による」を「亀岡市水道事業給

水条例（平成２９年亀岡市条例第３２号）第

３９条第２項の規定に基づき、」に、「上水

道料金」を「水道料金」に改める。 

 第２条中「上下水道事業管理者」を「水道

事業の管理者の権限を行う市長」に改める。 

（亀岡市指定給水装置工事事業者規程の一部

改正） 

第２２条 亀岡市指定給水装置工事事業者規程

（平成１０年亀岡市公営企業管理規程第２

号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「亀岡市上水道事業給水条例（昭

和３３年亀岡市条例第２８号。以下「上水給

水条例」という。）第１５条第３項並びに亀

岡市簡易水道事業給水条例（昭和３３年亀岡

市条例第２９号。以下「簡水給水条例」とい

う。）第６条第４項の規定に基づき、亀岡

市」を「亀岡市水道事業給水条例（平成２９

年亀岡市条例第３２号。以下「条例」とい

う。）第９条第１項に規定する」に改める。 

 第２条第１項中「法」は」を「法」とは」

に、同条第４項中「上下水道事業管理者」を

「水道事業の管理者の権限を行う市長」に改

め、同条第５項を削り、同条中第６項を第５

項とし、第７項を第６項とし、第８項を第７

項とし、同条第９項中「亀岡市上水道事業給

水条例施行規程（昭和５８年亀岡市公営企業

管理規程第１１号）」を「亀岡市水道事業給

水条例施行規程（平成３０年亀岡市上下水道

事業管理規程第１号）」に改め、同項を同条

第８項とし、同条第１０項中「亀岡市水道事

業の設置等に関する条例（昭和４１年亀岡市

条例第２７号）第２条第２項及び簡水給水条

例第２条に定める」を「亀岡市上下水道事業

の設置等に関する条例（平成２９年亀岡市条

例第３１号）第４条第２項第１号に定める水

道事業の」に改め、同項を同条第９項とする。 

 第３条中「上水給水条例、簡水給水条例」

を「条例」に、「市」を「管理者」に改める。 

 第１４条中「上水給水条例第１５条第２項

並びに簡水給水条例第７条第４項」を「条例

第９条第２項」に、「市」を「管理者」に改

める。 

 第１５条中「上水給水条例第１５条第２項

並びに簡水給水条例第７条第４項」を「条例

第９条第２項」に、「市」を「管理者」に改

める。 

 第１６条及び第１７条中「市」を「管理

者」に改める。 

（亀岡市下水道条例施行規程の一部改正） 
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第２３条 亀岡市下水道条例施行規程（昭和 

５７年亀岡市水道事業管理規程第９号）の一

部を次のように改正する。 

 第２条中「第７９号。」を「第７９号」に、

「上下水道事業管理者」を「下水道事業の管

理者の権限を行う市長」に改める。 

 第１２条中「亀岡市上水道事業給水条例

（昭和３３年亀岡市条例第２８号）第２７

条」を「亀岡市水道事業給水条例（平成２９

年亀岡市条例第３２号）第１８条」に、「届

出」を「申込み」に、「かえる」を「代え

る」に改める。 

 第１５条中「集金」を「納入通知書又は口

座振替」に、「納入通知書その他の方法によ

り納付させることがある」を「この限りでな

い」に改める。 

 第１６条中「亀岡市上水道事業給水条例第

２条第２号」を「亀岡市水道事業給水条例第

３条第２号」に改める。 

（漏水等に伴う下水道使用料の減額に関する

取扱基準の一部改正） 

第２４条 漏水等に伴う下水道使用料の減額に

関する取扱基準（平成２４年亀岡市上下水道

事業管理規程第１８号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条中「上下水道事業管理者」を「下水

道事業の管理者の権限を行う市長」に改め、

同条第２号中「認めたもの。」を「認めたも

の」に改める。 

（亀岡市公共下水道使用料の滞納処分に係る

事務手続等に関する規程の一部改正） 

第２５条 亀岡市公共下水道使用料の滞納処分

に係る事務手続等に関する規程（平成１７年

亀岡市上下水道事業管理規程第１号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条第２項中「上下水道事業管理者」を

「下水道事業の管理者の権限を行う市長」に

改める。 

 第３条中「身分を証する証票として」を削

る。 

 別記第１号様式を次のように改める。 

 

別記様式 省略 

 

（亀岡市下水道排水設備指定工事業者規程の

一部改正） 

第２６条 亀岡市下水道排水設備指定工事業者

規程（平成１１年亀岡市公営企業管理規程第

５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「上下水道事業管理者」を「下水

道事業の管理者の権限を行う市長」に改める。 

（亀岡市公共下水道終末処理場に関する規程

の一部改正） 

第２７条 亀岡市公共下水道終末処理場に関す

る規程（昭和５８年亀岡市水道事業管理規程

第３号）の一部を次のように改正する。 

 題名及び第１条中「公共下水道終末処理

場」を「下水道浄化センター」に改める。 

 第２条を次のように改める。 

 （名称及び位置） 

第２条 下水道浄化センターの名称及び位置

は、次のとおりとする。 
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名 称 位 置 

亀岡市年谷浄化センター 亀岡市三宅町八田１番地 

保津浄化センター 亀岡市保津町三ノ坪１２８番地 

半国浄化センター 亀岡市東本梅町赤熊アリマノ１７番地２ 

犬甘野浄化センター 亀岡市西別院町犬甘野八反田３４番地 

宮前浄化センター 亀岡市宮前町宮川六反田１０２番地 

本梅浄化センター 亀岡市本梅町中野南田９番地２ 

川東浄化センター 亀岡市河原林町勝林島岩渕１０４番地 

小泉浄化センター 亀岡市東別院町小泉釜越１番地 

 

 第３条中「以下「浄化センター」を「以下「年谷浄化センター」に改め、「下水処理に関

し、」を削り、同条第１号を削り、同条第２号中「浄化センター」を「下水道浄化センター（前

条に掲げる下水道浄化センターをいう。以下同じ。）」に、「及び維持管理」を「、維持管理及

び改築更新」に改め、同号を同条第１号とし、同条第３号中「浄化センター」を「下水道浄化セ

ンター」に改め、同号を同条第２号とし、同条第４号中「放流水」を「下水道浄化センターの放

流水」に改め、同号を同条第３号とし、同条第５号中「浄化センター」を「下水道浄化セン  

ター」に改め、同号を同条第４号とする。 

 第４条第１項中「浄化センター」を「年谷浄化センター」に改め、同条第４項中「上下水道事

業管理者」を「下水道事業の管理者の権限を行う市長」に改める。 

（亀岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の一部改正） 

第２８条 亀岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程（昭和５７年亀岡市水道事業管

理規程第５号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第２項中「上下水道事業管理者」を「下水道事業の管理者の権限を行う市長」に改める。 

 第２１条第１項中「（別記第１８号様式。以下「帳票」という。）」を削り、同条第２項を次

のように改める。 

２ 前項に規定する徴収員証の取扱いについては、亀岡市公共下水道使用料の滞納処分に係る事

務手続等に関する規程（平成１７年亀岡市上下水道事業管理規程第１号）第３条の規定を準用

する。この場合において、下水道使用料とあるのは下水道事業受益者負担金と読み替えるもの

とする。 

 第２１条第３項を削る。 

 別記第４号様式中「市      課、亀岡市出納取扱金融機関及び亀岡市収納取扱金融機

関」を「上下水道お客様センター、上下水道事業出納取扱金融機関及び上下水道事業収納取扱金

融機関」に、「亀岡市      課へ」を「       へ」に、「亀岡市上下水道事業管

理者」を「下水道事業の管理者の権限を行う亀岡市長」に改め、「注 管理者を置かない場合に

は、「亀岡市上下水道事業管理者と」とあるのは「亀岡市長と」と書き替えて使用すること。」

を削る。 
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 別記第７号様式中「亀岡市上下水道事業管

理者」を「下水道事業の管理者の権限を行う

亀岡市長」に改め、「注 管理者を置かない

場合には、「亀岡市上下水道事業管理者と」

とあるのは「亀岡市長と」と書き替えて使用

すること。」を削る。 

 別記第１４号様式中「上下水道部下水道

課」を「上下水道お客様センター」に、「亀

岡市上下水道事業管理者」を「下水道事業の

管理者の権限を行う亀岡市長」に改め、「注 

 管理者を置かない場合には、「亀岡市上下

水道事業管理者と」とあるのは「亀岡市長

と」と書き替えて使用すること。」を削る。 

 別記第１８号様式を削る。 

（亀岡市水洗便所改造資金融資あっせん制度

に関する規程の一部改正） 

第２９条 亀岡市水洗便所改造資金融資あっせ

ん制度に関する規程（昭和５７年亀岡市水道

事業管理規程第１６号）の一部を次のように

改正する。 

 第１条中「の規定に基づく、本市の」を

「に規定する」に改める。 

 第２条中「上下水道事業管理者」を「下水

道事業の管理者の権限を行う市長」に改める。 

（亀岡市水洗便所改造資金融資あっせん審査

委員会に関する規程の一部改正） 

第３０条 亀岡市水洗便所改造資金融資あっせ

ん審査委員会に関する規程（昭和５７年亀岡

市水道事業管理規程第１７号）の一部を次の

ように改正する。 

 第３条第２項中「上下水道事業管理者」を

「下水道事業の管理者の権限を行う市長」に

改める。 

（亀岡市雨水貯留施設設置事業費補助金交付

規程の一部改正） 

第３１条 亀岡市雨水貯留施設設置事業費補助

金交付規程（平成２９年亀岡市上下水道事業

管理規程第８号）の一部を次のように改正す

る。 

 第４条第１項中「市長」」を「管理者」」

に改め、同条第２項中「市長」を「管理者」

に改める。 

 第６条及び第７条中「市長」を「管理者」

に改める。 

 第８条第１項中「申請内容を変更」の次に

「（交付決定額に影響しない金額変更を除く。

その他軽微な変更を除く。）」を加え、「市

長」を「管理者」に改め、同条第２項中「市

長」を「管理者」に改める。 

 第９条から第１４条までの規定中「市長」

を「管理者」に改める。 

 別記第１号様式及び別記第２号様式中「そ

の他市長」を「その他管理者」に改める。 

 別記第３号様式を次のように改める。 

 

別記様式 省略 

 

 別記第５号様式を次のように改める。 

 

別記様式 省略 

 

 別記第６号様式中「その他市長」を「その

他管理者」に改める。 

 別記第８号様式中「郵便局」を削る。 

 

   附 則 

 

 この規程は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市上下水道部電気保安に関する規程を次

のように定める。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市上下水道事業管理規程第３号 

 

亀岡市上下水道部電気保安に関す

る規程 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、電気事業法（昭和３９年

法律第１７０号。以下「法」という。）の規

定に基づき、上下水道部が所管する自家用電

気工作物の工事、維持及び運用に関する保安

（以下「電気保安」という。）を確保するた

めに必要な事項を定めるものとする。 

 （法令及び規程の遵守） 

第２条 電気保安を確保するために、上下水道

部の電気保安に関する業務（以下「電気保安

業務」という。）に従事する者は、電気関係

法令、この規程及び次条に規定する保安規程

を遵守するものとする。 

 （保安規程） 

第３条 法第４２条第１項の規定に基づく保安

規程は、自家用電気工作物を所管する課又は

設置する施設ごとに別に定めるものとする。 

 （電気主任技術者の選任） 

第４条 水道事業及び下水道事業の管理者の権

限を行う市長（以下「管理者」という。）は、

電気保安の監督をさせるため、法第４３条の

規定に基づき電気主任技術者を選任する。た

だし、電気事業法施行規則（平成７年通商産

業省令第７７号。以下「規則」という。）第

５２条第２項に定める電気保安の監督に係る

業務委託契約を規則第５２条の２に規定する

要件に該当する者と締結する場合は、電気主

任技術者を選任しないことができる。 

 （部長の職務） 

第５条 部長は、上下水道部が所管する施設の

電気保安業務を総括管理する。 

 （課長の職務） 

第６条 課長は、所管する施設の電気保安業務

を管理する。 

 （電気主任技術者の職務） 

第７条 電気主任技術者は、電気保安業務を管

理する課長を補佐し、電気保安業務の監督を

誠実に行わなければならない。 

 （その他） 

第８条 この規程の施行に関し必要な事項は、

管理者が別に定める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この規程は、公布の日から施行する。 

（亀岡市上水道事業電気工作物保安規程及び

亀岡市公共下水道事業電気工作物保安規程の

廃止） 

２ 次に掲げる規程は、廃止する。 

⑴ 亀岡市上水道事業電気工作物保安規程

（昭和４６年亀岡市水道事業管理規程第１

号） 

⑵ 亀岡市公共下水道事業電気工作物保安規

程（昭和６３年亀岡市公営企業管理規程第

１１号） 

 

「掲示済」 
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告 示 
 

 亀岡市上下水道部告示第２号 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２

号）第３３条の２の規定に基づき、次のとおり

料金収納事務を委託したので、地方公営企業法

施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２６条

の４第１項の規定により告示する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 委託の相手方 

東京都中央区日本橋本石町四丁目６番７号 

日本橋日銀通りビル５階 

 地銀ネットワークサービス株式会社 

提携コンビニエンスストア 

ＭＭＫ設置店 くらしハウス 

コミュニティ・ストア サークルＫ 

サンクス スリーエイト 生活彩家 

セイコーマート セーブオン 

セブン－イレブン デイリーヤマザキ 

ニューヤマザキデイリーストア 

ハマナスクラブ ファミリーマート 

ポプラ ミニストップ 

ヤマザキスペシャルパートナーショップ 

ヤマザキデイリーストアー ローソン 

ローソンストア１００ 

２ 委託した収納事務 

亀岡市上下水道事業に係る公金（水道料金、

公共下水道使用料、地域下水道使用料及び

水道メーター使用料）のコンビニエンスス

トア収納事務 

３ 委託期間 

平成３０年４月１日から 

平成３１年３月３１日まで 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市上下水道部告示第３号 

 

 亀岡市上下水道事業の設置等に関する条例の

施行に伴う関係上下水道部告示の整備に関する

告示を次のように定める。 

 

   平成３０年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

亀岡市上下水道事業の設置等に関

する条例の施行に伴う関係上下水

道部告示の整備に関する告示 

 

（亀岡市上下水道部広告掲載要綱の一部改正） 

第１条 亀岡市上下水道部広告掲載要綱（平成

２２年亀岡市上下水道部告示第１５号）の一

部を次のように改正する。 

 第２条第９号中「もの。」を「もの」に改

め、同条第１０号中「上下水道事業管理者」

を「水道事業及び下水道事業の管理者の権限

を行う市長」に改める。 

 第８条第１項第１号を次のように改める。 

⑴ 上下水道部長及び担当部長 

（亀岡市公共下水道事業における公共汚水ま

す等の設置基準要綱の一部改正） 

第２条 亀岡市公共下水道事業における公共汚

水ます等の設置基準要綱（平成２２年亀岡市

上下水道部告示第１１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 



 
亀 岡 市 公 報 

 125

第８８０号平成３０年５月１５日発行 

 第２条第１項中「上下水道事業管理者」を「下水道事業の管理者の権限を行う市長」に改める。 

 別記第１号様式中 

「 

 

                    」を 

「 

 

 

                             」に改める。 

 別記第２号様式及び別記第３号様式中 

「 

 

              」を 

「 

 

 

                             」に改める。 

 別記第４号様式中 

「 

 

                    」を 

「 

 

 

                             」に改める。 

 

   附 則 

 

 この告示は、告示の日から実施する。 

 

「掲示済」 

 

                    年 月 日

（宛先）亀岡市長 

         排水設備設置義務者 

     年 月 日 

申請者 

                    年 月 日

（宛先）亀岡市長 

               申請者 

           年 月 日

排水設備設置義務者 

                    年 月 日

（宛先）亀岡市長 

         排水設備設置義務者 

           年 月 日

排水設備設置義務者 
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市立病院欄 
 

規 程 
 

 亀岡市立病院職員の給与に関する規程の一部

を改正する規程を次のように定める。 

 

   平成３０年４月１日 

 

    亀岡市病院事業管理者 玉井和夫 

 

 亀岡市病院事業管理規程第２号 

 

亀岡市立病院職員の給与に関する

規程の一部を改正する規程 

 

 亀岡市立病院職員の給与に関する規程（平成

１６年亀岡市病院事業管理規程第２６号）の一

部を次のように改正する。 

 

 第１０条第３項第１号中「６，８００円」を

「７，３００円」に、「６，０００円」を 

「６，４００円」に改め、同項第２号ア中  

「３，３００円」を「３，５５０円」に、 

「２，９００円」を「３，１００円」に改め、

同号イ中「２，９００円」を「３，１００円」

に、「２，５００円」を「２，７００円」に改

め、同号ウ中「２，０００円」を「２，１５０

円」に、「１，７００円」を「１，９００円」

に改める。 

 

   附 則 

 

 この規程は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

告 示 
 

 亀岡市立病院告示第１号 

 

 地方自治法第２３１条の２の規定に基づく、

亀岡市病院事業会計規程第２８条の規定による

指定代理納付者を次のとおり指定したので告示

する。 

 

   平成３０年４月１日 

 

    亀岡市病院事業管理者 玉井和夫 

 

１ 指定代理納付者の名称等 

① 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町

７３１番地 

京都クレジットサービス株式会社 

代表取締役 西山忠彦 

② 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町

７３１番地 

京銀カードサービス株式会社 

代表取締役 田中晴男 

２ 指定代理納付者による納付を認める歳入の

範囲 

亀岡市立病院における診療に係る使用料

及び手数料 

３ 指定期間 

平成３０年４月１日から 

平成３１年３月３１日まで 

 

「掲示済」 
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